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第１章 計画に関する基本的事項 

 

１ 健康いわて 21 プランのこれまでの概要 

(1) 健康いわて 21 プラン 

・ 本県では、国において平成 12 年３月に策定された「21 世紀における国民健康づくり運動（健

康日本 21）」を踏まえ、「岩手に生まれ、生活できる喜びを実感できる健康安心・福祉社会」を

実現するため、壮年期の死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質や人生の質（ＱＯＬ）の向

上を目指して、具体的な目標と達成のための指針を示しながら、県民に向けて、健康づくりを

働きかけるため、平成 13年３月に「健康いわて 21プラン」を策定しました。 

・ プラン策定後、健康増進法や食育基本法、生活習慣病予防を重視した医療制度改革関連法の

制定のほか、メタボリックシンドロームの概念を導入した健康づくりなどの健康づくりを取り

巻く状況の変化を踏まえるとともに、平成 17～18 年度に実施した中間評価に基づき、平成 20

年３月にプランの改定を行い、推進期間を平成 24年度まで延長しました。 

・ また、平成 22 年度には、当初の推進期間であった平成 22 年度時点での目標の到達度と健康

づくりサポーターの活動状況評価を行い、県民の健康課題などを明らかにしました。 

・ さらに、平成 23年度には、東日本大震災津波の本県への影響を踏まえ、推進期間を１年延長

し、平成 25 年度までとするとともに、平成 25 年度に目標値の最終評価を行いました。 

 

(2) 健康いわて 21 プラン（第２次） 

・ 国において平成 24 年７月に策定された「21 世紀における第二次国民健康づくり運動（健康

日本 21（第二次））」を踏まえ、「共に生きるいわて」の実現を目指し、「健康寿命の延伸」、「脳

卒中死亡率全国ワースト１」からの脱却を全体目標に掲げ、主要な生活習慣病の発症予防と重

症化予防の徹底等を図るため、平成 26年３月に「健康いわて 21プラン（第２次）」を策定しま

した。 

・ プラン策定後、策定時に設定された全体目標と 15 分野の目標項目に属する指標について、

進捗状況や取組状況を評価するとともに、課題を明らかにし、プラン後期の施策に反映するこ

とを目的として、平成 29 年度に中間評価を実施し、一部の指標について目標年次や目標値等

を変更しました。 

・ さらに、令和４年度には、自治体と保険者による一体的な健康づくり政策を実施するため医

療費適正化計画等の期間と一致させるとして、健康日本 21（第二次）の計画期間が１年延長さ

れたことから、健康いわて 21プラン（第２次）の計画期間を１年延長し、令和５年度までとす

るとともに、令和５年度に目標値の最終評価を行いました。 

 

２ 健康いわて 21 プラン（第３次）策定の趣旨 

・ 県民が生涯を通じて健やかで心豊かな生活を送るためには、生活習慣の改善、生活習慣病の発

症予防や重症化予防、生活機能の維持向上に努めていくことや、人生 100 年時代が本格的に到来

することを踏まえた各ライフステージ特有の健康づくりの取組も重要です。 

・ また、個人の健康は、家庭や学校、地域、職場等の社会環境の影響を受けることから、多様な

主体が健康づくりに関わり、社会全体として個人の健康状態の改善を促す環境の整備が求められ
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ます。 

・ このプランは、国の令和６年度からの「21 世紀における第三次国民健康づくり運動（健康日本

21（第三次））」を踏まえ、県民一人ひとりが取り組むべき健康課題を明らかにするとともに、県

民の健康増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し、行政や関係機関団体、企業等の

社会全体が「健康づくりサポーター」として県民の健康を支援し、県民の健康寿命の延伸を図る

ことを目的として策定するものです。 

 

【健康日本 21（第三次）の概念図】 

※「健康日本 21（第三次）の推進のための説明資料」より引用 

 

 

３ 健康いわて 21 プラン（第３次）の期間 

・ 令和６年度を初年次とし、令和 17年度までの 12か年計画とします。 

・ 計画期間の中間年に当たる令和 11 年度に中間評価を行い、その結果を踏まえて、基準とする

数値や目標値等も含め、必要に応じて計画の見直しを行います。 

・ 目標年度を令和 14年度とし、令和 15 年度を目途に最終評価を行います。 

・ 目標年度とする令和 14 年度以降も令和 17 年度までの計画期間中は引き続き取組を推進しま

す。 
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【計画期間中のスケジュール】 

※「健康日本 21（第三次）の推進のための説明資料」より引用 

 

 

４ 健康いわて 21 プラン（第３次）の性格 

・ 県民一人ひとりが自らの健康状態を正しく理解し、主体的に健康づくりに取り組むための行動

指針です。 

・ お互いに幸福を守り育てる希望郷いわての実現を目指す「いわて県民計画」（2019～2028）の健

康・余暇分野に関連する計画です。 

・ 健康増進法（平成 14年法律第 103 号）第８条において、国が定める「国民の健康の増進の総合

的な推進を図るための基本的な方針」を勘案し都道府県が定めるとされている、県民の健康増進

の推進に関する施策についての基本的な計画です。 

・ 次に掲げる法定計画をはじめとする関連施策に関する計画と調和を保ちながら、県民の健康づ

くりを推進する計画です。 

区分 主な関連計画 

国等における

関連計画 

健康日本 21（第三次） 

健やか親子 21 

第４期医療費適正化計画 

第４期がん対策推進基本計画 

第４次食育推進基本計画 

アルコール健康障害対策推進基本計画 

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項 

第３期データヘルス計画 

岩手県の関連

計画 

岩手県保健医療計画（2024～2029） 

岩手県医療費適正化計画（第４期） 

岩手県がん対策推進計画（第４次） 

岩手県循環器病対策推進計画（第２期） 

第４次岩手県食育推進計画 

岩手県アルコール健康障害・ギャンブル等依存症対策推進計画 

イー歯トーブ８０２０プラン（第２次） 

岩手県自殺対策アクションプラン（令和６年度～令和 10 年度） 

いわて子どもプラン（2020～2024） 

いわていきいきプラン（2024～2026） 
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５ 計画の推進 

・ 施策を着実に推進するため、数値目標を設定し、ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理を行

います。 

・ 岩手県健康増進計画推進協議会（前：岩手県健康いわて 21プラン推進協議会）等を通じて、定

期的にプランの点検、見直し、施策への反映など、実効性のある施策を展開します。 

・ 庁内の関係部局との相互連携のもと、関連施策の整合性を確保しつつ、総合的、計画的に施策

を推進します。 

・ プランの推進に当たっては、県、市町村をはじめとして、県民や事業者等の多様な主体による

一体となった取組が必要であることから、教育機関、医療保険者、企業等、保健医療専門団体、

検診機関、健康づくり推進関係団体を、引き続き「健康づくりサポーター」として位置づけ、連

携を図りながら県民一人ひとりの健康を実現するための支援を推進します。 
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〈各主体に期待される主な役割・行動〉 

主 体 主な役割・行動 

県 民 

・自らの生活習慣改善や健診等の積極的な受診  

・脳卒中予防、健康づくり推進の県民運動の参画 

・住民相互の支え合い 

健
康
づ
く
り
サ
ポ
ー
タ
ー 

【教育機関等】 

幼稚園・保育所等、認定こども園、小学校、

中学校、義務教育学校、高等学校、大学など 

・望ましい生活習慣のための食育や健康教育 

・20歳未満の喫煙や飲酒防止のための教育 

・学術的見地からの指導・助言 

【医療保険者】 

市町村国保、岩手県国民健康保険団体連合

会、全国健康保険協会（協会けんぽ）など 

・加入者に対する特定健康診査・特定保健指導を受

けやすい環境づくり 

・加入者への健康づくり事業、情報提供や普及啓発 

【職域（企業等）】 

商店、会社、協同組合、（一社）岩手県食品

衛生協会、岩手県商工会議所連合会、岩手県

商工会連合会、岩手県中小企業団体中央会、

（公財）岩手県労働基準協会、日本労働組合

総連合会岩手県連合会、職員組合、岩手産業

保健総合支援センターなど 

・脳卒中予防、健康づくり推進の県民運動の参画 

・健康経営の取組の推進 

・従業員等の健康管理や健康増進を図る各種健康

づくり 

・健康診査・保健指導を受診しやすい環境づくり 

・職場におけるメンタルヘルス対策 

【保健医療専門団体】 

（一社）岩手県医師会、（一社）岩手県歯科

医師会、（一社）岩手県薬剤師会、（公社）岩

手県看護協会、（公社）岩手県栄養士会、（一

社）岩手県歯科衛生士会など 

・発症予防、重症化予防に係る専門的見地からの技

術的助言 

・専門性を生かした住民に対する健康教育や相談、

健康情報の提供 

【検診機関】 

（公財）岩手県予防医学協会、（公財）岩手

県対がん協会 

・疾病等の早期発見、早期治療に向けた受診率向

上に係る普及啓発 

・健診（検診）などの健康づくりサービスの提供 

【健康づくり推進関係団体】 

岩手県保健推進委員等代表者協議会、岩手

県食生活改善推進員団体連絡協議会、ＮＰ

Ｏ法人日本健康運動指導士会、ＮＰＯ法人

岩手県地域婦人団体協議会、岩手県老人ク

ラブ連合会、岩手県学校保健会、（一社）岩

手県ＰＴＡ連合会、マスメディアなど 

・県民の生活に即した食生活の改善や運動習慣の

定着等の実践の場・機会の提供 

・健康づくりへの自主的な取組や地域ぐるみの実

践活動の推進 

・家族、隣人、友人等の健康づくりの支援 

・わかりやすく正確な健康づくりに関する情報の

適切な発信 

県（保健所） 

・健康づくりに関する情報提供や普及啓発 

・各種調査による健康課題の把握や保健医療デー

タの集計・分析 

・健康づくり係るボランティア養成や人材育成 

市町村 

・各種健診等や健康教育、普及啓発  

・住民に対する個別支援、保健指導の実施 

・地域の推進体制の構築 
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第２章 本県の人口等の現状 

 

１ 人口構造・動態 

(1) 人口 

・ 本県の令和４年 10 月１日現在の年齢別人口は、年少人口（15 歳未満）が 124,558 人、生産

年齢人口（15 歳から 64歳）が 635,795 人、高齢者人口（65歳以上）が 405,247 人となってお

り、前年と比較し、年少人口及び生産年齢人口が減少しています。 

・ これまでの人口の推移をみると、年少人口は昭和 30 年をピークに、生産年齢人口は昭和 60

年をピークに減少している一方、高齢者人口は増加傾向が続いており、総人口は、昭和 60年の

約 143 万人をピークに年々減少し、令和４年には約 118 万人となっています。 

・ 本県の高齢化率は、昭和 45 年に７％を超えて高齢化社会となり、平成２年に 14％を超え高

齢社会に、平成 12 年には 21％を超えて超高齢社会が到来し、その後も年々上昇を続けており、

令和４年は 34.8％となっています。 

・ 将来人口推計では、少子高齢化の進展に伴い年々人口の減少が予測され、令和 17年には 103

万人となる見込みとなっています。 

・ 年齢区分別にみると、年少人口と生産年齢人口は将来においても減少することが予測されて

いるのに対し、高齢者人口は令和５年に 41.8 万人となるまで増加し続けることが見込まれ、

その後も高齢化率はさらに上昇し、令和17年には38.8％まで達するものと推計されています。 

 

人口及び年齢構成の推移と将来推計（岩手県） 

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来人口推計」（平成 30(2018)年３月推計） 

岩手県「岩手県人口移動報告年報」 
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(2) 世帯数 

・ 本県の一般世帯数は、令和２年の 49.1 万世帯をピークに、その後は減少に転じ、令和 17 年

には 44.5 万世帯となることが予測されています。 

・ 高齢世帯（世帯主の年齢が 65歳以上の世帯）は、令和 17 年には単独世帯が 7.3 万世帯、夫

婦のみの世帯が 6.2 万世帯となり、一般世帯数の約 30％になるものと推計されています。 

 

世帯数の推移と将来推計（岩手県） 

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推

計（都道府県別推計）」（平成 31 年 4月推計） 

 

(3) 人口動態 

ア 出生 

・ 本県の令和３年の出生数は 6,472 人、出生率（人口千対）は 5.4 となっており、前年と比較

すると出生数が 246 人減少、出生率が 0.2 低下し、出生率では全国の 6.6 を 1.2 下回っていま

す。 

・ 出生率は、昭和 41 年の「ひのえうま」による一時的な低下と、第１次ベビーブーム期（昭和

22 年から昭和 24 年）に生まれた年代が出産適齢期に入ったことによる第２次ベビーブーム期

（昭和 46年から昭和 49年）の上昇を経て、その後は低下が続いています。 
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出生数及び出生率の推移 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

・ 本県の令和４年の合計特殊出生率は 1.21 となっており、前年より 0.09 ポイント減少しまし

た。近年は全国と同様の推移でしたが、令和４年度は全国の 1.26 を下回る数値となっていま

す。 

 

合計特殊出生率の推移 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」、厚生労働省「人口動態統計」 

 

 

イ 死亡 

・ 本県の令和４年の死亡数は 19,342 人、死亡率（人口千対）は 16.5 となっており、前年と比

較すると死亡数が 1,711 人増加、死亡率が 1.7 上昇し、死亡率では全国の 12.9 を 3.6 上回っ

ています。 
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・ 本県の死亡数及び死亡率は、高齢化に伴い昭和 58年頃から増加（上昇）傾向となり、平成 23

年は、東日本大震災津波の影響により死亡数及び死亡率とも前年を大幅に上回りました。 

 

死亡数及び死亡率の推移 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

・ 本県の令和４年の乳児死亡数は 15人、乳児死亡率（出生千対）は 2.6 となっており、乳児死

亡率は全国の 1.8 を 0.8 上回っています。 

・ 本県の乳児死亡率は、長期的に見ると低下傾向となっており、昭和 60 年以降はおおむね全

国と同率水準で推移してきましたが、平成 23 年は、東日本大震災津波の影響により全国を大

幅に上回りました。 

 

乳児死亡数及び乳児死亡率の推移 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

・ 本県の死亡率を主要死因別にみると、悪性新生物（がん）、心疾患及び脳血管疾患などの生活

習慣病が死因の上位を占め、近年も増加傾向にあり、全国と同様の傾向となっています。なお、

平成 23 年においては、東日本大震災津波の影響により不慮の事故が最も多くなっています。 
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主要死因別の死亡率の推移（岩手県） 

出典：岩手県「保健福祉年報（人口動態編）」 

 

 

・ 本県の令和３年の年齢階級別の死因割合をみると、男女とも青年期及び壮年期では不慮の事

故や自殺の占める割合が高く、中年期では、悪性新生物、心疾患及び脳血管疾患といった生活

習慣病の占める割合が高くなっています。 

 

年齢階級別の死因割合（岩手県） 

出典：岩手県「保健福祉年報（人口動態編）」 
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・ 本県の平成 27 年の年齢調整死亡率（人口 10 万対）は、男性 522.5、女性 268.1 となってお

り、年々減少していますが、全国の男性 486.0、女性 255.0 をいずれも上回り、特に平成 12年

以降においては、本県の男性の年齢調整死亡率が全国と比較して高率となっています。 

 

年齢調整死亡率の推移 

出典：厚生労働省「平成 29 年度人口動態統計特殊報告」 

 

 

・ 本県の年齢調整死亡率を主要死因別にみると、悪性新生物、脳血管疾患、心疾患及び肺炎は

男女とも近年は低下傾向となっていますが、自殺は男女ともほぼ横ばいで推移しています。 

・ 中でも脳血管疾患の年齢調整死亡率は昭和 40年から大幅に低下していますが、平成 27 年に

おいては、男性は全国３位、女性は全国１位となるなど、高率で推移しています。 

 

主要死因別の年齢調整死亡率の推移（岩手県） 

出典：厚生労働省「平成 29 年度人口動態統計特殊報告」 
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２ 平均寿命・健康寿命・要介護認定者 

(1) 平均寿命 

・ 本県の令和２年の平均寿命は男性 80.64 年、女性 87.05 年となっており、昭和 40 年と比較

して男女ともに 10 年以上伸びていますが、全国の男性 81.49 年、女性 87.60 年をいずれも下

回り、平成 12年以降において、本県の平均寿命は全国との較差が拡大する傾向にあります。 

 

本県の平均寿命と全国（都道府県）の平均寿命 

出典：厚生労働省「都道府県別生命表」 

 

(2) 健康寿命 

・ 本県の令和元年の健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）は、男性が 71.39 年、女性

が 74.69 年となっており、平成 22 年と比較して男女ともに伸びていますが、全国の男性 72.68

年、女性 75.38 年をいずれも下回っています。 

 

本県の健康寿命と全国（都道府県）の健康寿命 

出典：厚生労働省 健康日本 21（第二次）推進専門委員会資料 
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(3) 要介護認定者の状況 

・ 本県の要介護（要支援）認定者数（第１号被保険者及び第２号被保険者）は、令和３年３月

末において 80,357 人であり、平成 12年４月末と比較して 49,392 人の増（伸び率 159.5％）と

なっています。 

・ 第１号被保険者に係る認定率は、令和３年３月末において 19.3％であり、平成 12 年４月末

と比較して 9.6 ポイントの増となっています。 

 

要介護（要支援）認定者数及び認定率の推移 

出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」 
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３ 健康いわて 21 プラン（第２次）の最終評価 

健康いわて 21プラン（第２次）の最終評価は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整中 

（最終評価方法、目標達成状況（概要）） 
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第３章 目指す姿と基本的な方向 

 

１ 目指す姿 

(1) 目指す姿 

 

・ 県民一人ひとりの健康的な生活習慣の確立とともに、県民の主体的な健康づくりを支援し誰

一人取り残さない持続可能な社会の確立が必要です。 

・ 本県では「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という宮沢賢治

の言葉に代表される「他人とのかかわり」や「つながり」を大切にする社会観があります。 

・ これらを踏まえ、子どもから高齢者まで、また、性別や障がいの有無に関わらず、地域社会

を構成する様々な主体がそれぞれの力を生かし、お互いのつながりを大切にしながら、全ての

県民がいつまでも健康で心豊かに暮らすことができる「いわて」を目指します。 

 

(2) 全体目標 

・ すべての県民が生涯を通じて心身ともに健康で質の高い生活を送ることを表す指標として、

「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」である健康寿命を最も重要

な指標とし、この健康寿命を延伸することを引き続き本プランの全体目標とします。 
 

 

【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

健康寿命の延伸（年） 

※平均寿命の増加分を上

回る健康寿命の増加 

－ － 

（健康寿命の増加分）/

（平均寿命の増加分）＞１ 

（参考） 

健康寿命（男性） ①71.39 

－ 
健康寿命（女性） ①74.69 

平均寿命（男性） ②80.64 

平均寿命（女性） ②87.05 

 

 

פּ  
ךּ  

 
ǋǫȅǮȉ ȖȐǪǭβ∆ ǭș֝ȑֻǪǭ  
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・ 本県における脳卒中死亡率は、長期的には減少傾向にあるものの、全国下位の状況が続いて

おり、依然として本県の重要な健康課題となっています。脳卒中は要介護となる主な原因であ

り、健康寿命にも大きく影響することから、県民全体が一丸となった取組により、脳卒中死亡

率の更なる減少を目指し、脳卒中死亡率の全国との格差を縮小していくことを本プランの全体

目標とします。 

 

【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標 基準値 目標値 

脳血管疾患年齢調整死亡

率の全国との格差の縮小

（ポイント） 

男性 
全国との格差 

②53.4 

 

女性 
全国との格差 

②27.9 

 

（参考） 

平成 27 年人口モデルによ

る脳血管疾患年齢調整死

亡率（人口 10万対） 

男性（県） ②147.2  

女性（県） ②84.3  

男性（全国） ②93.8  

女性（全国） ②56.4  
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２ 基本的な方向 

 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

・ 県民の健康増進のためには、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙及び

歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善が重要です。 

・ 生活習慣の改善による、がん、脳血管疾患（脳卒中）、心疾患の発症予防のほか、合併症の発

症や症状の進展等といった重症化を予防することも重要です。 

・ 生活習慣病にならなくとも日常生活に支障を来すこともあるため、心身の両面からの健康保

持を通じ、生活機能の維持・向上を図ることが必要です。 

・ 以上の観点から、個人の行動と健康状態の改善を基本的な方向の一つとします。 

 

(2) 社会環境の質の向上 

・ 生活習慣の改善を含めた効果的な健康づくりには、個人の意識や行動だけではなく、個人を

取り巻く社会環境が整備・改善されることも重要です。 

・ このためには、行政機関のみならず、関係機関・団体等の多様な主体の参加・協力を得なが

ら、県民が主体的に行う健康づくりの取組を総合的に支援する環境整備が必要です。 

・ また、社会とのつながりやこころの健康の維持・向上、健康的な食環境や身体活動・運動を

促す自然に健康になれる環境整備により、健康に関心の薄い方も含めた幅広い対象に向けた取

組が重要です。 

・ 以上の観点から、社会環境の質の向上を基本的な方向の一つとします。 

 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

・ 生涯にわたって健康な日常生活を営んでいくためには、性差や年齢等も加味しながら、乳幼

児期や青壮年期、高齢期の各ライフステージに応じた健康的な生活習慣づくりに取り組むこと

が必要です。 

・ また、現在の健康状態は、これまでの自らの生活習慣や社会環境等の影響を受ける可能性や

次世代の健康にも影響を及ぼす可能性があり、胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時

的に捉えた健康づくり（ライフコースアプローチ）の取組が必要です。 

・ 以上の観点から、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりを基本的な方向の一つとし

ます。 

 

(4) 東日本大震災津波等の経験を踏まえた健康づくり 

・ 本県各地に深刻な被害をもたらした平成 23年３月 11 日に発生した東日本大震災津波は、被

災者の心身の状態の悪化を引き起こしたことから、関係機関・団体と連携し健康支援活動を進

ḱ  
ḱ  
ḱ ṇ ṇ נּ שּ  
ḱ נּ שּ  
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めてきましたが、震災以後においても、平成 28 年の台風第 10 号による水災害等の様々な災害

が発生しており、今後も被災者を含む住民に対する健康支援を継続していく必要があります。 

・ また、令和２年からの新型コロナウイルス感染症への対応等による経験を踏まえ、今後起こ

り得る健康危機に備えた体制を整備していく必要があります。 

・ 以上の観点から、東日本大震災津波等の経験を踏まえた健康づくりを基本的な方向の一つと

します。 
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第４章 基本的な方向を実現するための取組と目標 

 

１ 取組に当たって重視する視点 

健康いわて 21プラン（第３次）の目標達成に向けて、各種施策の実施に当たっては、次の点を重

視する視点とし、取組を推進します。 

 

(1) 「見える化」の推進と効果的な情報発信 

人口動態統計及び国民生活基礎調査等の基本統計や県民生活習慣実態調査等の独自調査に加

え、保健医療データの集計・分析等による地域の健康課題の「見える化」を進め、市町村等の健

康づくりの取組への支援や効果的な情報発信を行います。 

 

(2) 関係機関・団体の連携と協働 

誰一人取り残さない健康づくりを効果的に展開するため、複数の関係者（県、市町村、関係団

体、医療機関、検診機関、医療保険者、企業・事業者、経済団体、報道機関等）が連携し、一体

となって健康増進に取り組むほか、幅広い主体との協働により、地域保健、職域保健、学校保健

等の枠を越えた相互連携にも配意しながら取り組みます。 

 

(3) 誰もが健康づくりに取り組める仕組みづくり 

健康意識の高さに関わらずに誰もが健康づくりに取り組むことができるよう、オンラインやア

プリケーション、ウェアラブル端末等のＩＣＴ活用の可能性も考慮しながら、健康増進につなが

る意識や行動を促す工夫や仕組みづくりを進めます。 

 

(4) 社会環境の変化への対応 

計画期間中には、地球温暖化をはじめとする気候変動、災害、新興・再興感染症の拡大、孤独・

孤立の深刻化等、様々な社会における変化が発生し得ることから、これらによる健康影響につい

ても考慮し柔軟に対応しながら、健康増進に関する施策を進めます。 
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２ 個人の行動と健康状態の改善 

 

(1) 生活習慣の改善 

 

① 栄養・食生活 

栄養・食生活は、生命の維持に加え、子どもたちの健やか

成長や人々が健康で豊かな生活を送るために欠くことので

きない営みです。また、多くの生活習慣病の予防・重症化予

防のほか、やせや低栄養等の予防を通じた生活機能の維持・

向上の観点からも重要です。さらに、新しい生活様式を踏ま

え、個人の行動と健康状態を促すための適切な栄養・食生活

やそのための食事を支える食環境の改善を進めていくこと

も重要です。 

 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

ア 適正体重を維持している者の増加（肥満（BMI25 以上）、やせ（BMI18.5 未満）の減少） 

○ 本県の肥満者の割合は男性 36.9％（令和４年 20 歳～60 歳代）、女性 21.8％（令和４年

40 歳～60歳代）であり、男性は、全国（令和元年 男性 33.0％、女性 22.3％）より高い状

況です。経年的な変化をみると、男性の肥満者の割合は増加の傾向にあります。また、女性

の肥満者の割合は、減少傾向にあります。（図表 4-2-1） 

○ 本県の 20歳～30 歳代の女性のやせの者の割合は、14.5％（令和４年度）であり、全国（令

和元年 20.7％）と比較すると低く、経年的な変化をみても改善の傾向にあります。 

● 肥満は、本県の健康課題である循環器疾患、２型糖尿病及び一部のがん等の生活習慣病の

リスク要因であり、肥満者を減少させる必要があります。 

● 若年女性のやせは、骨量の減少や、低出生体重児出産のリスク要因であり、やせの者を減

少させる必要があります。 

 

図表 4-2-1 肥満者の割合(20～60 歳代男性、40～60 歳代女性） 
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出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 
岩手県「県民生活習慣実態調査」 

※全国(国民健康・栄養調査)の R4 は R1 のデータである。 
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イ 児童・生徒における肥満傾向児の減少 

○ 本県の肥満傾向児の割合は、全ての学年で全国を上回っています。（図表 4-2-2） 

● 子どもの肥満は、将来の肥満や生活習慣病に結びつきやすいことが報告されていることか

ら、学校や家庭、地域等が連携して子どもの健康な生活習慣の形成に努める必要があります。 

 

図表 4-2-2 肥満傾向児の出現率 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 健康的な生活習慣の定着 

○ 本県における朝食を毎日食べる子どもの割合は、小学生 96.6％（令和４年 ４年生）、中

学生 88.4％（令和４年 ３年生）、高校生 82.9％（令和４年 ３年生）であり、学年が上が

るにつれ、その割合は低下しています。（図表 4-2-3） 

○ 朝食を毎日食べる 15歳以上の者の割合は、78.3%であり、年々、減少傾向にあります。ま

た、若い年代ほどその割合は低くなっています。（図表 4-2-4） 

● 食生活は心身を育むうえで基本的な生活習慣であり、幼少時の食習慣は成人期の食習慣に

影響を与えることから、学校や家庭、地域等が連携してすべての子どもが規則正しく食べる

習慣の形成に努める必要があります。 

● 生活環境や個人の嗜好等の多様化により、いつ、どこで、誰と、何を食べるかといった食

事のスタイルは、一人ひとりで大きく異なります。そのため、個々人に対応したアプローチ

と、実践しやすい環境整備が必要です。 

● 管理栄養士・栄養士等の栄養・食生活改善指導者の一層の資質向上が必要です。 

 

図表 4-2-3 朝食をほとんど毎日食べる子どもの割合 
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生活習慣病予防支援システム 

 



第４章 基本的な方向を実現するための取組と目標 ２ 個人の行動と健康状態の改善 

22 

図表 4-2-4 朝食を毎日食べる 15歳以上の者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

エ 適切な量と質の食事をとる者の増加 

○ 本県の「主食・主菜・副菜をほとんど毎日揃えて食べる者の割合」は 57.5％（令和４年）

であり、経年的な変化を見ると減少傾向にあります。（図表 4-2-5） 

○ 本県の食塩摂取量は、10.1ｇ（令和４年）と全国(令和元年 10.1ｇ)とほぼ同じでしたが、

目標値には達していません。また、経年的な変的な変化をみると、平成 11 年度から平成 28

年度までは減少傾向でしたが、近年はその傾向が鈍っています。（図表 4-2-6） 

○ 本県の野菜摂取量は、280ｇ（令和４年）と全国（令和元年 276.5ｇ）とほぼ同量ですが、

経年変化を見ると、平成 21 年度以降、減少傾向が続いており、目標としている一日 350ｇに

は達していない状況です。（図表 4-2-6） 

○ 本県の果物の摂取量が 100ｇ未満の者の割合は、57.3％（令和４年）と、全国（令和元年

63.3％）より少ない状況です。また、経年変化を見ると摂取量は減少傾向にあります。 

● 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事は日本人の基本的な食事パターンであり、良好な栄

養素摂取量や栄養状態につながることが報告されています。現状の約４割以上の県民が主

食・主菜・副菜を組み合わせていない状況を改善する必要があります。 

● 減塩が血圧を低下させ、結果的に循環器疾患を減少させることが立証されています。本県

の健康課題である脳卒中や心疾患等のリスクとなる高血圧対策には、食塩摂取量の減少に向

けた取組が一層必要です。 

● 野菜、果物の摂取量の増加は、体重コントロールに重要な役割があること、循環器疾患、

２型糖尿病の一次予防に効果があることが報告されており、今後も摂取量の増加に向けた取

組が必要です。 

 

図表 4-2-5 主食・主菜・副菜を揃えて食べる者の割合 
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図表 4-2-6 野菜摂取量、食塩摂取量の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実現に向けた取組】 

ア 適正体重を維持している者の増加（肥満（BMI25 以上）、やせ（BMI18.5 未満）の減少） 

◇ 適正体重の重要性や維持させるための情報提供の機会の増加及び保健指導の充実 

 

イ 児童・生徒における肥満傾向児の減少 

◇ 市町村におけるパパママ教室や就学前の子どもと親を対象とした健康教室など、子どもの

ころから望ましい生活習慣を身に付けるための情報提供及び実践支援の強化 

◇ 学校における健康診断に基づく健康管理指導や体育・保健体育等の教育の一環としての取

組や児童生徒が自らの健康に関心を持ち、健康管理にＩＣＴを活用する環境整備に向けた取

組 

 

ウ 健康的な生活習慣の定着 

◇ 子どものころからの基本的な食習慣の定着に向けて、家庭における「早寝早起き朝ごはん」

の取組に向けた普及啓発 

◇ 栄養教諭等や地域の管理栄養士・栄養士が連携した継続的な食育の推進 

◇ 食生活改善推進員や地域の食育ボランティアなどによる地域の栄養・食生活改善活動など

の取組促進 

◇ 企業等が行う「健康経営」の積極的支援による若年者層向け食生活改善の取組強化 

◇ 住民のライフスタイルに直結した働きかけをするため、保育所、学校、企業、スーパーや

飲食店等の食関連事業者等、地域等の有機的な連携による、望ましい栄養・食生活に関する

普及啓発や実践の強化 

 

エ 適切な量と質の食事をとる者の増加 

◇ 市町村、特定給食施設及び地域で活動する管理栄養士・栄養士等、指導者の資質向上のた

めの計画的な研修の開催 

◇住民視点からの食生活改善のスキルを有する食生活改善推進員の資質向上と地域における

活動支援 

◇ 主食、主菜、副菜を基本する多様な食品を組み合わせたバランスよい日本型食生活を家庭

食以外の外食や中食においても実践できるような食環境整備の推進 
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◇ 簡易測定器等を活用しながら野菜摂取量や食塩摂取量の過不足を見える化させることに

よるインパクトある正しい情報提供及び行動変容への動機づけの強化 

◇ 農政部門及び農業関係団体と連携し、地産地消運動と連動させた野菜・果物の消費拡大に

向けた普及啓発 

◇ 減塩や野菜摂取増に向けた産学官連携による自然に健康になれる食環境づくりの推進 

◇ 毎月 28 日に設定した「いわて減塩・適塩の日」に併せた普及啓発 

 

 

 

【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

適正体重を維持してい

る者の増加（肥満、若年

女性のやせ、低栄養傾

向の高齢者の減少） 

 

肥満者(BMI25 以上)の割合（％） 

【20歳～60 歳代・男性】 

④36.9  

肥満者(BMI25 以上)の割合（％） 

【40歳～60 歳代・女性】 

④21.8  

やせの者(BMI18.5 未満)の割合（％） 

【20歳～30 歳代・女性】 

④14.5  

低栄養傾向(BMI20 以下)の割合(％) 

【65 歳以上】 

④17.4  

肥満傾向にある子ども

の割合の低下（％） 

小学５年生 ③14.59  

朝食を毎日食べる子ど

もの割合の増加（％） 

 

小学４年生 ④96.6  

中学３年生 ④88.4  

高校３年生 ④82.9  

適切な量と質の食事を

とる者の増加 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食

事が１日２回以上の日がほぼ毎日の

者の割合（％） 

④57.5  

野菜摂取量の平均値（g） ④280  

果物摂取量の平均値（g） ④98.4  

食塩摂取量の平均値（g） ④10.1  
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② 身体活動・運動 

身体活動・運動の量が多い人は、少ない人と比較して２型糖尿病や循環器疾患、がんなどの生

活習慣病の発症リスクが低いことが報告されています。 

また、我が国では、身体活動・運動の不足は喫煙、高血圧に次いで生活習慣病による死亡の３

番目の危険因子であるともいわれているほか、高齢者の自立度低下や虚弱、認知症の危険因子で

あることが明らかになっています。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

ア 日常生活における歩数の増加 

○ 本県の令和４年の 20～64 歳の１日平均歩数は、男性

が 6,581 歩、女性が 5,847 歩であり、男女とも横ばいか

ら減少傾向にあり、全国（令和元年男性 7,864 歩、女性

6,685 歩）と比較すると、男女とも全国より低い状況で

す。（図表 4-2-7） 

○ 令和４年の65歳以上の１日平均歩数は、男性は5,039

歩、女性は 4,130 歩であり、女性は第２次計画期間でや

や改善しました。全国（令和元年男性 5,396 歩、女性

4,656 歩）と比較すると、男女とも全国より低い状況で

す。（図表 4-2-7） 

● 脳血管疾患や肥満等の生活習慣病を予防し、社会生活機能を維持・増進するためには、日

常生活の中で歩数の増加を図る必要があります。 

● 歩数は、多くの県民にとって日常的に測定・評価できる身体活動量の客観的な指標です。

機械化・自動化の進展、移動手段の変化により、労働・家庭・移動の各場面における歩数が

減少している現代においては、生活の中における身体活動の意義や重要性を周知・啓発し、

歩行を中心とした生活活動量増加を働きかけることが必要です。 

● 特にも、65歳以上の高齢者における歩行等の生活活動量の低下は、認知機能や運動機能の

低下につながる可能性があることから、積極的な歩行を促すことにより、認知機能や運動機

能を維持し、自立度低下を予防する必要があります。 

 

図表 4-2-7 一日の平均歩数（20～64 歳及び 65歳以上、性別） 

出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 
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イ 運動習慣者の増加 

○ 本県の令和４年の 20～64 歳の運動習慣者の割合は、

男性が 26.3％、女性が 16.0％であり、全国（令和元年

男性 23.5％、女性 16.9％）と比較すると、女性の割合

が低い状況です。（図表 4-2-8） 

○ 65 歳以上の運動習慣者の割合は、男性が 37.9％、女

性が 25.0％であり、全国（令和元年男性 41.9％、女性

33.9％）と比較すると、男女とも全国より低い状況です。

（図表 4-2-9） 

〇 20～64 歳及び 65 歳以上とも、第２次計画中間評価年の平成 28 年までは改善傾向にありま

したが、それ以降の令和４年までに、運動習慣者の割合が減少しました。特に高齢者の減少

幅が大きく、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、不要不急の外出を控える時期が

長期にあったため、運動習慣に影響した可能性があります。 

● 運動習慣は生活習慣病のリスク低減や体力の維持・向上に有効であることから、日常生活

の中で無理なく実践できる運動を取り入れる等、運動習慣の定着を図る必要があります。 

● 生活活動量増加については、個々の努力に加え、自治体等における運動しやすい環境の整

備が必要です。 

● 誰もが安全に運動を楽しむため、指導者である健康運動指導士や健康運動実践指導者等の

資質の向上を図ることが必要です。 

 

図表 4-2-8 運動習慣者の割合（20～64 歳）  図表 4-2-9 運動習慣者の割合（65歳以上） 

出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

ウ 運動やスポーツを習慣的に行っていないこどもの減少 

○ 本県における運動やスポーツを習慣的に行っていないこどもの割合は、令和４年で中学１

年生男子が 26.6％、女子が 41.6％となっており、男子は運動やスポーツを習慣的に行って

いない割合が増加していますが、女子は減少傾向です。（図表 4-2-10） 

文部科学省の類似の調査（全国体力・運動能力、運動習慣等調査）によると、1 週間の総

運動時間が 60分未満のこどもの割合は、令和４年の中学２年生男子において、8.1％、女子

が 18.1％となっています。 

● 健康的な食生活と同様に、健康的な運動習慣を身に付けることは心身の健康の保持・増進

や体力の向上が図られ、成人期、高齢期等の生涯を通じた健康づくりにつながることから、
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学校や家庭、地域等が連携してこどもの運動習慣の形成に努める必要があります。 

 

図表 4-2-10 運動やスポーツを習慣的に行っていないこどもの割合 

 出典：岩手県環境保健研究センター「生活習慣病予防支援システム（学校保健対象事業領域集計結果）」 

 

【実現に向けた取組】 

ア 日常生活における歩数の増加 

◇ ウォーキングイベント等の開催による機会の提供及びウォーキングマップの作成やコー

ス整備等を通じた歩行を促す環境づくり 

◇ 「健康づくりのための身体活動基準 2013」等を活用した、日常生活場面の中で取り組みや

すい歩数増加の方法等についての普及啓発 

◇ Web コンテンツの活用等、年代に応じた媒体を利用した歩数増加を促す情報発信や取組の

推進 

 

イ 運動習慣者の増加 

◇ 地域での運動教室の開催等、県民の運動習慣の定着に向けた取組 

◇ 県民が自らの健康状態に目を向け、自分に合った運動を実施するための多様な運動方法の

情報発信及び啓発活動 

◇ 地域で気軽に利用できる運動施設の整備や、各種運動教室の開催及び情報提供による運動

にアクセスしやすい環境づくり 

◇ スポーツイベントや各種教室の開催等を通じた、誰もが気軽にスポーツに親しむ機会の提

供 

◇ 職域における保健事業等を通じた、働きざかりの世代が運動しやすい職場づくりの促進 

◇ 効果的な運動プランの提供及び指導のための運動指導者の資質向上 

 

ウ 運動やスポーツを習慣的に行っていないこどもの減少 

◇ 地域で気軽に運動できる運動施設の整備、多様な身体活動に親しむ機会の提供、手軽に楽

しむ運動やスポーツの普及等の社会全体での推進 

◇ 学校・家庭・地域の連携による、運動習慣の定着に向けた取組の推進 
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（注）「運動やスポーツを習慣的にしていない子どもの割合」 
１回 30 分以上の汗をかく運動を週２日以上、１年以上「実施していない（いいえ）」と回答した者 
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【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

日常生活における歩数の増加（歩） 20 歳～64歳男性 ④6,581  

〃  女性 ④5,847  

65 歳以上男性 ④5,039  

〃  女性 ④4,130  

運動習慣者の割合の増加（％） 20 歳～64歳男性 ④26.3  

〃  女性 ④16.0  

〃  総数 ④20.8  

65 歳以上男性 ④37.9  

〃  女性 ④25.0  

〃  総数 ④32.0  

運動やスポーツを習慣的に行っていな

いこどもの減少（％） 

中学１年男子 ④26.6  

中学 1年女子 ④41.6  
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③ 休養・睡眠 

「休養」には二つの意味が含まれ、「休」は労働や活動等によって生じた心身の疲労を休息によ

り解消し、元の活力を持った状態への復帰を図る働きを、「養」は、社会的機能の向上に資する心

身の能力を自ら高める営みを主として指します。 

充実した人生を送るため、休養は重要な要素の一つであり、睡眠や余暇が日常生活の中に適切

に取り入れられた生活習慣を確立することはとても重要です。 

 

ア 睡眠で休養がとれている者の増加 

○ 本県の令和４年の睡眠による休養が十分に取れている者の割合は 75.0%となっており、

年々減少しています。全国（平成 30年：78.3％）と比較すると、やや低い状況です。（図表

4-2-11） 

○ 年代別にみると女性では 10 代及び 30 代から 40 代が、男性では 40 代において睡眠で休養

がとれている者の割合が低くなっています。（図表 4-2-12） 

● 睡眠の問題が慢性化すると、肥満、高血圧、糖尿病、心疾患や脳血管障害の発症リスク上

昇と症状悪化に関連するため、睡眠の質と量の重要性について県民の理解が深まるよう、積

極的に取組を進めていくことが必要です。 

 

図表 4-2-11 睡眠で休養がとれている者の割合の年次推移（15歳以上） 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」、岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

図表 4-2-12 睡眠で休養がとれている者の割合（15 歳以上、性・年齢階級別） 

出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

イ 睡眠時間が十分に確保できている者の増加  

 〇 令和３年度における、本県の 10 歳以上の平均睡眠時間は８時間となっており、全国（令和

３年度：７時間 54分）と比較すると睡眠時間は多い傾向にあります。（図表 4-2-13） 
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 ● 働き盛り世代においては睡眠不足（６時間未満）が、高齢世代においては床上時間の過剰

（８時間以上）や睡眠充足の誤解等が寿命短縮にも影響することから、年代ごとの睡眠時間

の状況を把握し、対象に応じた啓発が必要です。 

 

図表 4-2-13 １日当たりの睡眠時間都道府県順位（10歳以上、土日を含む週全体の平均） 

  出典：総務省統計局「令和３年度国民生活基本調査」 

 

ウ 週労働時間 60時間以上の雇用者の減少 

 ○ 労働力調査によると、全国の週労働時間 40 時間以上である雇用者のうち、週労働時間 60

時間以上の雇用者の割合は、令和３年において 8.8％であり緩やかに減少しています。 

○ 本県においては、依然として、過重労働により労災補償支給決定となる事案が発生してい

ます。（図表 4-2-14） 

● 長時間労働は精神障害や脳・心疾患の発症との関連性が強いと指摘されていることから、

長時間労働の抑制を図るため、企業における適切な労務管理を進めることが必要です。 

 

図表 4-2-14 岩手県における精神障害及び脳・心臓疾患の労災補償支給決定人数 

出典：厚生労働省「過労死等（脳・心臓疾患及び精神障害）に係る労災補償状況」 

 

【実現に向けた取組】 

ア 睡眠時間で休養がとれている者の増加 

 ◇ 休養によるこころと身体の健康への影響、睡眠の質に関する情報や睡眠障害の要因等の知

識の普及啓発 

 ◇ 地域と職域が連携した、働き盛り年代に対する出前講座、健康教育、企業訪問による休養

の重要性についての啓発等取組の推進 

◇ 睡眠不足や睡眠障害について相談しやすい環境づくりの推進、地域等で実施しているここ

ろの健康相談等の周知 

 

イ 睡眠時間が十分に確保できている者の増加 

 ◇ 規則正しい生活習慣の定着を促す健康教育の実施、県民の意識の啓発 

◇ ライフスタイルに合わせた柔軟で多様な働き方ができるよう、職域と連携した働き方改革

の推進  
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ウ 週労働時間 60時間以上の雇用者の減少 

◇ 労働関係機関・団体と連携し、労働者がこころと身体の健康の保持増進を図り、仕事と生

活の調和（ワークライフバランス）のとれた生活を送ることができるよう、長時間労働の抑

制等労働環境の整備に向けた取組の促進 

◇ 従業員の健康が企業の経営の安定につながるという考え方である「健康経営」に取り組む

企業への支援、優良企業の表彰や取組紹介による普及啓発 

 

 

【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

睡眠で休養がとれてい

る者の増加（％） 

睡眠で休養が取れている者の

割合（年齢調整値） 

④75.0  

睡眠時間が十分に確保

できている者の増加

（％） 

睡眠時間が６～９時間（60 歳

以上については、６～８時間）

の者の割合（年齢調整値） 

－  

週労働時間 60 時間以上

の雇用者の減少（％） 

週労働時間40時間以上の雇用

者のうち、週労働時間 60時間

以上の雇用者の割合 

③8.8 

 

 

 

 

④ 飲酒 

アルコールの飲み過ぎは、がんや高血圧、脳出血、脂質異常症などの生活習慣病を引き起こす

要因となるほか、暴力や虐待、飲酒運転による被害など大きな社会的問題の原因にもなります。

また、20歳未満の者や妊婦の健康への影響も大きく、総合的に対策を講じる必要があります。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

ア 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の減少 

○ 令和４年における生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合は、男性は

14.0％、女性は 9.9％であり、女性においては割合が増加しています。全国（令和元年男性

14.9％、女性 9.1％）と比較しても女性の割合が高くなっています。（図表 4-2-15） 

● 多量飲酒のリスク及び適正飲酒に関する啓発を強化するとともに、働き盛り世代において

は、企業の「健康経営」の取組推進等による従業員の健康づくりを進める必要があります。 

● アルコール健康障害を予防するための早期介入の手立ての一つである特定健康診査の受

診率及び保健指導の実施率向上に向けた取り組みを推進していく必要があります。 
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図表 4-2-15 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 

出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

イ 20 歳未満の者の飲酒をなくす 

○ 20 歳未満の者の飲酒は年々減少し、平成 28 年度調査から 0％を継続しています。（図表 4-

2-16） 

● 20 歳未満の者の飲酒は 20 歳以上の者の飲酒に比べ急性アルコール中毒や臓器障害を起こ

しやすいほか、飲酒開始年齢が若いほど将来のアルコール依存の危険が高くなります。 

また、20 歳未満の者の飲酒は事件や事故に巻き込まれやすくなるなど、社会的な問題も引

き起こしやすいことから、引き続き、20 歳未満の者の飲酒を防止する取組を推進していく必

要があります。 

 

図表 4-2-16 20 歳未満の飲酒の割合 

出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

 

【実現に向けた取組】 

ア 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の減少 

◇ 地域における関係機関・団体と連携した、飲酒による健康への悪影響に関する普及啓発 

◇ 市町村や地域の断酒会と連携した、飲酒に関する相談窓口の充実、減酒・断酒支援 

◇ 企業等が行う「健康経営」の取組を通じた、働き盛り世代における適正飲酒の取組推進 

◇ 特定健康診査の受診率向上の取組、多量飲酒者への特定保健指導の実施 

◇ 保健指導従事者や相談支援を行う者の資質向上のための研修の実施 

◇ 岩手県アルコール健康障害・ギャンブル等依存症対策推進計画と連動した総合的な対策の

推進 
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イ 20 歳未満の者の飲酒をなくす 

◇ 20 歳未満の者の飲酒ゼロに向けた、学校等における飲酒防止教育の実施、酒類販売店にお

ける 20 歳未満の者への不売の徹底、県、市町村などによるアルコールによる健康影響に関

する出前教室の開催など、地域ぐるみでの 20 歳未満の者の飲酒防止の取組促進 

 

【目標】                         （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒

している者の割合の低下（％） 

男性 ④14.0  

女性 ④9.9  

20 歳未満の者の飲酒をなくす（％）  ④0.0  

 

 

⑤ 喫煙 

喫煙はがんや循環器疾患、COPD、糖尿病に共通する主要な危険因子であり、喫煙率を低下させ

ることにより、本県の生活習慣病の予防や健康づくりに大きな効果が期待されます。 

また、20歳未満の者や妊婦の健康への影響も大きいほか、たばこの煙にさらされること（受動

喫煙）の健康への影響も大きいものがあります。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

ア 喫煙防止と禁煙支援 

○ 本県の令和４年度の20歳以上の者の喫煙率は、男性が30.2％、女性が8.5％、男女で19.0％

となっており、平成 22年度（健康いわて 21プラン（第 2次）の基準年）からはやや低下し

ていますが、依然として全国（男性（R4:25.4％、女性（R4:7.7％）、全体（R4:16.1％））よ

り高い状況です。（図表 4-2-17） 

○ 従来の紙巻たばこに加え、2016 年頃から急速に普及した加熱式たばこについても多くの種

類の有害化学物質が含まれることが明らかになっており、喫煙者と受動喫煙者の健康に悪影

響を及ぼす可能性が否定できないと考えられています。 

● 生活習慣病の主要な危険因子であることから、引き続き喫煙の健康への影響に関する普及

啓発や禁煙支援などのたばこ対策を推進する必要があります。 
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図表 4-2-17 岩手県及び全国の 20歳以上の者の喫煙率（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 

イ 20 歳未満の者へのたばこ対策 

○ 20 歳未満の者の喫煙率は、令和４年には目標値０％を達成していますが、20 歳未満の場

合、体に及ぼす悪影響が 20 歳以上の者よりもはるかに大きいと言われていることから、そ

の普及啓発を継続する必要があります。（図表 4-2-18） 

 

        図表 4-2-18 20 歳未満の者の喫煙率 

  

 

 

 

 

 

          出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

ウ 妊婦等へのたばこ対策 

○ 妊婦の喫煙率は年々低下傾向にありますが、令和３年度ではまだ 1.4％の妊婦が喫煙して

いる状況です。（図表 4-2-19） 

○ また、妊婦のうち、同居している家族が自宅で喫煙していると回答した者の割合は令和４

年度では 40.3％となっています。 

● 妊娠中の喫煙及び受動喫煙は妊婦自身への健康影響にとどまらず、胎児や出生児への健康

にも大きな影響を及ぼす危険が高いことから、妊婦の喫煙及び受動喫煙をなくす取組を推進

する必要があります。 
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            図表 4-2-19 妊娠中の喫煙率 

 

 

 

 

 

 

 

          出典：いわて健康データウェアハウス 

 

【実現に向けた取組】 

ア 喫煙防止と禁煙支援 

◇ 「世界禁煙デー」や健康教室、健康まつり等の機会を通じた、学校や事業所、関係機関・

団体との連携によるたばこの健康への悪影響や受動喫煙防止に関する知識等の普及啓発 

◇ ５月 31 日の「世界禁煙デー」及び５月 31 日から６月６日までの「禁煙週間」にあわせた

マスメディア等を活用した普及啓発 

◇ 禁煙支援マスター（保健所長）による児童・生徒及び教職員、企業の従業員や地域住民等

を対象とした禁煙（防煙）及び受動喫煙防止に関する健康教室の開催や企業訪問による受動

喫煙防止対策の促進 

◇ 働き盛り世代の喫煙率低下に向け、関係機関と連携し、健康経営に取り組む事業所へ向け

た普及啓発を強化 

◇ 各保健所に設置した相談窓口を通した施設管理者等からの相談や県民からの通報等への

対応や普及啓発のための巡回による受動喫煙による健康影響等について指導・助言・説明。 

◇ 保健所を通じた県民生活習慣実態調査を定期的に実施し、県民の喫煙等に関する実態把握。 

◇ 禁煙希望者へ向けた禁煙治療を行う医療機関の周知等 

◇ 加熱式たばこ等の健康影響に関する正しい理解の促進 

 

イ 20 歳未満の者へのたばこ対策 

◇ 学校と連携した学校施設における敷地内禁煙や喫煙防止教育の実施、地域や事業所と連携

した 20 歳未満の者への喫煙防止教室やたばこの不売の徹底 

 

ウ 妊婦等へのたばこ対策 

◇ 健康教室、妊産婦健診や母親学級などを通じた女性・妊産婦等に対するたばこの悪影響に

関する知識等の普及啓発及び積極的な禁煙支援 

 

 

【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標 指標・区分 基準値 目標値 

20歳以上の者の喫煙率の低下（％） 全体 ④19.0  

男性 ④30.2  

女性 ④8.5 ⑭4.0 
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20歳未満の者の喫煙をなくす（％）  ④0.0 ⑭0.0 

妊娠中の喫煙をなくす（％）  ③1.4 ⑭0.0 
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⑥ 歯・口腔の健康 

口腔の健康は、生活習慣病や誤嚥性肺炎の予防等の身体的健康だけでなく、口から食べる喜び、

話す楽しみを保つ等、精神的、社会的な健康にも寄与しています。このため、国では、平成元年

から 80 歳で 20本以上の歯を保つことをスローガンとした８０２０（ハチマルニイマル）運動を

展開するとともに、平成 23 年８月には「歯科口腔保健の推進に関する法律」を制定しています。 

また、本県においても、全国に先駆けて８０２０運動の推進に取り組み、平成 25年３月には、

県民の口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、健康の保持増進に寄与することを目的と

した「岩手県口腔の健康づくり推進条例」を制定しています。 

条例に基づき平成 26 年７月に「イー歯トーブ８０２０プラン（岩手県口腔の健康づくり推進

計画）」を策定するとともに、「岩手県口腔保健支援センター」を設置しています。 

本プランにおいても「イー歯トーブ８０２０プラン」との整合性を図りながら、生涯を通じ、

健康な口腔を維持して健やかな生活を送れるよう、ライフステージに応じた口腔の健康づくりの

取組を進めます。 

また、令和４年度末現在で、市町村歯科口腔保健条例の制定が３市町村、市町村歯科口腔保健

計画を単独で策定している市町村が３市町村となっています。これ以外の市町村では、健康増進

計画における「口腔保健領域」の推進を図っています。 

令和４年６月には、岩手県、一般社団法人岩手県歯科医師会及びサンスター株式会社と「岩手

県民の健康づくりの推進に係る連携協定」を締結し、相互に連携しながら県民の歯科口腔保健の

推進に係る取組を進めています。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

ア 乳幼児・学齢期のむし歯の減少 

○ ３歳児のむし歯有病者率1は年々減少し、令和３年度は 13.7％となっていますが、全国平

均 10.2％と比較すると約４ポイント高い状況です。（図表 4-2-20） 

○ 令和元年度・２年度・３年度の３年分の集計で、県内市町村の３歳児むし歯有病者率をみ

ると、最も高い市町村（23.5％）と最も低い市町村（10.6％）で約 13ポイントの差がありま

す。また、むし歯有病者が持つむし歯の本数は、２本が多いですが、４本以上保有する者が

おり、むし歯を持たない者とむし歯を持つ者との格差がみられます。（図表 4-2-21） 

○ 12 歳児の永久歯のむし歯有病者率は、平成 24年度の 38.7％から年々減少し、令和４年度

は 22.3％となっています。また、全国平均と比較するために乳歯のむし歯も含めた 12 歳児

のむし歯有病者率をみると、全国平均より高く、令和３年度は全国平均 28.3％に対し 35.0％

となっています。（図表 4-2-22） 

○ 12 歳児の一人平均永久歯むし歯本数2は、全国平均と同様に年々減少していますが、令和

４年度は全国平均 0.56 本に対し 0.66 本とわずかに上回っています。（図表 4-2-23） 

○ 令和２年度、３年度、４年度の３年分の集計で、県内市町村における 12歳児の一人平均永

久歯むし歯本数をみると、最も高い市町村（2.36 本）と最も低い市町村（0.15 本）で約 2.2

本の差があります。また、県内市町村の一人平均永久歯むし歯本数は、２本以上が３市町村、

１本以上２本未満が９市町村、１本未満が 21 市町村となっています。（図表 4-2-24） 

                                                      
1 むし歯有病者率：未処置歯（未処置のむし歯）、処置歯（むし歯を処置した歯）、喪失歯（むし歯が原因で喪失した歯）のいずれか１

つ以上のむし歯を持つ者の割合。 

2 一人平均永久歯むし歯本数：永久歯むし歯の一人当たりの平均本数。対象者にみられた永久歯むし歯の総本数を対象人数で割った

値。未処置歯だけでなく、処置歯及び喪失歯も含む。 
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● ３歳児のむし歯有病者率は、全国平均よりも高くなっており、また市町村格差も大きいこ

とから、県全体で歯科保健対策を推進するほか、むし歯有病者率の高い市町村では対策のさ

らなる充実が望まれます。 

● 12 歳児のむし歯有病状況は、全国平均と同様に年々改善していますが、一人平均永久歯む

し歯数の市町村格差が大きいことから、むし歯有病状況の高い市町村の状況の改善が必要で

す。 

 

図表 4-2-20 ３歳児のむし歯有病者率（全国との比較） 

 
出典：厚生労働省「地域保健 健康増進事業報告（地域保健編）」 

 

図表 4-2-21 県内市町村別の３歳児むし歯有病者率とむし歯本数 

 

出典：厚生労働省「地域保健 健康増進事業報告（地域保健編）」 
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図表 4-2-22 12 歳児のむし歯有病者率 

 
出典：文部科学省「学校保健統計調査（公立学校定期健康診断結果集計）」（全国） 

岩手県保健体育課「定期健康診断結果集計（全数調査）」（岩手県） 

 

図表 4-2-23 12 歳児の一人平均永久歯むし歯本数の推移 

 

出典：文部科学省「学校保健統計調査（公立学校定期健康診断結果集計）」（全国） 

岩手県保健体育課「定期健康診断結果集計（全数調査）」（岩手県） 

 

図表 4-2-24 県内市町村別の 12 歳児の一人平均むし歯本数

 

出典：岩手県保健体育課「定期健康診断結果集計（全数調査）」 
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イ 成人期における歯周病及び歯の喪失の防止 

○ 20・30 歳代で歯肉に炎症所見を有する者の割合は、平成 28 年度の 37.5％から令和４年度

の 55.3％まで増加しています。 

○ 成人期における進行した歯周炎を有する者の割合は平成 28年度に 40・50 歳代は 42.5％で

したが、令和４年度には 68.7％と増加しています。年代別では、40 歳代は 50.0％、50 歳代

は 59.6％となっており、40 歳代については平成 16 年度の 37.0％から増加傾向にあります。

また、40 歳代、50 歳代の割合は、全国平均と比較して約 20 ポイント高い状況です。（図表

4-2-25） 

○ 成人期における喪失歯を有する者の割合について、平成 28年度には、30・40 歳代で 36.2％

でしたが、令和４年度には 64.0％と高い状況です。 

● 成人期及び高齢期における歯周病の予防と早期発見・早期治療による重症化の防止を進め

ることが必要です。特に、若年者に対して歯周病の予防とかかりつけ歯科医をもつことを啓

発していくことが重要です。 

● 40・50 歳代の半数以上の者が、進行した歯周炎に罹患しており、最近はこの割合も増加し

ています。歯周病対策を推進することで、進行した歯周炎を有する者を減少させることが必

要です。 

● 喫煙や糖尿病等の全身疾患により歯周病の発症と重症化のリスクが高まることから、全身

疾患の治療と歯周病治療を同時に行うことの重要性が一層高まっています。 

 

図表 4-2-25 成人期・高齢期における歯周ポケットの割合 

 
出典：岩手県「歯科疾患実態調査」 

 

ウ 高齢期における歯周病及び歯の喪失の防止並びに口腔機能の維持・向上 

○ 高齢期における進行した歯周炎を有する者の割合は、70％前後で推移していますが、全国

平均と比較して高い状況です。 

○ 高齢期における一人平均現在歯数は、令和４年度に 60 歳代で 21.0 歯、70 歳代で 17.6 歯、

80 歳代以上で 14.3 歯となっており、年齢が高くなるに従って少なくなっていますが、平成

24 年度に 60 歳代で 17.2 歯、70歳代で 11.7 歯、80歳代以上で 7.6 歯から比較すると各年代

の現在歯数が増えています。 
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○ ８０２０達成者率「80 歳(75～84 歳)で 20 歯以上自分の歯を有する者の割合」について、

平成 24 年度の 21.3％から、令和４年度は 46.0％となっていますが、全国平均（51.6％）と

比較して約５ポイント低い状況です。（図表 4-2-26） 

○ 高齢期における咀嚼良好者（食べ物を何でも噛んで食べられる者）の割合について、平成

24 年度に 60 歳代、70 歳代とも 70％程度、80 歳代以上では 45.8％でしたが、全ての年代と

も７～８割と高くなっています。（図表 4-2-27） 

● 高齢期の７割程度の者が、進行した歯周炎に罹患しており、改善の傾向もみられない状況

です。重症化及び歯の喪失防止等の歯周病対策を推進する必要があります。 

● 喫煙や糖尿病等の全身疾患により、歯周病の発症と重症化を通じて歯を喪失するリスクが

高まることから、全身疾患の治療と歯周病治療を同時に行うことの重要性が一層高まってい

ます。 

● 高齢になるほど咀嚼状態が良好な者の割合が低下していることから、歯周病対策とむし歯

対策の推進により歯の喪失を防止するともに、歯の喪失した部位を速やかに義歯等で治療す

る意識を高める必要があります。 

● 高齢期では身体能力の低下により口腔機能が低下し、咀嚼・嚥下能力が低下し低栄養状態

に陥りやすく、また誤嚥性肺炎のリスクも高まることから、日頃より口腔健康管理を含めた

口腔機能の維持・向上の取組を進めることが重要です。 

 

図表 4-2-26 成人期・高齢期における歯周ポケットの割合 

 

出典：岩手県「歯科疾患実態調査」 
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図表 4-2-27 高齢期における咀嚼良好者の割合

 

出典：岩手県「歯科疾患実態調査」 

 

エ 成人期及び高齢期における歯科健康診査（検診）の受診者の増加 

○ 成人期及び高齢期において過去１年間に歯科健康診査を受けた者の割合は、高齢層（70歳

以上）に比べると若年層（20歳代～40歳代）が少ない状況です。（図表 4-2-28） 

● 学校卒業後に歯科健康診査を受ける機会が少ないことから、定期的に歯科健康診査を受診

するよう促す必要があります。 

 

図表 4-2-28 歯科健康診査を受けた者の割合 

 

出典：岩手県「歯科疾患実態調査」 
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歯肉炎予防を目的とする歯科保健事業での学校の取組の支援 

◇ 県民の健康格差を縮小する観点から市町村や学校における、フッ化物局所応用（フッ化物

歯面塗布、フッ化物洗口、フッ化物配合歯磨剤による歯磨き）及び小窩裂溝塡塞法（フィッ

シャー・シーラント）によるむし歯予防の取組の推進、及び県（保健所）における地区歯科

医師会等と協力したフッ化物洗口を導入する保育所、学校等に対する専門的・技術的支援の

実施 

◇ 乳幼児及び児童・生徒のむし歯が多い市町村に対する専門的助言など、市町村の取組への

支援 

◇ 乳幼児及び児童・生徒のむし歯予防に効果的なフッ化物歯面塗布の継続的な実施と集団フ

ッ化物洗口の導入等に係る、市町村、保育所・学校等に対する専門的・技術的支援、フッ化

物局所応用法の取組の促進 

◇ 口腔保健と全身疾患の関連性、口腔保健を通じた食育の推進に加え、子どもの歯ブラシに

よる事故の防止等の最新情報を踏まえた普及啓発の実施 

 

イ 成人期における歯周病及び歯の喪失の防止 

◇ 歯口清掃方法（特に歯間部清掃用器具の使用）、生活習慣・禁煙支援等に関する歯科保健指

導、歯科健康教育等の推進 

◇ 歯と歯周組織を健康な状態で保ち良好な咀嚼機能を維持するむし歯と歯周病の重症化予

防のため、未治療者や治療中断者に対する歯科医療機関への受診勧奨とかかりつけ歯科医を

もつことの普及啓発 

◇ 糖尿病等の有病者に対する歯周病対策の推進 

 

ウ 高齢期における歯周病及び歯の喪失の防止並びに口腔機能の維持・向上 

◇ 歯口清掃方法（特に歯間部清掃用器具の使用）、義歯の清掃、フッ化物による予防法（主に

フッ化物配合歯磨剤の利用）、生活習慣・禁煙支援等に関する歯科保健指導、歯科健康教育等

の推進 

◇ かかりつけ歯科医における定期検診、歯石除去・歯面清掃等の受診促進 

◇ 糖尿病等の有病者に対する歯周病対策の推進 

◇ 歯の喪失部位を速やかに義歯等で治療する意識を高めるなど、咀嚼機能の回復を促す普及

啓発 

◇ オーラルフレイル予防や、摂食・嚥下機能の低下と誤嚥性肺炎の発症を予防するための口

腔機能の維持・向上に係る取組の推進 

◇ 市町村における、地域の歯科医師や歯科衛生士と協力した高齢者の口腔機能の維持・向上

に係る取組への支援 

 

エ 成人期及び高齢期における歯科健康診査（検診）の受診者の増加 

◇ 健康増進法に基づく歯周疾患検診及びその他の成人歯科健康診査の推進 

◇ 歯科健康診査（検診）の重要性及びかかりつけ歯科医の必要性や役割等の普及啓発 

◇ 岩手県歯科医師会の協力による事業所や保険者で進めている成人や高齢者の歯科健康診

査(検診)の実施、及び県（保健所）での地区歯科医師会等と協力した事業所での歯科衛生教

育の実施 

◇ 成人及び高齢者のむし歯及び歯周病の予防並びに早期発見・早期治療による重症化の防止
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を進めるための歯科健康診査(検診)の促進 

◇ 若い年齢での歯周病を予防のための、中学生・高校生から 20・30 歳代の者に対する、歯間

清掃用具の使用、かかりつけ歯科医をもつこと、定期的な歯科健康診査の受診等の啓発の推

進 

◇ 「岩手県口腔保健支援センター」による、市町村や関係機関への口腔保健に関する出前講

座や、市町村における乳幼児と成人・高齢者の歯科保健の現状と課題を分析し、必要な歯科

保健事業の実施や既存の歯科保健事業の改善を助言するなど専門的・技術的支援の実施 

◇ 「歯と口の健康週間」（６月４日～６月 10日）、「いい歯の日」（11 月８日）、歯科保健大会、

健康イベント、コンクール・表彰等の実施及び普及啓発による８０２０運動の推進 

◇ 県（保健所）、市町村、岩手県歯科医師会、岩手県歯科衛生士会等による、かかりつけ歯科

医による定期検診、歯石除去、歯面清掃等の口腔管理の普及推進 

 

 

【目標】                           （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

３歳児のむし歯有病者率（％）  ④13.7  

12 歳児の一人平均むし歯数が１歯以上で

ある市町村の減少 

 12 市町村 

（R2-4 の 3 年平

均） 

 

40・50 歳代で進行した歯周炎がある者の割

合の低下（％） 

 ④68.7  

60 歳代における咀嚼良好者の割合の向上

（％） 

 ④82.9  

成人期及び高齢期で定期的に歯科健康診査

（検診）を受けている者の割合の向上（％） 

 ④65.2  

 

 

 

 

  

成人期・高齢期について、基準値の基礎資料となる岩手県歯科疾患実態調査の調査方法を変更したことに伴い、

単純な比較はできませんので、ご了承ください。 
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(2) 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

 

① がん 

がんの危険因子には、喫煙、過剰飲酒、身体活動の低下、肥満・やせ、野菜や果物の摂取不足、

塩分の過剰摂取、ウイルス等への感染などが挙げられますが、がんを予防するためにはこれらの

生活習慣の改善や感染症対策が重要です。 

また、がんの早期発見、重症化予防のためにはがん検診を定期的に受けることが重要です。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

ア がんの予防 

○ 本県における令和３年のがんによる死亡者数は4,523人で死亡原因の第１位となっていま

す。 

○ 令和３年の本県の 75歳未満のがんの年齢調整死亡率は、男女 69.2（全国 67.4）、男性 84.3

（全国 82.4）、女性 54.7（全国 53.6）となっています。（図表 4-2-29） 

○ また、平成 21 年から令和３年までの推移をみると、全国で約 17 低下しているのに対し、

本県では約 15.6 の低下にとどまっています。 

○ 2019 年岩手県がん登録事業報告書によれば、本県のがんの年齢調整罹患率（上皮内がんを

除く）（人口 10 万人対）は、高い順から、男性では大腸がん（76.9）、前立腺がん（68.1）、

胃がん（63.8）となっており、女性では乳がん（95.3）、大腸がん（48.7）、子宮がん（34.9）、

となっています。（図表 4-2-30） 

○ さらに、2019 年の部位別の死亡率をみると、高い順から、男性では肺 36.5、大腸 23.9、

胃 18.3 となっており、女性では大腸 15.5、乳 12.3、膵 10.4 となっています。（図表 4-2-

31） 

● 今後、人口の高齢化とともに、がんの死亡者数及び罹患者数が増加していくことが予測さ

れ、この増加を可能な限り抑える取組が重要です。 

● 本県のがんの 75 歳未満の年齢調整死亡率は、漸減傾向にある一方で、平成 21 年から全国

よりも高い状況にあり、死亡率のさらなる低下に向けた取組を進めることが重要です。 

● がんの原因には、喫煙（受動喫煙を含む）、食生活、運動等の生活習慣、ウイルス感染など

様々なものがあり、がんの予防においては、これらの生活習慣の改善やがんと関連するウイ

ルスの感染予防等が重要であることから、各分野（栄養・食生活、身体活動・運動、喫煙、

飲酒等）の関連する施策、さらには「岩手県がん対策推進計画（第４次）」をはじめとする他

計画とも連携しながら、総合的な取組を進める必要があります。 

● 全国がん登録に関する普及啓発に努めるとともに、がん登録データをがん予防やがん医療

の向上のための基礎資料として活用しながら、県民にも分かりやすい情報提供を行っていく

必要があります。 
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図表 4-2-29 がんの 75歳未満の年齢調整死亡率の推移（男女、全国との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計） 

 

図表 4-2-30 主要な部位別がんの年齢調整死亡率（上皮内がんを除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩手県地域がん登録資料、岩手県がん登録資料 

 

図表 4-2-31 がんの部位別死亡率（男女） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計） 

 

イ がんの早期発見 

○ がんの早期発見・早期治療にとって、定期的ながん検診の受診が重要であり、本県の市町

村・企業等のがん検診受診率は、胃がん検診（R4：52.3％）、肺がん検診（R4：59.0％）、大

腸がん検診（R4：52.9％）、子宮（頸）がん検診（R4：46.5％）、乳がん検診（R4：50.6％）

となっており、全てのがん検診で全国より高い状況にあります。（図表 4-2-32） 

● がんの年齢調整死亡率を下げるためには、がんの早期発見・早期治療の観点から、がん検

診受診率を 60％以上にする必要があることから、引き続き未受診者を対象とする普及啓発や

受診勧奨などの受診率向上施策を推進する必要があります。 
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図表 4-2-32 がん検診受診率の状況（全国との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 

○ がん検診で精密検査が必要とされた方は精密検査を受診することになりますが、本県の市

町村が実施するがん検診の精密検査受診率は、胃がん検診（R2：86.2％）、肺がん検診（R3：

92.0％）、大腸がん検診（R3：81.1％）、子宮頸がん検診（R3：86.7％）、乳がん検診（R3：96.1％）

となっており、全てのがん検診で全国より高い状況にあります。（図表 4-2-33） 

● 検診受診後に精密検査が必要と判断されたにも関わらず受診しないことは、がんの発見の

遅れにつながります。検診の受診率向上に合わせ精密検査受診率の向上が重要です。 

 

図表 4-2-33 がん検診精密受診率の状況（全国との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」 

 

○ 2019 年岩手県がん登録事業報告書によれば、「検診群」（がん検診によってがんが発見され

た群）と「外来群」（医療機関においてがんが発見された群）を比較した場合、外来群におい

て進行がんとして発見される割合は検診群と比較して顕著に高い状況にあります。 

● 「検診群」と「外来群」の発見経緯別の進展度等全国がん登録によって得られたデータを

積極的に利活用することなどにより、受診率向上の取組を推進することが必要です。 

 

 

【実現に向けた取組】 

ア がんの予防 

◇ 各分野（栄養・食生活、身体活動・運動、喫煙、飲酒等）の生活改善、感染症対策に関す
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る施策の実施について「岩手県がん対策推進計画（第４次）」とも連携した、総合的な取組を

実施。 

◇ 「世界禁煙デー」等の機会を通じたたばこの健康への悪影響に関する知識等の普及啓発や、

禁煙支援、受動喫煙防止対策 

 

イ がんの早期発見 

◇ 「健康増進普及月間」（９月）や「乳がん月間」（10 月）などの機会を通じた、がんの正し

い知識やがん検診受診の重要性に関する普及啓発 

◇ 検診機関や関係機関・団体と連携した、がん検診未受診者が受診しやすい環境の整備（が

ん検診の実施期間の拡大、働く世代の受診に配慮した休日・夜間帯の検診実施、特定健康診

査等との同時実施など） 

◇ 職域向け普及啓発リーフレットの配付などによる、雇用主や被雇用者のがん検診受診意識

の醸成 

◇ 市町村が実施する「がん検診無料クーポン」、及び、「検診手帳」の配布と連携した職域に

おける受診率向上のための取組などの実施 

◇ コール・リコール（がん検診の受診勧奨・再受診勧奨）について、市町村や検診機関との

検討を進め、その実施を支援 

◇ 岩手県生活習慣病検診等管理指導協議会（胃がん・子宮がん・肺がん・乳がん・大腸がん

部会）において、市町村が実施するがん検診の精度管理の実施。 

◇ 「がん検診受診率向上プロジェクト協定」締結企業、検診機関等民間団体とのがん検診受

診率向上に向けた協力体制の構築・推進 

 

【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

がんの年齢調整罹患率の減

少（人口 10 万対） 

がんの年齢調整罹患率 ①384.4  

75 歳未満のがん（全がん）

の年齢調整死亡率の低下

（人口 10万対） 

 ③ 69.2  

がん検診受診率の向上（％） 胃がん ④ 52.3  

肺がん ④ 59.0  

大腸がん ④ 52.9  

子宮（頸）がん ④ 46.5  

乳がん ④ 50.6  

精密検査受診率の向上（％） 胃がん ② 86.2   

肺がん ② 92.0   

大腸がん ② 81.1   

子宮（頸）がん ② 86.7   

乳がん ② 96.1   
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② 循環器病 

脳卒中（脳血管疾患）や心臓病などの循環器病は、がんと並んで日本人の主な死因であり、要

介護の主な原因の一つとなっています。 

危険因子の主要なものとして、高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病が挙げられており、疾患の

予防のためにはこれら因子の改善が最も重要です。 

また、特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率を向上しメタボリックシンドローム該

当者及び予備群の減少につなげることも重要であるほか、重症化防止のために高血圧及び脂質異

常症の改善も必要です。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

ア 脳卒中（脳血管疾患）・心疾患の年齢調整死亡率の低下 

○ 本県における令和３年の死亡者数は、心疾患 2,864 人、脳血管疾患 1,862 人で、悪性新生

物に次いで、心疾患は２番目、脳血管疾患は３番目に多くなっています。 

○ 平成 27 年の本県の脳卒中（脳血管疾患）の年齢調整死亡率は、男性 51.8（全国 37.8）、女

性 29.3（全国 21.0）で、都道府県別には、男性はワースト３位、女性はワースト１位となっ

ています。 

○ 脳卒中（脳血管疾患）の年齢調整死亡率の年次推移をみると、男女とも低下傾向にありま

すが、全国も同様の傾向にあり、依然として全国との差がある状況です。（図表 4-2-34） 

 

図表 4-2-34 脳血管疾患の年齢調整死亡率 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

○ 平成 27 年の本県の心疾患の年齢調整死亡率は、男性 80.5（全国 65.4）、女性 37.9（全国

34.2）で、都道府県別には、男性がワースト２位、女性がワースト 10 位となっています。 

○ 心疾患の年齢調整死亡率の年次推移をみると、男女とも平成 17 年までは全国とほぼ同じ

状況でしたが、平成 17年度からは全国よりも高い状況が続いています。（図表 4-2-35） 
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図表 4-2-35 心疾患の年齢調整死亡率 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

○ 本県の脳血管疾患及び心疾患の年齢調整死亡率は、65歳未満の若年者層からすでに全国よ

りも高い状況です。（図表 4-2-36） 

 

図表 4-2-36 65 歳未満の年齢調整死亡率 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

 

● 脳卒中（脳血管疾患）及び心疾患の予防に根拠のある減塩を始めとする食生活改善及び歩

行等による生活活動量増加等の各種対策に総合的に取組むことが必要です。 

● 本県の脳卒中（脳血管疾患）の年齢調整死亡率は年々低下していますが、全国的も同様の

傾向であり、全国ワーストからの脱却のため、さらなる低下を目指すことが必要です。 

● 65 歳未満の若年者層からすでに全国よりも脳血管疾患及び心疾患の年齢調整死亡率が高
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いことから、若年者層への予防の働きかけが必要です。 

● 脳血管疾患及び心疾患の予防には、各分野（栄養・食生活、身体活動・運動、喫煙、飲酒

等）の関連する施策のほか、岩手県循環器病対策推進計画をはじめとする他計画とも連携し

ながら、総合的な取組を進める必要があります。 

 

○ 岩手県地域脳卒中登録（令和２年）によると、臨床診断別比較では脳梗塞が 72.4％で最も

多く、次いで脳出血 21.2％、くも膜下出血 6.1％の順となっています。また、臨床診断別年

齢構成では、80 歳以上が 48.5％と最も多く、次いで 65～79 歳が 34.7％、40～64 歳 15.9％

の順となっています。 

○ 岩手県地域心疾患登録（令和２年）によると、心疾患登録のうち危険因子を有する者の割

合は、高血圧 74.2％（前年 72.9％）、脂質異常症 53.5％（前年 50.7％）、糖尿病 33.9％（前

年 39.2％）となり、高血圧の割合が特に高い状況です。心筋梗塞の発症年齢では、男性では

40 歳から、女性では 60歳から発症の増加が始まっており、明らかな性差が認められます。 

● 脳血管疾患（脳卒中）や心疾患に係る疾病の既往及び治療状況、転帰等の詳細を明らかに

するため、岩手県地域脳卒中登録事業や岩手県地域心疾患登録事業における発症者の登録率

の向上が必要です。 

 

 

イ 高血圧の改善 

○ 本県の令和４年度の 20 歳以上の高血圧（収縮期血圧 140mmHg かつ/または拡張期血圧

90mmHg）の者の割合は、男性 21.7％、女性 20.4％となっており、また、収縮期血圧の平均値

は、男性 128mmHg、女性 125mmHg と、正常血圧の 140mmHg に対して低い状況にあります。（図

表 4-2-37、図表 4-2-38） 

● 高血圧は、脳血管疾患や心疾患などのあらゆる循環器疾患の危険因子であり、その予防の

ためには、血圧の適正化が最も重要です。特に、家庭血圧（家庭における日常の血圧測定）

が重要視されており、この普及を図ることが必要です。 

 

図表 4-2-37 高血圧の者の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

R4 年は過去１年間の健診
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図表 4-2-38 収縮期血圧の平均値 

出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

 

ウ 脂質異常症の減少 

○ 令和２年の本県の LDL コレステロールが 160mg/dl 以上の者の割合は、男性 11.2％、女性

11.6％となっており、全国（男性 13.8％、女性 13.9％）に比べて低い状況にあります。（図

表 4-2-39） 

● 脂質異常症は虚血性心疾患の危険因子であり、LDL コレステロールが高いことは、脂質異

常症の重要な指標とされています。本県は全国に比べて低いものの平成 28 年度から増加傾

向にあることから、LDL コレステロールが 160mg/dl 以上の者の割合の低下に向けた取組が必

要です。 

 

図表 4-2-39 LDL コレステロール 160mg/dl の者の割合 

出典：厚生労働省 NDB オープンデータより作成 

 

エ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 

○ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の推定数は、令和３年度は172千人であり、
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平成 20 年度の 181 千人と比較して減少傾向にあります。 

○ 本県の令和３年度の40歳から 74歳のメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割

合は、男性 44.4%、女性 15.5%となっています。また、年齢階級別にみると、男性は 40 歳以

降、ほぼ 40％前後で推移していますが、女性は、加齢とともにその割合が高くなっています。

（図表 4-2-40） 

● メタボリックシンドロームと循環器疾患との関連は深く、脳血管疾患や心疾患等の重症疾

患の発症リスクが非常に高まることから、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群を

減少することが重要です。 

 

図表 4-2-40 メタボリックシンドロームの状況 

出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況」 

   

 

オ 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の向上 

○ 本県の令和３年度の特定健康診査の受診率は 58.0％で、全国（56.2％）よりも高い状況に

ありますが、国の特定健康診査等基本指針に掲げる 70％に対し低水準となっています。 

○ 本県の令和３年度の特定保健指導の実施率は 21.5％で、全国（24.7％）より低く、国の特

定健康診査当基本指針に掲げる 45％の半分にも達していません。 

● 高血圧、脂質異常症、糖尿病等のリスク保有者の早期発見のため、特定健康診査の受診率

及び特定保健指導実施率の向上が必要です。 

● 特定健康診査後のリスク保有者のうち医療機関未受診者への受診勧奨及び治療中断者へ

の治療継続を促す取組を強化が必要です。 

 

 

【実現に向けた取組】 

ア 脳卒中（脳血管疾患）・心疾患の年齢調整死亡率の低下 

◇ 「岩手県脳卒中予防県民会議」への参画団体の拡大と、参画団体等における自主的な取組

や連携・協働を促進による県全域への脳血管疾患予防及び健康づくりの機運の醸成と実践の

展開 

◇ 多様な広報手段を活用した正しい知識の普及啓発、及び栄養・運動教室など脳卒中予防の

ための具体的な行動につながる機会の提供 

◇ 生活習慣病予防のための普及啓発や実践活動に取り組むボランティア等の人材育成 

◇ 脳血管疾患及び心疾患の予防に根拠のある食生活改善及び生活活動量増加等の取組の充
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実・強化 

◇ 企業が行う「健康経営」の積極的支援を通じ、全国よりも死亡率が高い 65 歳未満の若年者

層における生活習慣病の発症予防と重症化予防を強化 

◇ 「地域脳卒中登録事業」及び「地域心疾患登録事業」の各医療機関の協力による発症者の

登録率の向上、及びデータの有効活用と効果的な取組等の検討 

◇ 各分野（栄養・食生活、身体活動・運動、喫煙、飲酒等）の生活改善に関する施策の実施

及び「岩手県循環器病対策推進計画」と連携した連動した総合的な循環器病対策の推進 

 

イ 高血圧の改善 

◇ 高血圧の予防・改善のための減塩や野菜摂取量の増加といった栄養・食生活のほか、身体

活動・運動、飲酒に関する取組の推進 

◇ 高血圧者への血圧適正化のための医療機関への受診勧奨、市町村や関係機関等と連携した

家庭血圧推奨の促進 

 

ウ 脂質異常症の減少 

◇ 脂質異常症の予防・改善のための栄養・食生活、身体活動・運動に関する取組の推進 

◇ 油脂の違い（脂質の種類やその特徴）や油を控えた調理方法などの普及啓発 

 

エ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 

◇ メタボリックシンドロームの予防・改善のための食生活改善や運動及び日常の生活活動量

の増加等に関する取組の推進 

 

オ 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の向上 

◇ 特定保健指導従事者の確保 

◇ 特定健康診査や特定保健指導の従事者の資質向上 

◇ 特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の重要性に関する啓発、がん検診等との同時

実施や休日・夜間帯での休日・夜間帯での実施など、受診しやすい環境の整備等の促進 

◇ 特定健康診査後のリスク保有者のうち未受診者への受診勧奨及び治療中断者への治療継

続を促す取組の強化 

 

 

【目標】                           （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

脳血管疾患の年齢調整死亡率の低下

（人口 10万対） 

男性 ②147.2  

女性 ②84.3  

心疾患の年齢調整死亡率の低下（人口

10 万対） 

男性 ②213.0  

女性 ②121.6  

収縮期血圧の平均値の低下（mmHg） 男性 ㉘137  

女性 ㉘132  

LDLコレステロールが160mg/dl以上の

者の割合の低下（％） 

男性 ②11.2  

女性 ②11.6  

メタボリックシンドロームの該当者及  ⑳181  
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び予備群の減少（千人） 

特定健康診査受診率・特定保健指導実

施率の向上（％） 

特定健康診査 ③58.0  

特定保健指導 ③21.5  

 

 

 

③ 糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ） 

糖尿病は心血管疾患のリスクを高め、腎症、網膜症、神経障害、足病変、歯周病といった合併

症を併発するなどによって、生活の質や社会経済的活力と社会保障資源に多大な影響を及ぼすこ

とから、「発症予防」、「合併症予防」、「合併症による臓器障害の予防・生命予後の改善」といった

多段階における対策が必要です。 

また、近年は、新規透析導入患者のうち、糖尿病性腎症を原疾患とする患者は横ばい傾向にあ

る一方、主に高血圧や加齢により発生する腎硬化症などの患者の増加が懸念されるなど、糖尿病

性腎症以外の慢性腎臓病（ＣＫＤ）への対策も重要となっています。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

ア 糖尿病の合併症（糖尿病性腎症）の減少 

○ 血糖コントロール不良が長期に及ぶと、脳血管疾患、心筋梗塞、腎症、網膜症、神経障害、

足病変（足壊疽、足潰瘍）、歯周病といった慢性合併症を併発しやすくなります。特に糖尿病

性腎症については、症状の進行に伴って透析導入に至る者が毎年 130 人以上みられ、新規の

透析導入患者の原疾患の４割を占めています。（図表 4-2-41） 

● 糖尿病合併症により生活の質（QOL）が低下することから、糖尿病治療の継続と良好な血糖

コントロールによって、合併症の予防に努めるよう促す必要があります。 

 

  図表 4-2-41 糖尿病性腎症による新規透析導入患者の状況 

   出典：日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況」 

 

イ 治療継続者の増加 

○ 医師から糖尿病と言われたことがある者3のうち、糖尿病の治療を行っている者の割合は、

                                                      
3 糖尿病と言われたことがある者：「境界値である」「糖尿病の気がある」「糖尿病になりかけている」「血糖値が高い」などのように言

われた方を含む。 
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令和４年は 69.5％となっており、残りの 30.5％の者は医療機関を受診していないか、治療

を途中で中断しています。 

● 特定健康診査で要治療となった者のうち医療機関の未受診者や医療機関での治療を中断

している者に対しては、受診勧奨等の事後指導を徹底し、医療機関にて継続的に治療を受け

るよう促すことが重要です。 

 ● 糖尿病や肥満症は「生活習慣が悪い」「意思が弱い」などの偏見を伴いやすく、このような

偏見が治療中断の要因の一つとなっていることから、正しい知識の普及啓発が必要です。 

 

   ウ 血糖コントロール不良者の減少 

 ○ 令和２年の血糖コントロール不良者の割合は、男性 1.71％、女性 0.67％となっており、全

国（令和元年男性 1.86％、女性 0.71％）と比較すると低い状況です。 

 ● 年代別にみると、特に働きざかり年代の男性に課題が認められることから、労働安全衛生

の立場から、治療と仕事の両立支援を進めることが必要です。（図表 4-2-42） 

 

    図表 4-2-42 HbA1c8.0％以上の者の割合 

     出典：厚生労働省第８回 NDB オープンデータ（令和２年度の特定健診情報）より作成 

 

 

エ 糖尿病有病者（糖尿病が強く疑われる者）の増加の抑制 

○ 令和元年における本県の40歳から74歳のうち、糖尿病が強く疑われる者の割合は18.4%、

糖尿病の可能性を否定できない者の割合は 9.5％となっています。これらの割合から、糖尿

病が強く疑われる者と糖尿病の可能性を否定できない者の人数を推定すると、それぞれ 11

万人、5.7 万人となっています。（図表 4-2-43） 

● 糖尿病有病者数は年々増加していることから、その実態や予防に関する普及・啓発の強化

が必要です。 

● 糖尿病有病者の割合は、人口の高齢化や肥満者の増加に伴い、今後も増加することが懸念

されます。このため、栄養、運動等の生活習慣を改善するほか、特定健康診査を始めとした

健康診査により糖尿病予備群やメタボリックシンドローム該当者・予備群を早期に発見し、

保健指導を徹底することが必要です。 
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 図表 4-2-43 「糖尿病が強く疑われる者」、「糖尿病の可能性を否定できない者」の 

推計人数の年次推移（40歳～74 歳、男女計） 

  
出典：岩手県「いわて健康データウェアハウス」（特定健診・特定保健指導領域）H26,H29 

    岩手県「医療等ビッグデータ」（特定健診・特定保健指導）R元 

    （※R元は、国民健康保険及び協会けんぽの対象者データから有病者率を算出） 

 

 

   オ 糖尿病性腎症を含む慢性腎臓病（ＣＫＤ）からの人工透析患者の抑制 

〇 令和４年度の岩手県人工透析実施状況調査において、年間新規人工透析（血液透析）導入

患者数は 299 人となっています。平均年齢は 71.58 歳で、全国（令和３年 平均年齢 71.019

歳、出典：日本透析医学会わが国の慢性透析療法の現況）よりもやや高い状況です。 

〇 本県の年間新規人工透析（血液透析）導入患者の年齢を原疾患別に見ると、糖尿病性腎症

では平均 67.4 歳、糸球体腎炎は平均 72.1 歳、腎硬化症は平均 75.9 歳となっており、働き

盛り年代では、糖尿病性腎症を原疾患とする患者が、他の原疾患と比較して多い状況です。

（図表 4-2-44） 

● 人工透析は、患者のＱＯＬに大きな影響を及ぼすことから、特に働き盛り世代の若い年代

から、透析に繋がる疾患の重症化を予防するとともに、将来、人工透析の導入が必要となる

場合であっても、その移行時期を出来る限り遅らせるなどの取組が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糖尿病有病者の定義 

・糖尿病が強く疑われる者…HbA1c（NGSP）値が 6.5%以上又は糖尿病の治療薬を服用している者 

・糖尿病の可能性を否定できない者…ヘモグロビン A1c（NGSP）値が 6.0%以上、6.5%未満の者 
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 ・糖尿病の可能性を否定できない者…HbA1c（NGSP）値が 6.0%以上、6.5%未満の者 
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 図表 4-2-44 年齢階層別・主な透析導入理由別 人工透析新規患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩手県健康国保課「令和４年度人工透析実施状況調査」 

 

カ 高血圧の改善（再掲） 

○ 本県の令和４年度の 20 歳以上の高血圧（収縮期血圧 140mmHg かつ/または拡張期血圧

90mmHg）の者の割合は、男性 21.7％、女性 20.4％となっており、また、収縮期血圧の平均値

は、男性 128mmHg、女性 125mmHg と、正常血圧の 140mmHg に対して低い状況にあります。 

● 高血圧は、脳血管疾患や心疾患などのあらゆる循環器疾患の危険因子であり、その予防の

ためには、血圧の適正化が最も重要です。特に、家庭血圧（家庭における日常の血圧測定）

が重要視されており、この普及を図ることが必要です。 

 

キ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲） 

○ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の推定数は、令和３年度は172千人であり、

平成 20 年度の 181 千人と比較して減少傾向にあります。 

○ 本県の令和３年度の40歳から 74歳のメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割

合は、男性 44.4%、女性 15.5%となっています。また、年齢階級別にみると、男性は 40 歳以

降、ほぼ 40％前後で推移していますが、女性は、加齢とともにその割合が高くなっています。

（図表 4-2-45） 

● メタボリックシンドロームと循環器疾患との関連は深く、脳血管疾患や心疾患等の重症疾

患の発症リスクが非常に高まることから、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群を

減少することが重要です。 
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図表 4-2-45 メタボリックシンドロームの状況 

出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況」 

 

 

ク 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の向上（再掲） 

○ 本県の令和３年度の特定健康診査の受診率は 58.0％で、全国（56.2％）よりも高い状況に

ありますが、国の特定健康診査等基本指針に掲げる 70％に対し低水準となっています。 

○ 本県の令和３年度の特定保健指導の実施率は 21.5％で、全国（24.7％）より低く、国の特

定健康診査当基本指針に掲げる 45％の半分にも達していません。 

● 高血圧、脂質異常症、糖尿病等のリスク保有者の早期発見のため、特定健康診査の受診率

及び特定保健指導実施率の向上が必要です。 

● 特定健康診査後のリスク保有者のうち医療機関未受診者への受診勧奨及び治療中断者へ

の治療継続を促す取組を強化が必要です。 

● 特に、健診結果から重症化予防に向けた取組が必要な者に対して、受診勧奨を徹底し、必

要な医療につないでいくことが必要です。 

 

 

【実現に向けた取組】 

ア 糖尿病合併症（糖尿病性腎症）の減少 

◇ 重症化のリスクの高い未受診者・治療中断者等に対する受診勧奨及び保健指導の実施、 

特定健康診査・特定保健指導従事者の資質向上 

◇ 「岩手県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」推進のための各地域における関係機関の連

携強化 

 

イ 治療継続者の増加 

◇ 糖尿病治療の継続と良好な血糖コントロールの重要性の普及啓発 

◇ 血糖値の自己管理と医療機関の連携を推進するための「糖尿病連携手帳」（日本糖尿病協会

編集）の活用促進 

 

ウ 血糖コントロール不良者の減少 

◇ 医療機関での適切な治療及び栄養、運動、服薬等の生活指導の徹底、医療従事者の資質の

向上、かかりつけ医と糖尿病専門医の連携強化 

◇ 職域と連携した、糖尿病患者の仕事と治療の両立支援の促進 
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エ 糖尿病有病者（糖尿病が強く疑われる者）の増加の抑制 

◇ 良好な食生活、適度な運動、適正体重の管理、禁煙、適正飲酒等の生活習慣の重要性の普

及啓発 

◇ 糖尿病増加の実態及び重症化による生活の質の低下等に関する普及啓発 

◇ 特定健康診査による糖尿病予備群やメタボリックシンドローム該当者・予備群の早期発見、

特定保健指導による糖尿病有病者の増加の抑制 

◇ 関係機関と連携した企業等の「健康経営」への積極的な支援による、65 歳未満の働き盛り

年代に対する生活習慣改善に向けた取組を強化 

 

オ 糖尿病性腎症を含む慢性腎臓病（ＣＫＤ）からの人工透析患者の抑制 

◇ 糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づく取組の推進 

◇ 慢性腎臓病（ＣＫＤ）への正しい認識・知識の普及 

◇ 慢性腎臓病（ＣＫＤ）におけるかかりつけ医と腎臓病専門医療機関との連携の推進及び糖

尿病性腎症重症化予防事業との連携の充実・強化 

 

カ 高血圧の改善（再掲） 

◇ 高血圧の予防・改善のための減塩や野菜摂取量の増加といった栄養・食生活のほか、身体

活動・運動、飲酒に関する取組の推進 

◇ 高血圧者への血圧適正化のための医療機関への受診勧奨、市町村や関係機関等と連携した

家庭血圧推奨の促進 

 

キ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲） 

◇ メタボリックシンドロームの予防・改善のための食生活改善や運動及び日常の生活活動量

の増加等に関する取組の推進 

 

ク 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の向上（再掲） 

◇ 特定保健指導従事者の確保 

◇ 特定健康診査や特定保健指導の従事者の資質向上 

◇ 特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の重要性に関する啓発、がん検診等との同時

実施や休日・夜間帯での休日・夜間帯での実施など、受診しやすい環境の整備等の促進 

◇ 特定健康診査後のリスク保有者のうち未受診者への受診勧奨及び治療中断者への治療継

続を促す取組の強化 

◇ 特に、健診結果から重症化予防に向けた取組が必要な者に対する受診勧奨の徹底 

 

 

【目標】                           （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

糖尿病腎症による年間新規透析導入

患者数の減少（人） 

糖尿病腎症の

年間新規透析

導入患者数 

135 

（R1/2/3 の 

３か年平均） 
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働き盛り年代の年間新規透析導入患

者数の減少（人） 

65 歳未満の年

間新規透析導

入患者数 

④73  

治療継続者の割合の向上（％） 治療継続者の

割合 

④69.5  

血糖コントロール不良者の減少（％） HbA1c8.0 ％ 以

上の者の割合 

②1.20  

糖尿病有病者の増加の抑制（万人） 糖尿病有病者

数（糖尿病が強

く疑われる者）

の推計値 

①11.0 
※岩手県「医療等ビ

ッグデータ」令和元

年度は国保と協会け

んぽのみ 

 

収縮期血圧の平均値の低下（mmHg） 

（再掲） 

男性 ㉘137  

女性 ㉘132  

メタボリックシンドロームの該当者

及び予備群の減少（千人）（再掲） 

 ⑳181  

特定健康診査受診率・特定保健指導

実施率の向上（％）（再掲） 

特定健康診査 ③58.0  

特定保健指導 ③21.5  

 

 

④ 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ） 

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）とは、主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾

患で、咳・痰・息切れを主な症状とし、徐々に呼吸障害が進行します。岩手県のＣＯＰＤ死亡率

は全国と比較して高いことから、ＣＯＰＤ死亡率の減少のため、禁煙による予防等を行う必要が

あります。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

ア ＣＯＰＤ対策の推進 

○ ＣＯＰＤの年齢調整死亡率の推移について全国と比較した場合、本県は全国よりも低い高

い水準にありますが、近年は横ばい傾向にあるとともに、全国との差が縮まってきています。

（図表 4-2-46） 

● 本県のＣＯＰＤの年齢調整死亡率は横ばい傾向であるものの、禁煙指導、早期発見による

早期治療等を喫緊の課題として取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 基本的な方向を実現するための取組と目標 ２ 個人の行動と健康状態の改善 

64 

        図表 4-2-46 ＣＯＰＤ死亡率（人口 10 万人対） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

       

【実現に向けた取組】 

ア ＣＯＰＤ対策の推進 

◇ ＣＯＰＤの主要な原因である喫煙の健康への影響に係る普及啓発、禁煙支援、受動喫煙防

止対策などの促進 

 

【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

ＣＯＰＤの死亡率の減少 ＣＯＰＤの死亡率（人

口 10 万人当たり） 

④15.9 
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(3) 生活機能の維持・向上 

生活習慣病にならなくとも日常生活に支障を来す状態となることもあります。 

健康寿命の延伸のためには、生活習慣病の予防とともに、心身の両面からの健康保持を通じ、

生活機能の維持・向上を図ることが必要です。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

① ロコモティブシンドロームの減少 

○ 令和４年度の県民生活習慣実態調査によれば、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

の認知度は 36.7％で、全国値 44.6％（令和３年度）よりも低い状況となっています。 

○ 令和４年度の国民生活基礎調査によれば、足腰に痛みのある高齢者の人数（人口千人当た

り）は 244 人で、全国（229 人）を上回っており、令和元年度においても全国を上回ってい

る状況にあります。（図表 4-2-47） 

● ロコモティブシンドロームは、「立つ」「歩く」といった身体機能が低下し、介護が必要と

なる危険性の高い状態であることから、その認知度の向上を図るとともに、若年期から適度

に運動する習慣をつけることで、介護が必要となる県民の割合を低下させることが必要です。 

● 高齢者の低栄養や、ロコモティブシンドロームの原因の一つである「サルコペニア」4の状

態となる高齢者の増加が懸念されています。 

● 健康な状態と要介護状態の中間段階である「フレイル」は、身体的・心理的・社会的フレ

イルの３つの種類がありますが、身体的フレイルの代表例としてロコモティブシンドローム

が挙げられており、フレイルの状態となる高齢者の増加も懸念されています。（図表 4-2-48） 

 

図表 4-2-47 足腰に痛みのある高齢者の人数（人口千人当たり）65歳以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 

 

 

                                                      
4 サルコペニア：加齢に伴い、筋肉の量が減少していく現象。 
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図表 4-2-48 高齢者のフレイルについて 

出典：厚生労働省「平成 28 年版厚生労働白書」 

 

② 骨粗鬆症検診受診率の向上 

○ 本県の令和３年度の骨粗鬆症検診の受診率は 7.2％で、全国値の 5.3％を上回っており、

平成 27 年度以降から概ね同様の推移となっている状況にあります。（図表 4-2-49） 

● 骨粗鬆症は、骨の代謝バランスが崩れてもろくなる状態ですが、自覚症状がないことが多

く気づくことが難しいため、無症状の段階や予備群の発見を目的とする骨粗鬆症検診の受診

率の向上を図ることが必要です。 

 

図表 4-2-49 骨粗鬆症検診受診率の推移  ※対象者：女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」、総務省「国勢調査」 
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③ 心理的苦痛を感じている者の減少 

○ 令和４年度の国民生活基礎調査によれば、「気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感

じている者の割合」は 11.7％で、全国平均（9.8％）を上回っており、平成 25 年度以降にお

いても全国を上回っている状況にあります。（図表 4-2-50） 

● 生活機能の維持に重要なこころの健康を保つには、適度な運動やバランスのとれた栄養・

食生活、休養などによりストレスと上手につきあっていくことが重要です。 

 

図表 4-2-50 心理的苦痛を感じている者の割合の推移 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 

【実現に向けた取組】 

① ロコモティブシンドロームの減少 

◇ 市町村や関係機関・団体との連携によるマスメディアを活用した広報、老人クラブや高齢

者大学や高齢者施設などを通じた地域住民に対するロコモティブシンドロームやサルコペ

ニア、栄養を含めたフレイル予防に関する普及啓発 

◇ 地域での運動教室の開催等、県民の運動習慣の定着に向けた取組 

 

② 骨粗鬆症検診受診率の向上 

◇ 骨粗鬆症の早期発見や早期治療による骨折患者減少のための骨粗鬆症検診について普及

啓発 

 

③ 心理的苦痛を感じている者の減少 

◇ 各種の悩み相談窓口の連携の強化充実及びこころの健康に関する正しい理解、ストレスへ

の対処など健康的な生活習慣の定着やストレスに関する正しい知識の普及啓発 
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【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

ロコモティブシンドロームの減少 腰に痛みのある高齢

者の人数（人口千人

当たり） 

④244  

骨粗鬆症検診受診率の向上（％） 骨粗鬆症検診受診率 ③7.2  

気分障害・不安障害に相当する心理的

苦痛を感じている者の割合の低下

（％） 

 ④11.7  
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３ 社会環境の質の向上 

 

(1) 社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上 

社会における相互信頼の水準や相互扶助の状況を意味する

「ソーシャルキャピタル」の醸成は健康づくりに有用とされて

おり、社会全体が相互に支え合いながら、健康を守るための環

境を整備することが必要となっています。 

また、こころの健康の維持及び向上は、人がいきいきと自分

らしく生きるための重要な条件であり、地域や職域など様々な

場面での取組が必要です。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

① 地域の人々とのつながりが強いと思う者の増加 

○ 地域の人々のつながりについて、「お互いに助け合っている」と思う県民は 39.2％（令和

４年度）で、減少傾向となっています。 

● 地域のつながりを持つことは精神面や身体面における健康、生活習慣等によい影響を与え

ることから、子どもから高齢者に至る多様な年齢層による自助や共助を引き出す活動を進め

る必要があります。 

 

図表 4-3-1 地域の人々はお互いに助け合っていると思う者の割合の年次推移（20歳以上） 

出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

 

② 社会活動を行っている者の増加 

○ 令和４年度岩手県県民生活基本調査によると、過去１年間に市民活動に参加した者の割合

は 18.6％であり、令和２年度よりも低い状況となっています。（図表 4-3-2） 

● 地域における健康づくりに主体的に関わる人材や団体はこれまでも県や市町村等が行う

健康づくり活動のサポートなど重要な役割を果たしてきたところであり、その活動への支援

を継続する必要があります。 
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図表 4-3-2 市民活動に参加している者の割合 

出典：岩手県「県民生活基本調査」 

 

③ 地域等で共食5している者の増加 

○ 本県の「家族や友人などと一緒にゆっくり時間をかけて食事をする者の割合」は、57.9％

（令和４年）となっており、概ね横ばい傾向にあります。（図表 4-3-3） 

● 家族との共食頻度が高い児童生徒の野菜・果物摂取量が多いことや肥満傾向が少ないこと、

また、高齢者においては孤食が多いと欠食や野菜等の接種頻度が少ないといわれていること

から、家族等と食事を共に食べる割合を増加させる必要があります。 

特に、肥満に係る施策の実施にあたっては、岩手県食育推進計画と連動した取組となるよ

うにする必要があります。 

 

図表 4-3-3 家族や友人などと一緒にゆっくり時間をかけて食事をする者の 

割合の年次推移（15 歳以上） 

出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

④ 自殺者の減少 

○ 本県の自殺死亡者数は、自殺者が急増した平成 10 年以降、毎年 400 人から 500 人前後で

推移していましたが、平成 15 年の 527 人をピークに減少傾向にあり、令和４年の自殺死亡

者数は 250 人とピーク時の半分以下となっています。 

○ しかし、令和４年の自殺死亡率（人口 10 万対）は 21.3 と全国（17.4）を依然として上回

                                                      
5 共食：家族全員、家族の一部（親など）、友人、親戚など、誰かと一緒に食事すること。 
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っており、秋田県に次いで全国２位となっています。 

○ 令和４年警察庁自殺統計によれば、自殺者のうち、男性が約７割を占め、年齢別では男女

とも 40 歳代が最も多く、原因動機別では、健康問題が最も多くなっています。 

● 自殺の原因は、家庭問題や健康問題、経済・生活問題、勤務問題など多様であり、また、

複数の原因が重なり合っていることも多いことから、社会全体で自殺対策に取り組んでいく

必要があります。 

 

⑤ メンタルヘルス対策に取り組む事業場の増加 

○ 本県におけるメンタルヘルス（心の健康）に関する取組を実施している企業・事業所の割

合は 56.3％（令和４年）となっています。（図表 4-3-4） 

● 労働者の健康確保対策においては、メンタル不調などによる健康障害が課題となっている

ことから、これらの対策を進めていく必要があります。 

 

図表 4-3-4 メンタルヘルスケアに取り組んでいる企業・事業所の状況 

出典：岩手県「企業・事業所行動調査」 

 

【実現に向けた取組】 

① 地域の人々とのつながりが強いと思う者の増加 

◇ 清掃活動、自治会活動、社会貢献活動など、地域住民が主体的に行う活動への参加が自身

と地域住民の健康づくりにつながるという意識の醸成 

◇ 高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、市町村や地域住民、関係機関・

団体等と連携して、地域住民による自主的な健康づくり活動を支援することによる、地域に

おける支え合い体制づくりの促進 

 

② 社会活動を行っている者の増加 

◇ 健康づくり等を目的としたボランティア活動について、市町村や関係機関・団体と連携し、

インターネットや広報誌等による情報提供を通じた住民の主体的な参画の促進 

◇ 市町村や関係機関・団体と連携した地域の健康づくりを推進する人材の養成及び研修会の
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開催などによる資質向上への支援 

◇ 様々な健康づくり活動の機会を提供できるよう、市町村や関係機関・団体と連携し、栄養

教室や運動教室、健康まつりなど地域住民による自主的な健康づくり活動の支援 

 

③ 地域等で共食している者の増加 

◇ 健康教室や健康講演会等における家族で食事を共に食べることの必要性についての普及

啓発 

 

④ 自殺者の減少 

◇ 「岩手県自殺対策アクションプラン（2024～2028）」に基づく、自殺対策を担う人材の育成、

自殺のハイリスク者に応じた自殺対策の推進など、関係機関・団体との連携による中長期的

な自殺対策の推進 

◇ 孤独・孤立の対策等の関連施策との有機的な連携を図りながら、自殺対策推進協議会等に

おける官民一体となった総合的な自殺対策の推進 

◇ 職域や地域の特性、性別、高齢者等の対象に応じた相談支援体制の充実等の取組の推進 

 

⑤ メンタルヘルス対策に取り組む事業場の増加 

◇ 労働関係機関・団体と連携した、こころの健康に関する普及啓発や労働環境の改善による

ストレスの軽減に向けた取組、こころの健康に関する窓口の周知や気軽に相談できる体制の

整備などの事業者への働きかけ 

◇ 若年者層の対策として、企業の「健康経営」の取組推進等による従業員のメンタルヘルス

対策の強化 

 

【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

地域の人々とのつながりが強い

と思う者の増加（％） 

居住地域でお互いに助け合

っていると思う者の割合の

向上 

④39.2  

社会活動を行っている者の増加

（％） 

市民活動に参加している者

の割合 

④18.6  

地域等で共食している者の増加

（％） 

毎日最低１食は家族や友人

などと一緒に 30分以上かけ

て食事をしている者の割合 

④57.9  

自殺者の減少（人口 10万対） 自殺者数 ④21.3  

心のサポーター数の増加（人）  －  

メンタルヘルスに関する措置を

受けられる職場の割合の増加

（％） 

 ④56.3  

 

  



第４章 基本的な方向を実現するための取組と目標 ３ 社会環境の質の向上 

73 

 

(2) 自然に健康になれる環境づくり 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

① 健康的で持続可能な食環境づくり  

○ 健康的な食生活を実践するための情報源となる料理のエネルギーや食塩量を表示する外

食栄養成分表示登録店は 578 店舗です。また、需要が多い弁当や惣菜等のエネルギー量や食

塩量等、適切な量に調整するなどして販売する総菜業者も徐々に増えています。 

● 飲食店や総菜を利用する方々においしく食べていただくための減塩の調理技術等を標準

化させることで健康的な商品開発及び販売の定着を図り、県内に広く流通展開するためのノ

ウハウを確立のほか、減塩対策など健康志向の商品開発に取り組む事業者の支援を行ってい

く必要があります。 

 

② 住民が運動しやすいまちづくり・環境整備 

○ 県が実施した活動状況調査（令和４年度）によると、ウォーキングコースの拡充や運動教

室の開催等、県民の運動及び身体活動量増加のための環境整備について、多くの市町村が取

り組んでいるものの８割程度となっています。 

● 身体活動の増加や運動習慣の定着のためには、個人に対する啓発だけでなく、自治体や職

域における住環境・就労環境の改善や社会的支援（住民の運動・身体活動の向上に関する施

設の整備、自転車条例の制定やノーマイカーデイーの推進等）を強化していく必要がありま

す。 

 

③ 受動喫煙防止対策の推進 

○ 国では、新たな受動喫煙防止対策を盛り込んだ、健康増進法の一部を改正する法律を平成

30 年７月に公布、令和２年４月１日に全面施行されたことから、施設の管理者等に対する受

動喫煙防止対策の徹底を図る必要があります。 

  改正健康増進法では、 

  国及び地方公共団体の責務：望まない受動喫煙を防止する措置を推進するよう努める 

 多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等（施設の類型・場所ごとにルール化） 

・ 第一種施設（学校、病院、行政機関等）：敷地内禁煙 

・ 第二種施設（第一種以外の多数の者が利用する施設）：原則屋内禁煙 

などとしています。 

○ 受動喫煙防止対策を実施している医療機関の割合は 99.1％（令和２年度）となっています。 

○ 受動喫煙防止対策を実施している職場は 78.9％（令和４年度）で、増加傾向にありますが、

まだ 20％近くの職場では受動喫煙防止対策が十分ではありません。 

○ 飲食店で受動喫煙の機会を有する者は 11.2％（令和４年度）で、減少傾向にあります。 

○ 家庭で受動喫煙の機会を有する者は 11.3％（令和４年度）となっています。 

● 非喫煙者でも受動喫煙による健康への悪影響が大きいことから、公共施設や公共的空間、

職場や家庭においても受動喫煙防止対策を一層推進する必要があります。 
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【実現に向けた取組】 

① 健康的で持続可能な食環境づくり 

◇ 健康的な食品の開発に取り組む事業者や販売店舗の拡大を進め、健康に関心の薄い層を含

め、誰もが減塩や主食・主菜・副菜が揃った望ましい食事を自然にできる食環境の整備 

◇ 健康的な食生活環境整備のための情報共有や検討を進めるための産学官・報道機関等によ

る連携体制の構築 

 

② 住民が運動しやすいまちづくり・環境整備 

◇ ウォーキングコース等の地域の運動施設の整備や運動機器の充実等、県民が利用しやすい

運動環境の整備 

◇ 運動に関する自主グループの育成やボランティアの養成など、県民が仲間づくりをしなが

ら楽しく継続的に運動できる環境づくり 

◇ 効果的な運動プランの提供及び指導のための健康運動指導者の資質の向上 

 

③ 受動喫煙防止対策の推進 

◇ 受動喫煙防止対策が進んでいない職場への訪問による受動喫煙防止対策の取組促進及び

関係機関・団体と連携した企業・事業所に対する受動喫煙防止の働きかけ 

◇ 学校や地域、職域と連携した家庭への受動喫煙の健康への悪影響についての普及啓発 

 

 

 

【目標】                           （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

住民が運動しやすいまちづく

り・環境整備に取り組む自治

体の増加 

市町村数 ④27  

受動喫煙の機会を有する者の

割合の低下（％） 

家庭・職場・飲食店いずれ

かにおいて、望まない受動

喫煙を受けた者の割合 

④30.1  
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(3) 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

健康づくりを行うに当たっては、保健・医療・福祉等へのアクセスが確保されていることに加

え、様々な基盤を整えていくことが重要です。 

また、自治体だけではなく、企業や関係団体等の多様な主体による健康づくりの取組が展開さ

れており、これらの取組の更なる促進が必要です。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

① 企業や関係団体等の自発的な取組の推進 

○ 「岩手県脳卒中予防県民会議」への参画団体及び企業による自主的な健康づくりの取組や

協働が進められています。 

○ 健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業について、本県では「が

ん検診受診率向上プロジェクト協定」を制度化しており、令和５年１月現在、18 社が協定を

締結しています。 

○ 本県の栄養ケアステーションは３か所、かかりつけ薬剤師・薬局が地域住民の主体的な健

康維持・増進を支援する健康サポート薬局は 23か所となっています。 

● 健康づくりを県民運動としてより実効性のあるものとするためには、県民の健康意識の向

上や行動変容をサポートする関連情報を積極的に発信する活動主体としての企業の役割が

重要です。 

● 地域住民が身近で専門的な支援・相談が受けられる民間団体の活動拠点が多く存在するこ

とは、多様な住民ニーズに応じた健康づくりを進めるにあたり効果的であることから、今後、

その数を増やしていく必要があります。 

 

② 健康経営の推進 

○ 従業員の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実践する健康経営の取り組みが広がっ

ており、県が認定するいわて健康経営認定事業所数は令和５年度認定で 591 事業所となって

います。 

● 今後、健康に関心が薄い方も含めた働き盛り世代の健康づくりのため、健康経営に取り組

む事業所の拡大を推進していく必要があります。 

 

③ 特定給食施設における管理栄養士・栄養士の配置の増加 

○ 本県の、管理栄養士・栄養士が配置されている特定給食施設の割合は 89％（平成 24 年度）

と、配置されている割合が全国（平成 22 年度 70.5％）よりも高くなっていますが、全施設

には配置されていません。 

● 特定給食施設で提供される食事内容が、栄養的・衛生的に配慮されたものであれば、喫食

者の健康の維持・増進に寄与することが期待されるため、管理栄養士・栄養士の配置率を高

めることが望まれます。 

● 保育所、学校及び病院等の特定給食施設への指導は、喫食者の健康増進にとどまらず、そ

の家族や地域への栄養・食生活改善の波及の効果があることから、当該施設への適切な指導

を行うことが必要です。 
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④ 必要な産業保健サービスを提供している事業場の増加 

○ 職場における労働者の健康課題については、労働者の高年齢化や女性の就業率の上昇、治

療と仕事の両立支援への対応など多様化している状況にあります。 

● 事業所においては、法令で定める健康確保措置に加え、それぞれの事業場の特性に応じて

優先的に対応すべき健康課題を検討し、必要な産業保健サービスを提供することが望まれま

す。 

 

 

【実現に向けた取組】 

① 企業や関係団体等の自発的な取組の推進 

◇ 「岩手県脳卒中予防県民会議」への参画団体、及び「がん検診受診率向上プロジェクト協

定」の締結企業等の拡大を図り、企業等における自発的な健康づくりの主体的な取組を促進 

◇ 健康に関する専門的知識を有する者を構成員とする団体等（※）の協力による、県民から

の相談や健康づくりの支援など、県民が身近で健康づくりに関する情報入手や相談ができる

環境の整備 

※医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会・栄養士会・歯科衛生士会など 

◇ 市町村の健康まつりや関係機関・団体の主催する健康イベントにおいて、健康に関する専

門的知識を有する者を構成員とする団体等が、その専門的知識を活かした相談や保健指導の

機会を積極的に提供するよう働きかけ 

 

② 健康経営の推進 

◇ 関係機関と連携した企業等の「健康経営」への積極的な支援による、65 歳未満の働き盛り

年代に対する生活習慣改善に向けた取組の強化 

 

③ 特定給食施設における管理栄養士・栄養士の配置の増加 

◇ 特定給食施設指導等の機会を通じた、管理栄養士・栄養士の未配置施設に対する配置の必

要性についての指導 

 

④ 必要な産業保健サービスを提供している事業場の増加 

◇ 事業所の状況に応じた産業保健活動に必要な人材確保等の体制整備や、必要とする労働者

が治療と仕事の両立支援を受けやすい環境の整備 

 

 

【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

健康づくりに関する活動に取り

組み、自発的に情報発信を行う

企業・関係団体等の増加 

県と民間との個別協定締

結団体数 

④27  

健康経営の推進 いわて健康経営認定事業

所認定数（事業所数） 

④591  

特定給食施設における管理栄養

士・栄養士の配置の増加 

特定給食施設の管理栄養

士・栄養士の配置率（％） 

④92.9  
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必要な産業保健サービスを提供

している事業場の増加 

必要な産業保健サービス

を提供している事業場の

割合（％） 

－  
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４ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

 

(1) こどもの健康 

幼少期からの生活習慣や健康状態は、成長してからの健康状態にも大きく影響を与えることか

ら、成育医療等基本方針に基づく取組とも連携し、こどもの健やかな成長及び発達を支えるとと

もに、よりよい生活習慣を形成できるよう健康づくりを進めることが必要です。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

① 運動やスポーツを習慣的に行っていない子どもの減少（再掲） 

○ 本県における運動やスポーツを習慣的にしていない子どもの割合は、令和４年の中学１年

生男子が 26.6％、女子が 41.6％となっており、男子は運動やスポーツを行っていないこど

もが増加していますが、女子は減少傾向です。（図表 4-4-1） 

文部科学省の類似の調査（全国体力・運動能力、運動習慣等調査）によると、全国におい

て、1週間の総運動時間が60分未満のこどもの割合は、令和４年の中学２年生男子が 8.1％、

女子が 18.1％となっています。 

● 健康的な食生活と同様に、健康的な運動習慣を身に付けることは心身の健康の保持・増進

や体力の向上が図られ、成人期、高齢期等の生涯を通じた健康づくりにつながることから、

学校や家庭、地域等が連携して子どもの運動習慣の形成に努める必要があります。 

  

図表 4-4-1 運動やスポーツを習慣的に行っていないこどもの割合 

 出典：岩手県環境保健研究センター「生活習慣病予防支援システム（学校保健対象事業領域集計結果）」 

 

図表 4-4-2 運動やスポーツを習慣的に行っていないこどもの割合（性、学年別） 

男子 女子 

23.5 23.5
26.6

46.2 43.3 41.6

20

30

40

50

H24 H28 R4

ᶘ͍ ◓ ᶘ͍ ◓(%)

（注）「運動やスポーツを習慣的にしていない子どもの割合」 
１回 30 分以上の汗をかく運動を週２日以上、１年以上「実施していない（いいえ）」と回答した者 
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② 児童・生徒における肥満傾向児の減少（再掲） 

○ 本県の肥満傾向児の割合は、全ての学年で全国を上回っています。（図表 4-4-3） 

● 子どもの肥満は、将来の肥満や生活習慣病に結びつきやすいことが報告されていることか

ら、学校や家庭、地域等が連携して子どもの健康な生活習慣の形成に努める必要があります。 

 

図表 4-4-3 肥満傾向児の出現率 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 20 歳未満の者の飲酒をなくす（再掲） 

○ 20 歳未満の者の飲酒は年々減少し、平成 28 年度調査から 0％を継続しています。（図表 4-

4-4） 

● 20 歳未満の者の飲酒は 20 歳以上の者の飲酒に比べ急性アルコール中毒や臓器障害を起こ

しやすいほか、飲酒開始年齢が若いほど将来のアルコール依存の危険が高くなります。 

また、20 歳未満の者の飲酒は事件や事故に巻き込まれやすくなるなど、社会的な問題も引

き起こしやすいことから、引き続き、20 歳未満の者の飲酒を防止する取組を推進していく必

要があります。 

 

図表 4-4-4 20 歳未満の飲酒の割合 

 出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

④ 20 歳未満の者の喫煙をなくす（再掲） 

○ 20 歳未満の者の喫煙率は、令和４年には目標値０％を達成していますが、20 歳未満の場

合、体に及ぼす悪影響が成人よりもはるかに大きいと言われていることから、その普及啓発

を継続する必要があります。（図表 4-4-5） 
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出典：文部科学省 
「学校保健統計調査」 
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        図表 4-4-5 20 歳未満の者の喫煙率 

  

 

 

 

 

 

         出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

 

【実現に向けた取組】 

① 運動やスポーツを習慣的に行っていないこどもの減少（再掲） 

◇ 地域で気軽に運動できる運動施設の整備や、多様な身体活動に親しむ機会の提供、手軽に

楽しむ運動やスポーツの普及等の社会全体での推進 

◇ 学校・家庭・地域の連携による、運動習慣の定着に向けた取組の推進 

 

② 児童・生徒における肥満傾向児の減少（再掲） 

◇ 市町村におけるパパママ教室や就学前の子どもと親を対象とした健康教室など、子どもの

ころから望ましい生活習慣を身に付けるための情報提供及び実践支援の強化 

◇ 学校における健康診断に基づく健康管理指導や保健体育等の教育の一環としての取組や

子どもたちが自ら適正な体重を維持できるようＩＣＴ等の活用促進支援 

 

③ 20 歳未満の者の飲酒をなくす（再掲） 

◇ 20 歳未満の者の飲酒ゼロに向けた、学校等における飲酒防止教育の実施、酒類販売店にお

ける 20 歳未満の者への不売の徹底、県、市町村などによるアルコールによる健康影響に関

する出前教室の開催など、地域ぐるみでの 20 歳未満の者の飲酒防止の取組促進 

 

④ 20 歳未満の者の喫煙をなくす（再掲） 

◇ 学校と連携した学校施設における敷地内禁煙や喫煙防止教育の実施、地域や事業所と連携

した 20 歳未満の者への喫煙防止教室やたばこの不売の徹底 

 

【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

運動やスポーツを習慣的に行っていな

いこどもの減少（％）（再掲） 

中学１年男子 ④26.6  

中学 1年女子 ④41.6  

肥満傾向にある子どもの割合の低下

（％）（再掲） 

小学５年生 ③14.59  

20 歳未満の者の飲酒をなくす（％）（再

掲） 

 ④0.0  

20 歳未満の者の喫煙をなくす（％）（再

掲） 

 ④0.0  

2.4
2.9

0

0

1

2

3

4

H24 H28 R4



第４章 基本的な方向を実現するための取組と目標 ４ ライフコースアプローチを踏まえた健康づ

くり 

81 

 

(2) 高齢者の健康 

人口の高齢化が進む本県において、健康な高齢者が多くいることは、地域社会の活性化にとっ

ても非常に重要な要素となります。 

高齢者の健康は、加齢等に伴う身体の様々な機能（代謝、口腔、運動器、認知等）低下や障害、

生活環境の変化、社会とのつながり等が複合的に絡み合うことから、生活機能を維持するために

は、適正な食生活の実践による低栄養予防及び運動器保持のための身体活動の保持・増進、高齢

者の社会参加や社会貢献などが重要です。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

① 高齢者の健康づくり、介護予防対策の推進 

○ 65 歳以上の高齢者の低栄養傾向の者(BMI≦20kg/㎡)の割合は、令和４年では男性 9.9%、

女性 26.3%となっています 

○ 本県における要介護・要支援認定者は、令和３年度は 80,706 人でしたが、令和 22 年度に

は 10,702 人増加し、91,408 人になることが見込まれます。 

● 高齢者の低栄養は、何らかの理由で食事量が減少し、筋力や免疫等の低下による転倒や骨

折につながることから、低栄養の予防に関する働きかけを進める必要があります。 

● 高齢化の進展に伴い、今後も要介護・要支援認定者数は上昇することが見込まれますが、

健康寿命の延伸を目指して生活習慣を改善し、介護予防の取組を推進することにより、高齢

者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態の軽減や重度化の防止につなげ

る必要があります。 

 

図表 4-4-6 低栄養傾向（BMI20≦）の高齢者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

 

② ロコモティブシンドロームの減少（再掲） 

○ 令和４年度の県民生活習慣実態調査によれば、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

の認知度は 36.7％で、全国値 44.6％（令和３年度）よりも低い状況となっています。 

○ 令和４年度の国民生活基礎調査によれば、足腰に痛みのある高齢者の人数（人口千人当た

り）は 244 人で、全国（229 人）を上回っており、令和元年度においても全国を上回ってい
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る状況にあります。（図表 4-4-7） 

● ロコモティブシンドロームは、「立つ」「歩く」といった身体機能が低下し、介護が必要と

なる危険性の高い状態であることから、その認知度の向上を図るとともに、若年期から適度

に運動する習慣をつけることで、介護が必要となる県民の割合を低下させることが必要です。 

● 高齢者の低栄養や、ロコモティブシンドロームの原因の一つである「サルコペニア」6の状

態となる高齢者の増加が懸念されています。 

● 健康な状態と要介護状態の中間段階である「フレイル」は、身体的・心理的・社会的フレ

イルの３つの種類がありますが、身体的フレイルの代表例としてロコモティブシンドローム

が挙げられており、フレイルの状態となる高齢者の増加も懸念されています。 

 

図表 4-4-7 足腰に痛みのある高齢者の人数（人口千人当たり）65歳以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 

 

③ 社会参加を行っている高齢者の増加 

○ 令和４年度県民生活基本調査によると、本県において過去１年間に何らかの市民活動に参

加している 65歳以上の割合は 25.3％となっています。（図表 4-4-8） 

● 高齢期における就業、ボランティア活動、趣味などの社会参加・社会貢献活動は、日常生

活動作の将来的な障がいの発生リスクを減少させるほか、心理的健康への好影響、身体活動

や食欲の増進効果もあるといわれていることから、高齢者の生きがいづくりや社会参加の促

進が一層重要となっています。 

 

                                                      
6 サルコペニア：加齢に伴い、筋肉の量が減少していく現象。 
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図表 4-4-8 過去 1年間に市民活動に参加している 65歳以上の割合 

出典：岩手県「県民生活基本調査」 

 

 

【実現に向けた取組】 

① 高齢者の健康づくり、介護予防対策の推進 

◇ 低栄養予防及び運動器保持のため、「栄養・食生活」及び「身体活動・運動」等の各分野に

おける関係する取組の推進 

◇ オーラルフレイル予防や、摂食・嚥下機能の低下と誤嚥性肺炎の発症を予防するための口

腔機能の維持・向上に係る取組の推進（再掲） 

◇ 壮年者を対象とする特定健康診査等と高齢者を対象とする介護予防事業の連携による壮

年期から高齢期までの切れ目のない生活習慣の改善及び健康づくりの推進 

◇ 住民主体の通いの場や地域ケア会議への専門職の参画により、効果的な介護予防の取組が

図られるよう支援を行うとともに、高齢者のフレイル状態を早期に把握し、適切なサービス

につなげる等により、自立支援・重度化防止の取組を推進 

◇ 岩手県介護予防市町村支援推進会議を設置し、市町村が実施する介護予防事業の分析や市

町村への助言等を行うことにより、効果的な取組を支援 

◇ 医療や介護、保健、福祉及び生活に関わるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーショ

ンの立場から協力して取り組む「地域リハビリテーション」の体制構築の推進 

◇ 高齢者が自発的に介護予防に取り組むことを促進するため、住民主体の通いの場が継続的

に拡大していく取組を推進 

◇ リハビリテーション専門職が限られる地域においても、住民主体の介護予防の取組の効果

的な普及・展開が図れるよう、概ね 50 歳以上の県民を対象にボランティアの体操指導者（シ

ルバーリハビリ体操指導者）を養成し、地域において体操教室を開催するなど、効果的な介

護予防の普及と通いの場の充実を図るための取組を推進 

 

② ロコモティブシンドロームの減少（再掲） 

◇ 市町村や関係機関・団体との連携によるマスメディアを活用した広報、老人クラブや高齢

者大学や高齢者施設などを通じた地域住民に対するロコモティブシンドロームやサルコペ

ニア、栄養を含めたフレイル予防に関する普及啓発 

◇ 地域での運動教室の開催等、県民の運動習慣の定着に向けた取組（再掲） 

 

③ 社会参加を行っている高齢者の増加 

◇ 高齢者の地域活動や社会貢献活動への参加を促進し活動の活発化を促すための活動事例
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紹介等による情報提供 

◇ 高齢者の知識・技能・経験を生かした多様な地域活動への参画を促進するため、老人クラ

ブ等の地域づくり団体への活動支援、相談体制の充実 

 

 

【目標】                           （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

低栄養傾向（BMI20 以下）の高齢者の割合の

増加の抑制（％）（再掲） 

 ④17.4  

ロコモティブシンドロームの減少（再掲） 腰に痛みのあ

る高齢者の人

数（人口千人

当たり） 

④244  

市民活動に参加している 65 歳以上の者の

割合の増加（％） 

 ④25.3  

 

 

 

 

(3) 女性の健康 

女性は、生涯を通じてライフステージごとに女性ホルモンが大きく変動し、心身の状態や変化

に影響を受けやすいとされており、更年期症状・障害などの様々な健康課題を抱えています。 

また、女性の社会進出が進んだことで働く女性が増加し、働き盛り世代の女性の健康も重要な

視点となっています。 

女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすためには、女性特有の健康

課題に対する取組が重要です。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

① 若年女性のやせの減少（BMI18.5 未満）（一部再掲） 

○ 本県の令和３年度の 20 歳代女性のやせの者の割合は 15.9％であり、全国（令和元年度

18.1％）と比較すると低い状況となっており、平成 24年（18.0％）からは減少傾向にありま

す。（図表 4-4-9） 

● 若年女性のやせは、女性ホルモンの分泌低下や骨量の減少のほか、低出生体重児出産のリ

スク要因であり、次世代の健康の観点からも、やせの者を減少させる必要があります。 
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図表 4-4-9 やせの者の割合（20歳代） 

出典：岩手県予防医学協会 事業所健診結果 

 

② 骨粗鬆症検診受診率の向上（再掲） 

○ 本県の令和３年度の骨粗鬆症検診の受診率は 7.2％で、全国値の 5.3％を上回っており、

平成 27 年度以降から概ね同様の推移となっている状況にあります。（図表 4-4-10） 

● 骨粗鬆症は、骨の代謝バランスが崩れてもろくなる状態ですが、自覚症状がないことが多

く気づくことが難しいため、無症状の段階や予備群の発見を目的とする骨粗鬆症検診の受診

率の向上を図ることが必要です。 

 

図表 4-4-10 骨粗鬆症検診受診率の推移  ※対象者：女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」、総務省「国勢調査」 

 

③ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している女性の減少（一部再掲） 

○ 令和４年における生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の女性の割合は 9.9％

であり、年々増加しています。全国（令和元年女性 9.1％）と比較しても割合が高くなって

います。（図表 4-4-11） 
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● 多量飲酒のリスク及び適正飲酒に関する啓発を強化するとともに、働き盛り世代において

は、企業の「健康経営」の取組推進等による従業員の健康づくりを進める必要があります。 

● アルコール健康障害を予防するための早期介入の手立ての一つである特定健康診査の受

診率及び保健指導の実施率向上に向けた取り組みを推進していく必要があります。 

 

図表 4-4-11 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 

 出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

④ 妊婦の飲酒をなくす 

○ 飲酒をしている妊婦の割合は、令和４年度調査では 1.0%となり減少していますが、0%には

達していません。また、全国（令和２年 0.8％）よりも高い状況です。（図表 4-4-12） 

● 妊婦の飲酒は妊婦自身の妊娠合併症などの危険を高めるだけでなく、胎児性アルコール症

候群や発育障害を引き起こすことから、周囲の人達も含め妊婦が飲酒しない意識の醸成に努

める必要があります。 

 

図表 4-4-12 飲酒をしている妊婦の割合 

 出典：岩手県環境保健研究センター「がん等疾病予防支援システム（市町村対象事業領域）集計結果」 

 

⑤ 妊婦等へのたばこ対策（再掲） 

○ 妊婦の喫煙率は年々低下傾向にありますが、令和３年度ではまだ 1.4％の妊婦が喫煙して

いる状況です。（図表 4-2-19） 

○ また、妊婦のうち、同居している家族が自宅で喫煙していると回答した者の割合は令和４

年度では 40.3％となっています。 

● 妊娠中の喫煙及び受動喫煙は妊婦自身への健康影響にとどまらず、胎児や出生児への健康

にも大きな影響を及ぼす危険が高いことから、妊婦の喫煙及び受動喫煙をなくす取組を推進

する必要があります。 
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図表 4-4-13 妊娠中の喫煙率 

 

 

 

 

 

 

 

出典：いわて健康データウェアハウス 

 

⑥ 働き盛り世代の女性の健康 

○ 女性の社会進出の進展により職場で働く女性が増加し、働き方も多様になってきており、

職場における生産性向上や企業イメージの向上、人材確保の観点からも、働き盛り世代の女

性への健康支援は重要な課題となってきています。 

● 女性が健康で働き続けるためには、女性のみだけでなく、職場全体で女性特有の健康課題

を認識し、サポート体制を整えていく必要があります。 

 

 

【実現に向けた取組】 

① 若年女性のやせの減少 

◇ 地域保健及び職域保健の健康教室や講演会の場を通じた適正体重の維持についての保健

指導の実施 

◇ 学校保健の場や乳幼児健診の場を通じた適正体重の維持についての保健指導の実施 

◇ 体重記録の必要性についての普及啓発や体重記録のできる器具やホームページ等の紹介 

 

② 骨粗鬆症検診受診率の向上 

◇ 骨粗鬆症の早期発見や早期治療による骨折患者減少のための骨粗鬆症検診について普及

啓発 

 

③ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している女性の減少（一部再掲） 

◇ 地域における関係機関・団体と連携した、飲酒による健康への悪影響に関する普及啓発 

◇ 市町村や地域の断酒会と連携した、飲酒に関する相談窓口の充実、減酒・断酒支援 

◇ 企業等が行う「健康経営」の取組を通じた、働き盛り世代における適正飲酒の取組推進 

◇ 特定健康診査の受診率向上の取組、多量飲酒者への特定保健指導の実施 

◇ 保健指導従事者や相談支援を行う者の資質向上のための研修の実施 

 

④ 妊婦の飲酒をなくす 

◇ 妊娠中や出産後の飲酒の防止に向けた、妊婦健診や母親学級、健康教室などでの女性・妊

婦等に対する妊婦自身や乳児への飲酒の悪影響に関する知識等の普及啓発 
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⑤ 妊婦等へのたばこ対策（再掲） 

◇ 健康教室、妊産婦健診や母親学級などを通じた女性・妊産婦等に対するたばこの悪影響に

関する知識等の普及啓発及び積極的な禁煙支援 

 

⑥ 働き盛り世代の女性の健康 

◇ 企業等が行う「健康経営」の積極的支援を通じた、働き盛り世代の女性の健康支援に係る

取組の推進 

◇ 女性の健康週間等の機会を捉えた女性の健康支援や配慮の必要性に関する普及啓発 

 

 

 

【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

適正体重を維持している者の増加（肥

満、若年女性のやせ、低栄養傾向の高

齢者の減少） 

やせの者(BMI18.5 未

満)の割合（％） 

【20歳～30歳代・女性】 

④14.5  

骨粗鬆症検診受診率の向上（％） 骨粗鬆症検診受診率 ③7.2  

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒

している女性の割合の低下（％） 

女性 ④9.9  

妊婦の飲酒をなくす（％）  ④1.0  

妊娠中の喫煙をなくす（％）  ③1.4  

健康経営の推進（再掲） いわて健康経営認定事

業所認定数（事業所数） 

④591  
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５ 東日本大震災津波等の経験を踏まえた健康づくり 

平成 23 年３月 11 日に発生した三陸沖を震源とする地震は、マグュニチュード 9.0 と国内観測史

上類を見ない規模の大地震で、その地震に伴う巨大津波、さらにその後断続的に発生した余震は、

本県各地に深刻な被害を与えました。 

震災以降、被災地では、震災による強いストレスや生活環境の変化などの影響で健康状態の悪化

がみられたことから、関係機関・団体と連携し、被災者一人ひとりに寄り添った健康支援活動を進

めてきました。今後も、被災者を含む住民に対する健康支援の継続が必要です。 

震災の経験は、平成 28 年の台風第 10 号による水災害において、被災地域の復旧作業と同時に早

期から取り組まれた健康支援に活かされました。 

また、災害に限らず、令和２年から続いた新型コロナウイルス感染症の世界的流行の状況下では、

身体活動の低下や孤独・孤立の深刻化等の新たな健康課題が浮き彫りになりました。ウイルスの性

質等の知見が蓄積されたことから、感染対策を講じた新しい生活様式を取り入れて健康課題への取

り組みを進めています。こうした経験を踏まえて、今後起こり得る様々な健康危機に備えた健康づ

くりに係る体制整備をすることが必要です。 

 

【現状と課題】（○は現状 ●は課題） 

① 被災者の健康支援の推進 

○ 被災地においては、発災直後は高血圧者や脳卒中、心疾患の発症者も増えたほか、体重や

腹囲では、被災した男性の方が被災しなかった男性よりも数値が高い状況にあるなど、震災

による強いストレスや偏った食生活、運動不足が影響していたものと考えられます。 

○ 令和２年度までに全被災者が恒久的な住宅に転居し、応急仮設住宅等での生活が解消され

たことから、市町村における健康づくり事業は、応急仮設住宅等に居住する被災者を対象と

するものから、被災者を含む住民を対象とした健康相談や、栄養・食生活支援等の保健活動

の実施に移行して進められています。 

● 被災地の健康づくりやこころのケアの推進について、令和５年の沿岸部において、「やや重

要である」「重要である」と回答した人は 76.5％となっており、ニーズは依然として高い状

況です。（図表 4-5-1） 

● 現在の生活への震災の影響について、令和５年における沿岸部の状況は、「やや影響を受け

ている」「影響を受けている」が 32.3％となっており、震災の影響が続いています。生活へ

の影響が健康状態の悪化につながる可能性があることから、引き続き被災地の健康状態の把

握と課題への対応が必要です。（図表 4-5-2） 

● 被災者の健康管理の上で重要である特定健康診査・特定保健指導の実施率やがん検診の受

診率の向上を図る必要があります。 

● 被災地における保健活動の円滑な実施のため、保健師、栄養士等の人材の確保と育成に取

り組む必要があります。 
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図表 4-5-1 令和５年被災地の健康づくりやこころのケアの推進に関する重要度と復旧・復

興の実感 

 出典：「令和５年「岩手県の東日本大震災津波からの復興に関する意識調査」結果（岩手県復興防災部復興

推進課調べ） 

 

図表 4-5-2 現在の生活への震災の影響 

 出典：「令和５年「岩手県の東日本大震災津波からの復興に関する意識調査」結果（岩手県復興防災部復興

推進課調べ） 
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② こころのケア、子どものこころのケア 

 ○ 「岩手県こころのケアセンター」（岩手医科大学内）や「地域こころのケアセンター」（沿

岸４地域の県合同庁舎内等）に専門職を配置し、保健所や市町村との連携のもと、被災者の

こころのケアを支援しています。 

○ 子どものこころのケアを中長期にわたって担う全県的な拠点施設である「いわてこどもケ

アセンター」（岩手医科大学内）を設置し、沿岸３地域（宮古、釜石、気仙）において子ども

のこころのケアを支援しています。 

● 個人の生活環境や社会環境の変化に伴う孤独感・孤立感、喪失感、不安感等が生じており、

被災者のこころのケアのニーズは引き続き高いことから、中長期的にこころのケアの取組を

継続していく必要があります。 

● 喪失体験、恐怖体験、生活環境の変化などが、子どものこころに影響を及ぼすことが懸念

されていることから、子どものこころのケアの取組を継続していく必要があります。 

● 度重なる環境変化等により孤独感・孤立感を抱えている人を支援するため、集会所等を会

場とした健康づくり事業やサロン活動7、自主的活動を通じて地域のつながりを深めることが

必要です。 

    ● 中長期的には、「地域が主体となった支援」への移行を円滑に進めるため、「専門家による

支援」を維持しながら、地域住民の心の健康に係る意識の向上、保健活動を担う人材育成等

を図るとともに、市町村、保健所、社会福祉協議会、医療機関等の関係機関・団体との協働

や連携を通じ、被災者への包括的な支援体制づくりを推進していく必要があります。 

 

   ③ 平時からの災害への備え 

○ 東日本大震災津波においては、沿岸地域を中心に広範囲に及ぶ甚大な被害を受け、職員や

施設の被災により行政機能が損なわれた市町村もあり、他自治体や関係団体からの健康支援

に携わる保健師、栄養士等の派遣協力が重要な役割を果たしました。 

● 災害発生時に迅速に対応できるよう、健康支援に従事する人材の協力体制の整備が必要で

す。 

● 災害発生後の早い段階から、被災者の健康管理を実施するため、災害時における保健師、

栄養士等の災害時活動マニュアルを整備しておくことが必要です。 

● 各地域において、平時から地域の健康状態や健康課題について情報共有をし、災害時に悪

化が懸念される健康課題を把握しておくことが必要です。 

 

④ 社会環境の変化に対応する健康づくり 

 ○ 令和４年度県民生活習慣実態調査における、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響

による変化について、回答が多かった項目は「人との交流が減った」41.9％、「外食の利用が

減った」36.5％、「体重が増えた」16.0％、「運動を行う時間が減った」10.4％、「1週間あた

りの運動の日数が減った」10.1％となっています。（図表 4-5-3） 

● 新型コロナウイルス感染症の流行下においては感染対策が優先されたため、長期にわたり

各機関が実施する健康づくり事業を中止せざるを得ない状況となり、各個人での取組が重要

                                                      
7 サロン活動：身近な地域を拠点として、地域住民が一緒に企画・運営しながら、茶話会やレクリエーションなどの活動を定期的に開

催することにより、仲間づくり等を行う活動 
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となりました。 

● 災害に限らず、社会環境の変化は健康状態に影響を与える可能性があることから、健康危

機になり得る状況を早期に探知し、予防的に健康支援をすることが必要です。 

● 社会環境が変化する中でも、健康行動を阻害する外的要因による影響をできる限り最小限

にし、県民一人ひとりが健康的な生活習慣を選択し実践できるようにするための環境づくり

が必要です。 

   

図表 4-5-3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による変化（15歳以上） 

出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

【実現に向けた取組】 

① 被災者の健康支援の推進 

◇ 市町村における健康相談や栄養・食生活支援等の保健活動の推進 

◇ 市町村における被災地の健康状態の把握と関係機関との情報共有、健康支援対策の検討 

◇ 特定健康診査・特定保健指導やがん検診の実施率（受診率）の低い年代や地区等を対象と

した重点的な普及啓発・受診勧奨等及び健診受診期間の拡大等利用者が受診しやすい環境の
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整備など、実施率（受診率）向上に向けた取組の推進 

◇ 保健師、栄養士等の資質向上のための研修会の実施 

 

② こころのケア、子どものこころのケア 

◇ 「震災こころの相談室」等での相談対応や支援を必要とする被災者への個別訪問、健康教

育などによるきめ細かなこころのケアの取組の推進 

◇ 「こころのケア」活動を担う「支援者」への研修等による人材育成及び関係機関とのネッ

トワークの強化 

◇ 「いわてこどもケアセンター」を中心として、内陸部の子どもを含め適切なこころのケア

を提供するとともに、関係機関と連携し子どものこころのケアを担う人材育成を支援 

◇ 被災市町村における集会所等を会場とした健康づくり事業やサロン活動、自主的活動の支

援 

◇ 関係機関・団体、NPO、企業、教育機関、ボランティア等、多様な主体の参画による健康づ

くりの推進 

 

③ 平時からの災害への備え 

◇ 災害発生に備えた災害時の保健活動、栄養・食生活支援に係るマニュアルの整備及び関係

団体等との連携体制の構築 

◇ 発災時における県の保健医療福祉調整本部の設置、保健医療活動チームの派遣調整及び情

報連携等の保健医療福祉活動に係る体制整備 

◇ 各災害派遣支援チームや災害医療コーディネーターとの連携による健康支援に係る協力

体制の構築 

◇ 地域の健康状態の把握と共有、災害時を想定した健康づくり事業の検討等、関係機関の情

報交換・意見交換 

 

④ 社会環境の変化に対応する健康づくり 

    ◇ 社会環境の変化と県民生活の変化に関する情報収集、環境変化に応じた健康づくり施策に

ついての関係機関・団体との意見交換 

◇ 予測される健康危機に関する早期の注意喚起、対応策の普及啓発 

    ◇ 健康づくりを阻害する外的要因による影響への対策について関係機関と連携した総合的

な取組の推進 

◇ 個人を取り巻く生活環境や生活スタイルに合わせて選択できる健康づくりに資する情報

の提供 

 

 

【目標】                            （〇内の数字は年度） 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

脳血管疾患・心疾患の年齢調整死亡率の

低下［再掲］ 

「循環器疾患」

参照 

  

がん健診受診率の向上［再掲］ 「がん」参照   
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特定健康診査・特定保健指導実施率の向

上［再掲］ 

「循環器疾患」

参照 

  

自殺者の減少（人口 10 万人当たり）［再

掲］ 

「社会とのつな

がり・こころの

健康の維持及び

向上」参照 

  

気分障害・不安障害に相当する心理的苦

痛を感じている者の割合［再掲］ 

「生活機能の維

持・向上」参照 

  

３歳児でむし歯がある者の割合の低下

［再掲］ 

「歯・口腔」参

照 

  

60 歳代における咀嚼良好者の割合の向

上［再掲］ 

「歯・口腔」参

照 

  

 

 

  



第５章 計画の評価 １ 計画の評価及び見直し 

95 

 

第５章 計画の評価 

 

１ 計画の評価及び見直し 

・ 本計画については、県の政策評価の取組と連動して、数値目標の達成状況、施策の取組結果な

ど、岩手県健康増進計画推進協議会において、毎年度、進捗状況の把握と検証を行います。 

・ 各保健医療圏においては、毎年度、各保健医療圏（保健所）に設置する保健医療圏協議会等の

場において、情報を共有しながら地域の健康課題を明らかにしていきます。 

・ 全県及び保健医療圏における進捗状況及び検証結果を具体的な施策に反映させていきます。 

・ 計画期間の中間年に当たる令和 11 年度に中間評価を行い、その結果を踏まえて、基準とする

数値や目標値等も含め、必要に応じて計画の見直しを行います。 

・ 計画開始後 10年となる令和 15年度には最終評価を行います。 

・ 中間評価及び最終評価に当たっては、国の「健康日本２１（第三次）」における評価手法を参考

とします 

・ 本プランに掲げる数値目標の評価とともに、健康サポーターの活動状況や県、市町村、関係機

関・団体の連携、県庁内部での連携状況などのプロセス、県民の健康に関する意識や行動、県民

の健康づくりの推進に資する環境、県民の健康の水準などについても評価・分析を行います。 

 

 

２ 進捗状況及び評価結果の公表 

・ 本計画の進捗状況及び評価結果については、県のホームページ等において公表します。 
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３ 数値目標一覧 

（〇内の数字は年度） 

番
号 

分
野 

目標項目 指標・区分 基準値 目標値 

 

全
体
目
標 

健康寿命の延伸（年） 

※平均寿命の増加分を上回る

健康寿命の増加 
－ － 

（健康寿命の増

加分）/（平均

寿命の増加分）

＞１ 

（参考） 

健康寿命（男性） ①71.39 

－ 
健康寿命（女性） ①74.69 

平均寿命（男性） ②80.64 

平均寿命（女性） ②87.05 

 脳血管疾患年齢調整死亡率の

全国との格差の縮小（ポイン

ト） 

男性 
全国との格差 

②53.4 

 

女性 
全国との格差 

②27.9 

 

（参考） 

平成 27 年人口モデルによる脳

血管疾患年齢調整死亡率（人

口 10万対） 

男性（県） ②147.2  

女性（県） ②84.3  

男性（全国） ②93.8  

女性（全国） ②56.4  

 

栄
養
・
食
生
活 

適正体重を維持している者の

増加（肥満、若年女性のやせ、

低栄養傾向の高齢者の減少） 

肥満者(BMI25 以上)の

割合（％） 

【20歳～60 歳代・男

性】 

④36.9  

肥満者(BMI25 以上)の

割合（％） 

【40歳～60 歳代・女

性】 

④21.8  

やせの者(BMI18.5 未

満)の割合（％） 

【20歳～30 歳代・女

性】 

④14.5  

 低栄養傾向(BMI20 以

下)の割合(％) 

【65 歳以上】 

④17.4  

 肥満傾向にある子どもの割合

の低下（％） 

小学５年生 ③14.59  

 朝食を毎日食べる子どもの割

合の増加（％） 

小学４年生 ④96.6  
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中学３年生 ④88.4  

高校３年生 ④82.9  

 適切な量と質の食事をとる者

の増加 

主食・主菜・副菜を

組み合わせた食事が

１日２回以上の日が

ほぼ毎日の者の割合

（％） 

④57.5  

野菜摂取量の平均値

（g） 

④280  

果物摂取量の平均値

（g） 

④98.4  

食塩摂取量の平均値

（g） 

④10.1  

 

身
体
活
動
運
動 

日常生活における歩数の増加

（歩） 

 

20 歳～64 歳男性 ④6,581  

〃  女性 ④5,847  

65 歳以上男性 ④5,039  

〃  女性 ④4,130  

 運動習慣者の割合の増加（％） 

 

20 歳～64 歳男性 ④26.3  

〃  女性 ④16.0  

〃  総数 ④20.8  

65 歳以上男性 ④37.9  

〃  女性 ④25.0  

〃  総数 ④32.0  

 運動やスポーツを習慣的に行

っていないこどもの減少（％） 

中学１年男子 ④26.6  

中学 1年女子 ④41.6  

 

休
養
・
睡
眠 

睡眠で休養がとれている者の

増加（％） 

睡眠で休養が取れて

いる者の割合（年齢

調整値） 

④75.0  

 睡眠時間が十分に確保できて

いる者の増加（％） 

睡眠時間が６～９時

間（60 歳以上につい

ては、６～８時間）

の者の割合（年齢調

整値） 

－  

 週労働時間 60 時間以上の雇用

者の減少（％） 

週労働時間 40時間以

上の雇用者のうち、

週労働時間 60時間以

上の雇用者の割合 

③8.8  

 

飲
酒 

生活習慣病のリスクを高める

量を飲酒している者の割合の

低下（％） 

男性 ④14.0  

女性 ④9.9  
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 20 歳未満の者の飲酒をなくす

（％） 

 ④0.0  

 

喫
煙 

20 歳以上の者の喫煙率の低下

（％） 

全体 ④19.0  

男性 ④30.2  

女性 ④8.5  

 20 歳未満の者の喫煙をなくす

（％） 

 ④0.0  

 妊娠中の喫煙をなくす（％）  ③1.4  

 

歯
・
口
腔
の
健
康 

３歳児のむし歯有病者率（％）  ④13.7  

 12 歳児の一人平均むし歯数が

１歯以上である市町村の減少 

 12 市町村 

（R2-4 の 3 年

平均） 

 

 40・50歳代で進行した歯周炎が

ある者の割合の低下（％） 

 ④68.7  

 60 歳代における咀嚼良好者の

割合の向上（％） 

 ④82.9  

 成人期及び高齢期で定期的に

歯科健康診査（検診）を受けて

いる者の割合の向上（％） 

 ④65.2  

 

が
ん 

がんの年齢調整罹患率の減少

（人口 10万対） 

がんの年齢調整罹患

率 

①384.4  

 75 歳未満のがん（全がん）の年

齢調整死亡率の低下（人口 10

万対） 

 ③ 69.2  

 がん検診受診率の向上（％） 

 

胃がん ④ 52.3  

肺がん ④ 59.0  

大腸がん ④ 52.9  

子宮（頸）がん ④ 46.5  

乳がん ④ 50.6  

 精密検査受診率の向上（％） 胃がん ② 86.2  

肺がん ② 92.0  

大腸がん ② 81.1  

子宮（頸）がん ② 86.7  

乳がん ② 96.1  

 

循
環
器
病 

脳血管疾患の年齢調整死亡率

の低下（人口 10 万対） 

男性 ②147.2  

女性 ②84.3  

 心疾患の年齢調整死亡率の低

下（人口 10 万対） 

男性 ②213.0  

女性 ②121.6  

 収縮期血圧の平均値の低下

（mmHg） 

男性 ㉘137  

女性 ㉘132  
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 LDL コ レ ス テ ロ ー ル が

160mg/dl 以上の者の割合の低

下（％） 

男性 ②11.2  

女性 ②11.6  

 メタボリックシンドロームの

該当者及び予備群の減少（千

人） 

 ⑳181  

 特定健康診査受診率・特定保健

指導実施率の向上（％） 

特定健康診査 ③58.0  

特定保健指導 ③21.5  

 

糖
尿
病
・
慢
性
腎
臓
病
（
Ｃ
Ｋ
Ｄ
） 

糖尿病腎症による年間新規透

析導入患者数の減少（人） 

糖尿病腎症の年間新

規透析導入患者数 

135 

（R1/2/3 の 

３か年平均） 

 

 働き盛り年代の年間新規透析

導入患者数の減少（人） 

65 歳未満の年間新規

透析導入患者数 

④73  

 治療継続者の割合の向上（％） 治療継続者の割合 ④69.5  

 血糖コントロール不良者の減

少（％） 

HbA1c8.0％以上の者

の割合 

②1.20  

 糖尿病有病者の増加の抑制（万

人） 

糖尿病有病者数（糖

尿病が強く疑われる

者）の推計値 

①11.0 

※岩手県「医療等

ビッグデータ」令

和元年度は国保と

協会けんぽのみ 

 

 収縮期血圧の平均値の低下

（mmHg）（再掲） 

男性 ㉘137  

女性 ㉘132  

 メタボリックシンドロームの

該当者及び予備群の減少（千

人）（再掲） 

 ⑳181  

 特定健康診査受診率・特定保健

指導実施率の向上（％）（再掲） 

特定健康診査 ③58.0  

特定保健指導 ③21.5  

 
CO 

PD 

ＣＯＰＤの死亡率の減少 ＣＯＰＤの死亡率

（人口 10 万人当た

り） 

④15.9 

 

 

 

生
活
機
能 

ロコモティブシンドロームの

減少 

腰に痛みのある高齢

者の人数（人口千人

当たり） 

④244  

 骨粗鬆症検診受診率の向上

（％） 

骨粗鬆症検診受診率 ③7.2  

 気分障害・不安障害に相当する

心理的苦痛を感じている者の

割合の低下（％） 

 ④11.7  
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社
会
と
の
つ
な
が
り
・
こ
こ
ろ
の
健
康 

地域の人々とのつながりが強

いと思う者の増加（％） 

居住地域でお互いに

助け合っていると思

う者の割合の向上 

④39.2  

 社会活動を行っている者の増

加（％） 

市民活動に参加して

いる者の割合 

④18.6  

 地域等で共食している者の増

加（％） 

毎日最低１食は家族

や友人などと一緒に

30 分以上かけて食事

をしている者の割合 

④57.9  

 自殺者の減少（人口 10万対） 自殺者数 ④21.3  

 心のサポーター数の増加（人）  －  

 メンタルヘルスに関する措置

を受けられる職場の割合の増

加（％） 

 ④56.3  

 自
然
に
健
康
に
な
れ
る
環
境
づ
く
り 

住民が運動しやすいまちづく

り・環境整備に取り組む自治体

の増加 

市町村数 ④27  

 受動喫煙の機会を有する者の

割合の低下（％） 

家庭・職場・飲食店

いずれかにおいて、

望まない受動喫煙を

受けた者の割合 

④30.1  

 

誰
も
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
健
康
増
進
の
た
め
の
基
盤
の
整
備 

健康づくりに関する活動に取

り組み、自発的に情報発信を行

う企業・関係団体等の増加 

県と民間との個別協

定締結団体数 

④27  

 健康経営の推進 いわて健康経営認定

事業所認定数（事業

所数） 

④591  

 特定給食施設における管理栄

養士・栄養士の配置の増加 

特定給食施設の管理

栄養士・栄養士の配

置率（％） 

④92.9  

 必要な産業保健サービスを提

供している事業場の増加 

必要な産業保健サー

ビスを提供している

事業場の割合（％） 

－  
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こ
ど
も
の
健
康 

運動やスポーツを習慣的に行

っていないこどもの減少（％）

（再掲） 

中学１年男子 ④26.6  

中学 1年女子 ④41.6  

 肥満傾向にある子どもの割合

の低下（％）（再掲） 

小学５年生 ③14.59  

 20 歳未満の者の飲酒をなくす

（％）（再掲） 

 ④0.0  

 20 歳未満の者の喫煙をなくす

（％）（再掲） 

 ④0.0  

 

高
齢
者
の
健
康 

低栄養傾向（BMI20 以下）の高

齢者の割合の増加の抑制（％）

（再掲） 

 ④17.4  

 ロコモティブシンドロームの

減少（再掲） 

腰に痛みのある高齢

者の人数（人口千人

当たり） 

④244  

 市民活動に参加している 65 歳

以上の者の割合の増加（％） 

 ④25.3  

 

女
性
の
健
康 

適正体重を維持している者の

増加（肥満、若年女性のやせ、

低栄養傾向の高齢者の減少）

（再掲） 

やせの者(BMI18.5 未

満)の割合（％）【20 歳

～30歳代・女性】 

④14.5  

 骨粗鬆症検診受診率の向上

（％）（再掲） 

骨粗鬆症検診受診率 ③7.2  

 生活習慣病のリスクを高める

量を飲酒している女性の割合

の低下（％）（再掲） 

女性 ④9.9  

 妊婦の飲酒をなくす（％）  ④1.0  

 妊娠中の喫煙をなくす（％）（再

掲） 

 ③1.4  

 健康経営の推進（再掲） いわて健康経営認定

事業所認定数（事業

所数） 

④591  
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東
日
本
大
震
災
津
波
等
の
経
験
を
踏
ま
え
た
健
康
づ
く
り 

脳血管疾患・心疾患の年齢調整

死亡率の低下［再掲］ 

「循環器疾患」参照   

 がん健診受診率の向上［再掲］ 「がん」参照   

 特定健康診査・特定保健指導実

施率の向上［再掲］ 

「循環器疾患」参照   

 自殺者の減少（人口 10 万人当

たり）［再掲］ 

「社会とのつなが

り・こころの健康の

維持及び向上」参照 

  

 気分障害・不安障害に相当する

心理的苦痛を感じている者の

割合［再掲］ 

「生活機能の維持・

向上」参照 

  

 ３歳児でむし歯がある者の割

合の低下［再掲］ 

「歯・口腔」参照   

 60 歳代における咀嚼良好者の

割合の向上［再掲］ 

「歯・口腔」参照   

 

 

  



第６章 保健医療圏別計画 ３ 数値目標一覧 

103 

 

第６章 保健医療圏別計画 
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１ 盛岡保健医療圏 

 

 

盛岡保健医療圏の位置             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】いわて健康データウェアハウス人口動態統計（R1-R3 の 3 年分の平均）※（ ）内は県全体の数値 

【重点的に取組む施策】 ＜今後検討＞ 

 ・  

 ・ 

【現状と課題】 （○は現状 ●は課題） 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善 

○ 成人の肥満者の割合は、 H27 年度より増加しています。(表  )。 

○  児童・生徒の肥満傾向児は、各学年とも県平均を下回っていますが、H27 年度より増加してい

ます。(表 )。 

○  児童・生徒の朝食欠食率は、増加傾向です。学年が上がるにつれて欠食率が上がっています。 

○ 運動習慣のある者の割合は、減少傾向です。（表 ） 

○ 習慣的な喫煙者の割合は、男性は変化なしで３割強、女性は微増です。（表 ） 

○ 妊婦の喫煙者の割合は減少傾向ですが、同居家族の喫煙率は約４割となっています。 

○ むし歯をもたない子供の割合は、H27 年度以降増加傾向です。（表 ） 

● 子どものころから適正体重を維持し、健康的な食生活を実践できるよう、食育活動や栄養教育

の場の設定等、個人の取組を支援する体制が必要です。また、そのための食環境整備も必要です。 

● 60 歳未満の働き盛り年代の運動習慣の定着のための働きかけや取組が必要です。 

● 喫煙による健康への影響の普及活動をさらに推進する必要があります。 

  ● 受動喫煙による健康影響が大きいことから、特にも妊婦、子供など家庭での受動喫煙防止への

取組が必要です。 

人
口
静
態 

総人口 463,463人 

区
分 

0～14 歳 54,000 人 11.8 ％ （ 11.1 ％ ） 
15～64 歳 266,609 人 58.5 ％ （ 55.2 ％ ） 
65 歳以上 135,239 人 29.7 ％ （ 33.7 ％ ） 

不詳 7,615 人 ※不詳人口除きで割合算出 

人
口
動
態 

出生 
出生数 

出生率 
（人口千対） 

合計特殊 
出生率 

2,935 人 
6.3 1.30 

（ 5.5 ） （ 1.32 ） 

死亡 
死亡数 死亡率（人口千対） 

5,408 人 
11.7 

（ 14.5 ） 

乳児死
亡 

乳児死亡数 乳児死亡率（人口千対） 

    5 人 
1.8 

（ 1.6 ） 

主要 
死因別 
死亡 

死亡数 
死亡率 
(人口 
10 万対) 

年齢調整死亡率 
（人口 10 万対） 

上段:H27 ﾓﾃﾞﾙ 下段:S60 ﾓﾃﾞﾙ 

全年齢 65 歳未満 75 歳未満 

がん 1,470 人 
317.2 

284.1 
115.6 

58.6 
39.6 

129.7 
 71.8 

（373.6） 
(289.6) 
(117.9) 

(61.7) 
(41.4) 

(133.8) 
( 74.2) 

心 
疾患 

  842 人 
181.6 

152.2 
 47.3 

19.5 
13.6 

36.0 
21.1 

（233.9） 
(164.6) 
( 53.0) 

(22.9) 
(16.2) 

(44.6) 
(26.1) 

脳血管 
疾患 

  557 人 
120.2 

102.7 
 35.4 

16.8 
11.6 

32.3 
18.7 

（156.3） 
(111.8) 
( 37.8) 

(17.6) 
(12.3) 

(32.8) 
(19.2) 

盛岡保健医療圏 

盛岡市 

 

八幡平市 

盛岡市 

葛巻町 
岩手町 

滝沢市 

矢巾町 

雫石町 

紫波町 
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  ● １日３回歯磨きをする者の割合が、小学校、中学校では５割前後であるのに対し、高校生では 

２割弱となることから、主体的にむし歯や歯肉炎予防に取り組むことができる児童・生徒を増や

す必要があります。 

 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

○ 75 歳未満のがん年齢調整死亡率（全がん）は、男女とも H27 年より減少。また、部位別では、

女性の乳がん、子宮がんが令和３年に県平均より 高くなっています（表 ）。 

○ がん検診受診率は、胃、肺、大腸、乳、子宮が県平均を下回っており、国や県の目標値（50％）

とかい離しています。 (表 ) 。 

○ 脳血管疾患年齢調整死亡率及び心疾患年齢調整死亡率 は、男女とも H27 年より減少し、県平

均よりは低い状況ですが、全国に比べるといぜんとして高い状況です(表  )。 

○ 市町村国保の特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率は、H27 から大きな変化がなく、国 

の目標値(市町村国 保 60%)とかい離しています (表  ) 。 

○ メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合は、H27 年度より増加傾向です。血圧高値

リスク、脂質異常リスク、血糖高値リスク保有者の割合は、H27 年度から大きな変化がありませ

ん（表 ） 

○ 特定健診における受診勧奨者（血圧高値、血糖高値、脂質異常）のうち、生活習慣病での医療

機関受診の無い割合が、県平均を上回っています。（表 ） 

● がんは、早期発見・早期治療が重要なことから、精密検査を含めた検診の受診率向上を図るこ

とが必要です。 

● がん発症の危険因子となる喫煙、食生活、肥満、ウィルス・細菌感染、飲酒について、正しい

予防知識の普及と若年期からの取組が必要です。 

● 若年者層の生活習慣病発症を減少させるため、受診率が低調な 60 歳未満の特定健康診査受診

率及び特定保健指導実施率の向上を図る必要があります。また、事業所等で「健康経営」の取組

を積極的に推進し、若年期から健康づくりに取組む必要があります。 

● かかりつけ医師、歯科医師、薬局、保健指導者等との更なる連携により、家庭血圧測定の推進、

糖尿病腎症重症化予防プログラムの推進などにより、重症化予防の取組をする必要があります。 

 

 

(2) 社会環境の質の向上 

① 自然に健康になれる環境づくり 

○ 外食栄養成分表示店の登録数の増加が鈍化している他、「野菜たっぷり」や「減塩・適塩」など

の健康に配慮したメルシ―メニューの提供店が少ない状況です。 

○ 公共の運動施設や、ウォーキングコースの周知、市町における運動の取組など運動習慣定着の

環境が整ってきています。 

○ 改正健康増進法施行以降、公共施設等における受動喫煙防止の整備が進みましたが、妊婦、子

供の生活の場での家庭での受動喫煙がある状況です。 

● 外食や惣菜販売店で、健康に配慮したメニューの提供に取組む必要があります。 

● 受動喫煙による健康影響が大きいことから、特にも妊婦、子供など家庭での受動喫煙防止への

取組が必要です。 
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(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

○  児童・生徒の肥満傾向児は、各学年とも県平均を下回っていますが、H27 年度より増加してい

ます(表 )。 

○  児童・生徒の朝食欠食率は、増加傾向です。学年が上がるにつれて欠食率が上がっています。 

● 子どものころから適正体重を維持し、健康的な食生活を実践できるよう、食育活動や栄養教育

の場の設定等、個人の取組を支援する体制が必要です。また、幼児、小学校、中学校、とライフ

ステージが変わっても、支援が継続するよう地域の関係者の連携が必要です。 

 

② 女性 

○ 女性の乳がん、子宮がんの 75 歳未満年齢調整死亡率が令和３年に県平均より高くなっていま

す。 

○ 妊婦の喫煙者の割合は減少傾向ですが、同居家族の喫煙率は約４割です。 

● がんは、早期発見・早期治療が重要なことから、精密検査を含めた検診の受診率向上を図るこ

とが必要です。 

● 喫煙による健康への影響の普及活動をさらに推進する必要があります。 

 

 

【実現に向けた取組】 ＜今後詳細を検討＞ 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

(2) 社会環境の質の向上 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

◇ こころと体の状態は、相互に影響を及ぼし合うことを踏まえ、地域の保健・福祉・医療・ 労働・

教育などの関係機関・団体、事業所と連携し、こころと体の健康を関連付けながら、 健康づくり

に関する普及啓発や人材育成などの取組を進めます。 

 

◇  地域や企業等に「健康づくり宣言」、「健康経営 10」を普及啓発するとともに、出前講座や 研

修会等を通じ健康経営の取組を推進します。 

 

◇ 特定健康診査やがん検診の受診率、特定健康指導の実施率向上に向けて、管内の取組状 況等

の情報提供に取り組みます。 

 

◇ 脳卒中等生活習慣病予防のため、食産業等の企業や関係団体と連携して「いわて減塩・適 塩の

日」キャンペーンなどを実施し、減塩及び野菜摂取量の増加を中心とした食生活や運動習慣の定

着普及に取り組みます。 

 

◇ 受動喫煙も含めた「たばこの健康への影響」について、飲食店や事業所等への普及啓発と禁煙

を望む人への禁煙外来や相談機関の周知などにより禁煙サポート体制の充実を図 ります。 

 

◇ 若年期からの生活習慣病予防として、食生活や運動、口腔ケア等の基本的生活習慣を確立する
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ため、医師会等関係機関と連携し、生徒を対象とした出前講座を実施するほか、事業所向けの出

前講座において保護者向けの普及啓発に取り組みます。  

 

◇ 市町、学校、保育施設を対象とした研修会や食生活改善推進員の資質向上に取り組み、市町等

と連携しながら食育を推進する人材の育成を推進します。 

 

 

※ その他、現状について、データを表で掲載予定 
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２ 岩手中部保健医療圏 

 

 

岩手中部保健医療圏の位置             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】いわて健康データウェアハウス人口動態統計（R1-R3 の 3 年分の平均）※（ ）内は県全体の数値 

【重点的に取組む施策】 

・ 生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防・重症化予防のための正しい知識の普及啓発に取組みます。 

・ 企業が行う健康経営の取組を支援し「たばこ対策」、「血圧管理」、「メンタルヘルス対策」、「睡眠 

衛生」を中心に、働き盛り年代の健康づくりを推進します。 

【現状と課題】 （○は現状 ●は課題） 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善 

○ 肥満傾向にある子どもの割合は、県より低い状況ですが、全国とは、依然として大きな差があ

ります。また、特定健診受診者（40～74 歳）における肥満者の割合も県よりは低いものの、男性

の約３人に１人、女性の４人に１人が肥満となっています。 

肥満者の割合

(R2 ～ 4 の平

均) 
小学１年 小学４年 中学１年 中学３年 高校３年 

特定健診受診者 

(R1) 

男 女 

中部 8.4％ 15.3％ 12.3％ 11.0％ 11.4％ 38.3％ 26.0％ 
県 9.1％ 14.9％ 13.6％ 12.2％ 12.8％ 38.0％ 27.4％ 

〇 朝食を毎日食べる子どもの割合は、県より高い状況ですが、目標の 100％には達していません。 

朝食を毎日食べる子どもの割合 
(R2～4 の平均) 小学 1年 小学４年 中学１年 中学３年 高校３年 

中部 97.7％ 96.5％ 93.2％ 90.4％ 84.7％ 

県 97.7％ 96.4％ 92.3％ 89.4％ 83.2％ 

人
口
静
態 

総人口 216,614人 

区分 

0～14 歳 24,509 人 11.4 ％ （ 11.1 ％ ） 
15～64 歳 119,519 人 55.7 ％ （ 55.2 ％ ） 
65 歳以上 70,497 人 32.9 ％ （ 33.7 ％ ） 

不詳 2,089 人 ※不詳人口除きで割合算出 

人
口
動
態 

出生 
出生数 

出生率 
（人口千対） 

合計特殊 
出生率 

1,202 人 
5.5 1.32 

（ 5.5 ） （ 1.32 ） 

死亡 
死亡数 死亡率（人口千対） 

3,129 人 
14.4 

（ 14.5 ） 

乳児 
死亡 

乳児死亡数 乳児死亡率（人口千対） 

    2 人 
1.7 

（ 1.6 ） 

主要 
死因別 
死亡 

死亡数 
死亡率 
(人口 
10 万対) 

年齢調整死亡率 
（人口 10 万対）  

上段:H27 ﾓﾃﾞﾙ 下段:S60 ﾓﾃﾞﾙ 

全死亡 65 歳未満 75 歳未満 

がん 
 770
人 

355.5 
283.0 
116.9 

62.4 
41.5 

138.7 
 76.1 

（373.6） 
(289.6) 
(117.9) 

(61.7) 
(41.4) 

(133.8) 
( 74.2) 

心 
疾患 

 482
人 

222.5 
158.0 
 50.8 

20.4 
15.0 

42.1 
24.8 

（233.9） 
(164.6) 
( 53.0) 

(22.9) 
(16.2) 

(44.6) 
(26.1) 

脳血管 
疾患 

 359
人 

165.6 
117.7 
 37.5 

16.2 
11.3 

31.0 
18.1 

（156.3） 
(111.8) 
( 37.8) 

(17.6) 
(12.3) 

(32.8) 
(19.2) 

岩手中部保健医療圏 

盛岡市 

 

花巻市 

遠野市 
西和賀町 

北上市 
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〇 特定健診受診者（R１、国保）の食生活の状況をみると、「就寝前２時間以内の夕食を食べる者

の割合」は男性 24.9％（県 26.5％）、女性 15.3％（県 16.7％）、「朝昼夕 3食以外の間食や甘い飲

み物を摂ることが毎日ある者の割合」は男性 11.4％（県 13.6％）、女性 24.6％（県 25.5％）、「朝

食を欠食する者の割合」は男性 8.1％（県 8.5％）、女性 4.3％（県 4.9％）となっており、横ばい

の状況です。 

  〇 特定健診受診者（R１、国保）の運動習慣者の割合は、男性 30.1％（県 31.9％）、女性 27.3％

（県 29.8％）と県より低い状況です。 

  〇 特定健診受診者（R1、国保）における「睡眠による休養が十分に取れている者の割合」は、男 

性 76.2％（県 75.8％）、女性 74.2％（県 72.9％）と県より高い状況です。 

  〇 特定健診受診者（R1、国保）における「１日３合以上の多量飲酒者の割合は、男性 4.0％（県 

4.3％）、女性 1.1％（県 0.8％）であり、県とほぼ同じ状況ですが、男女とも僅かずつ増加して 

います。 

  〇 特定健診受診者（R1、国保）における喫煙者の割合は、男性 27.0％（県 25.9％）、女性 4.7％ 

（県 4.7％）で県とほぼ同じ状況です。 

  〇 がんの年齢調整死亡率は、男女ともに減少傾向にあり、令和２年の状況をみると、男性 424.2 

（県 411.6、国 368.3）、女性 214.1（県 214.4、国 248.3）、と男性は県及び全国より状況にあり

ます。 

  〇 がん検診受診率（R1～3の平均）は、胃 12.7％（県 12.7％）、肺 11.9％（県 11.2％）、大腸 12.2％

（県 11.5％）、子宮 20.1％（県 17.9％）と県よりやや高い状況です。 

  〇 妊婦の喫煙率（母子手帳交付時のアンケート（R2～4 の平均））は 1.8％（県 1.4％）と目標の 

０％には至っていません。 

  〇 むし歯のある子どもの割合は、年々減少しているものの、３歳児（R1～3の平均）は 16.0％（県 

15.3％）、12 歳児（R1～3の平均）で 26.0％（県 26.2％）で県と同様の状況です。 

● 肥満は、循環器疾患や糖尿病など生活習慣病のリスク要因であることから、適正な食生活習慣

の確立、運動習慣の定着など小児期からの予防が重要です。 

● 働き盛り年代において、就寝前の夕食や間食の摂取、朝食欠食など食生活の乱れや、運動不足、

喫煙、睡眠の問題がみられることから、職場における健康づくり支援の体制整備が必要です。 

● 引き続き受動喫煙の防止、栄養成分表示やヘルシーメニュー等健康に配慮した外食・惣菜店の

増加、運動のできる施設等の環境整備が必要です。 

● がん検診受診率の目標が 50％であることから、受診率向上に向けた更なる取り組みが必要で

す。 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

〇 特定健診受診率における血圧リスクがある者、脂質リスクがある者の割合は、男女ともに県よ

り低い状況ですが、男性の 40～60 歳からすでに 40～50％リスクを保有している状況です。 

〇 特定健診受診者におけるメタボリックシンドローム該当者及び予備軍の割合は、男性では 40％

を超えています。 

特定健診受診結果（R1） 
男性 女性 

中部 県 中部 県 
血圧リスクがある者（収縮期血圧 130 ㎜ Hg 以上、又は

拡張期血圧 85 ㎜ Hg 以上、又は薬剤治療を受けている者） 
64.7％ 71.3％ 50.5％ 61.5％ 

脂質リスクがある者（中性脂肪が 150 ㎎/㎗以上、又は

HDL コレステロール 40 ㎎/㎗以上、又は薬剤治療を受けてい

る者） 
42.9％ 47.5％ 32.7％ 43.0％ 

メタボリックシンドローム該当者及び予備軍 43.8％ 48.3％ 15.2％ 18.8％ 
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○ 脳血管疾患の年齢調整死亡率は男女ともに年々減少していますが、令和２年の状況をみると、

男性 152.2（県 147.2）、女性 91.3（県 84.3）と県より高い状況になっています。 

〇 令和２年の心疾患年齢調整死亡率は男性 217.4（県 213.0）、女性 118.0（県 121.6）と男性が県

より高い状況です。 

● 脳血管疾患、心疾患の発症リスクを高める高血圧、脂質異常、メタボリックシンドロームなど

の該当者を減少させるため、普及啓発などに一層取り組む必要があります。 

● 脳血管疾患発症の最大リスクである高血圧について、引き続き地域全体で血圧管理の向上に取

組み、重症化予防について徹底する必要があります。 

● 喫煙は、生活習慣病の主要な危険因子であり、また長期の喫煙によってもたらされる COPD

（慢性閉塞性肺疾患）の予防の観点からも、喫煙の健康への影響に関する普及啓発を強化する必

要があります。 

③ 生活機能の維持・向上 

○ 人口 10 万人当たりの自殺の粗死亡率は減少傾向にありますが、令和２年では、男性 28.1（県

28.4）、女性 12.5（県 13.1）です。 

 

(2) 社会環境の質の向上 

① 社会とのつながり・心の健康の維持及び向上 

○ コロナ禍で地域の活動が制約されたり、地域等で共食している者の割合が低くなっています。

地域の人々とのつながりやボランティア等の社会活動を通じて、社会とのつながりや心の健康の

維持及び向上を図ることが必要です。 

● 地域の人々とのつながりやボランティア等の社会活動を通じて、社会とのつながりや心の健康

の維持及び向上を図ることが必要です。 

② 自然に健康になれる環境づくり 

● 公共の場における受動喫煙の防止、栄養成分表示やヘルシーメニュー等健康に配慮した外食・

惣菜店の増加、運動のできる施設などの環境整備が必要です。 

③ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

● 健康経営の理念に基づき、従業員の健康管理に取組む事業所を増加させることが必要です。 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① 女性 

○ 高校３年生女子のやせの割合は 13.7％（R2～4 の平均）と県平均 15.2％よりは低いもの、横ば

い傾向です。 

● ライフステージ毎に女性ホルモンが劇的に変化するという特性等を踏まえ、女性に多いやせ、

骨粗鬆症等の健康課題への取組を推進します。 

 

【実現に向けた取組】 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善 

◇ 食事や運動、口腔保健、喫煙対策など望ましい生活習慣の確立に向け、食育講座や健康講座、

特定保健指導、学校や企業・事業所への健康づくり出前講座等多様な健康教育が行われています。 

◇ 健康づくりを支援する社会環境の一つである主要なスーパーマーケットにおいて、減塩商品の

販売、普及啓発用のぼり旗の掲揚、減塩・適塩の日の普及啓発など、脳卒中予防に関する取組が

行われています。 
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◇ 企業・事業所への出前講座や住民対象の健康教室などにおいて、ストレスや心の健康に関する

正しい知識の普及が行われています。 

◇ 健康経営の考え方を取り入れた従業員の健康づくりに取組む企業・事業所が増えています。 

◇ 学校保健が取組む児童・生徒の肥満予防等の健康づくりについて、関係者の研修や情報提供等、

体制整備を支援します。 

◇ 喫煙の健康への影響に関する知識の普及や禁煙外来の周知等による禁煙支援及び、公共の場の

受動喫煙止を推進します。 

◇ フッ化物洗口による幼児期からのむし歯予防や、学齢期から成人までの歯周病予防等、口腔機

能の維持・向上を目指し、関係機関と連携し歯科保健対策を推進します。 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

◇ 特定健診・特定保健指導について夕方・休日の開催、個別健診の併設、家庭訪問による保健指

導など受診しやすい環境が整備されており、検診や保健指導実施率が県平均より高い状況です。 

◇ 医療機関・薬局において家庭血圧測定や血圧手帳の活用など、血圧管理についての指導が行わ

れています。 

◇ 各種健康講座、健康まつり、スーパーマーケットなどの店頭での脳卒中予防キャンペーンなど、

脳卒中予防の知識の普及が行われています。 

 

(2) 社会環境の質の向上 

① 社会とのつながり・心の健康の維持及び向上 

◇ 就労、ボランティア、通いの場などの居場所づくりや社会参加の取組に加え、各人がより緩や

かな関係性も含んだつながりを持つことができる環境整備や、こころの健康を守るための環境整

備を行うことで、社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上を図ります。 

② 自然に健康になれる環境づくり 

◇ 健康な食環境や身体活動・運動を促す環境をはじめとする自然に健康になれる環境づくりの取

組を実施し、健康に関心の薄い者を含む幅広い対象に向けた健康づくりを推進します。 

③ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

◇ 企業が行う健康経営の取組を支援し、「たばこ対策」、「血圧管理」、「メンタルヘルス対策」、「睡

眠衛生」を中心に、働き盛り年代の健康づくりを推進します。また、職域団体との協働による心

の健康相談の窓口の充実など、体制整備を支援します。 

 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

◇ 幼少期からの生活習慣や健康状態は成長してからの健康状態にも大きく影響を与えるため、こ

どもの頃からの運動習慣の獲得、適正体重のこどもの増加並びに 20 歳未満の者の飲酒及び喫煙

防止に取組みます。 

②  高齢者 

◇ 高齢期に至るまで健康を保持するためには若年期からの取組が重要であることから、適正体重

の高齢者の増加、ロコモティブシンドロームの予防について普及啓発に取組みます。 

③ 女性 

◇ ライフステージ毎に女性ホルモンが劇的に変化するという特性などを踏まえ、女性に多いやせ、

骨粗鬆症等の健康課題への取組を推進します。 

◇ 妊婦の喫煙が胎児に及ぼす影響が大きいこと等に関する普及啓発を強化します。 
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３ 胆江保健医療圏 
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【出典】いわて健康データウェアハウス人口動態統計（R1-R3 の 3 年分の平均）※（ ）内は県全体の数値 

【重点的に取組む施策】 

 ・循環器病対策（脳血管疾患含む） 

 ・糖尿病対策 

 ・食からのフレイル対策 

 

【現状と課題】 （○は現状 ●は課題） 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善 

○ 減塩の取組は関係機関・団体において、普及啓発や出前講座、食育指導を実施していますが、

県南広域における「食塩摂取の目標８ｇを超える食塩を摂取している者」が６割※１を超えていま

す。また、「食塩相当量の基準を遵守していない特定給食施設※２」が半数以上（６割）あります。

（※１令和３年度「～突撃シリーズ第２弾～１日食塩摂取調査による減塩ステップアップ事業」岩

手県食生活改善推進員団体連絡協議会、※２ 令和５年度奥州保健所栄養管理状況報告書） 

● 一般住民への具体的な減塩手法の普及啓発及び特定給食施設への指導の徹底が必要です 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

○ 脳血管疾患の年齢調整死亡率は年度ごとの変動があるものの横ばい（図①）です。 

〇 人工透析患者数は増加傾向（図②）にあり、透析導入理由の 1位は糖尿病性腎症です。 
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● 脳血管疾患の年齢調整死亡率減少に向け、地域全体で取り組む必要があります。 

● 人工透析導入患者減少に向け、特定健康診査を始めとした健康診査により糖尿病予備群を早期

に発見し、保健指導を徹底することが必要です。また、要治療者に対しては、治療勧告の事後指

導を徹底し医療機関に対して継続的に治療を促すことが重要です。 

 

(2) 社会環境の質の向上 

 自然に健康になれる環境づくり及び誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

○ 新型コロナウィルス感染症の拡大により、社会とのつながりが希薄になってきていますが、関

係機関・団体による通いの場の提供やゲートキーパーの養成等や地域活動が徐々に復活していき

ています。 

○ 健康経営に取組む事業所が増加しています。（図③） 

〇 一部のスーパーマーケットや飲食店等においては減塩や野菜摂取量増加等普及啓発用POPの掲

示や減塩・適塩の日キャンペーン等を実施し、減塩の総菜や弁当を販売しています。 

○ 市町においてはウォーキングマップの作成や健幸ポイント、健康経営に取り組む事業所等にお

いては受動喫煙対策等、健康になれる環境の整備を推進しています。 

● 地域とつながりながら健康づくりが推進できる住民及び健康づくり支援者の育成が必要です。 

● 健康経営に取り組む事業所や健康づくりの普及啓発や減塩の総菜や弁当販売に取組むスーパ

ーマーケットや飲食店等を拡大する必要があります。 
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 (3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

○ 肥満傾向にある子どもの割合は、小学 1年生、４年生、中学 1年生、３年生男女ともに県平均

同様に全国と比べると高い状況です。 

〇 イー歯トーブ 8020 目標項目であった「12歳児の永久歯のむし歯有病者率の減少」は目標値（H34

までに 28％へ）を達成できませんでした。（R３年度 30.72％、公立学校定期健康診断結果） 

● 子どもの生活習慣や健康状態は家族の生活や地域の食環境の影響を大きく受けるため、地域・

職域・学校保健の連携した取組が必要です。 

● 「12 歳児の永久歯のむし歯有病者率の減少」目標達成に向けた取組が必要です。 

② 高齢者 

○ 後期高齢者健診結果は、県平均を 100 とした場合の胆江医療圏では、低栄養傾向 BMI20 以下

（109.3）や脳卒中既往歴あり（180.2）、心臓病既往歴（106.7）が県平均を上回っています。（図④） 

● 高齢者の健康は栄養状態の影響を受けることが大きいため、地域の栄養改善担当者が連携して 

食からのフレイル対策を推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 女性 

○ 高校３年生女子のやせは 16.1％であり県平均 15.2％を上回っています。（いわてデータウェア

ハウス R2－R4 3 年平均） 

〇 妊娠中の喫煙率は 1.6％であり県平均 1.4％を上回っています。また、妊婦の家族の喫煙率も

44.3％であり県平均 41.4％を上回っています。（いわてデータウェアハウス R2-R4 ３年平均） 

● 若い女性のやせや家族を含めた喫煙は、排卵障害や女性ホルモンの分泌低下、骨量減少と関連

があり低出生体重児を出産するリスクが高いことから若い女性を対象とした健康づくり対策が

必要です。 

いわて健康経営認定事業所は岩手県が働き

盛り世代の健康づくりを推進するために設置

した認定制度です。認定要件は次の５つです。

①定期健診実質 100％②受診勧奨の取組③食生

活の改善、運動機会の増進などに向けた取組④

受動喫煙に関する取組⑤健康情報の定期提供 
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【実現に向けた取組】 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善 

◇ 健康づくり関係者が、地域の健康課題や生活習慣病に関する正しい知識をもって、一般住民へ

具体的な減塩手法や健康づくり支援ができるよう連絡会議や研修会を開催し、連携と人材育成を

推進していきます。 

◇ 事業所出前講座等により、働き盛り世代を中心に栄養・食生活改善、運動習慣の重要性に関す

る普及啓発をし、生活習慣の改善を一層推進していきます。 

◇ 特定給食施設が減塩を含む適切な栄養管理が行えるよう関係者のスキルアップを図ります。 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

◇ 関係機関・団体間で情報共有を図るための連絡会議を開催し地域・職域連携の下、脳血管疾患

を含む循環器病対策や糖尿病対策に取組むための体制の整備を図ります。 

◇ 健康づくり関係者が脳血管疾患を含む循環器病や糖尿病に関する正しい知識をもって、一般住

民へ健康づくり支援ができるよう研修会を開催し、人材育成を推進していきます。 

◇ 事業所出前講座等により、働き盛り世代を中心に栄養・食生活改善、運動習慣の重要性に関す

る普及啓発をし、生活習慣病対策を一層推進していきます。 

 

 (2) 社会環境の質の向上 

自然に健康になれる環境づくり及び誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

◇ 関係機関・団体間で情報共有を図るための連絡会議を開催し、地域の資源を有効に活用できる

よう協議し、地域全体で健康になれる体制の整備に取り組みます。 

◇ 健康づくりボランティア等を対象に関係者が共通の認識の下、最新の正しい知識をもって活動

できるよう研修会を開催し、人材育成を推進していきます。 

◇ 健康経営や受動喫煙対策に取り組む事業所を拡大します。 

◇ 「減塩及び野菜摂取量増加」の普及啓発や「減塩の総菜・弁当」を販売するスーパーマーケッ

ト、飲食店の拡大を図り、住民が健康づくりに取り組みやすい環境を整備します。 

 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

◇ 幼児期及び学齢期からの子どもの健やかな発育と望ましい生活習慣の形成に向け、関係機関・

団体で情報共有を図るための連絡会議を開催し連携を推進していきます。 

◇ 保護者や児童・生徒が口腔の衛生に関心を持ち実行できること、かかりつけ歯科医をもつこと、

定期的な歯科健康診査の受診等の啓発を推進していきます。 

◇ 親世代が属する職域等を対象に健康経営の取組の推進や出前講座等を実施します。 

② 高齢者 

◇ 医療・介護関係者による研修会等を開催し、在宅医療や介護に係る知識の習得や情報共有に取

組み、食からのフレイル対策に重点を置き、多職種連携の下、高齢者の健康づくりを推進してい

きます。 

③ 女性 

◇ 「若い女性のやせ」及び「妊娠中の喫煙及び妊婦の家族の喫煙」を減少させるため、次世代の

健康を育む観点で、地域・職域・学校保健と情報共有を図り、健康づくりを推進していきます。 
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４ 両磐保健医療圏 

 

 

両磐保健医療圏の位置             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】いわて健康データウェアハウス人口動態統計（R1-R3 の 3 年分の平均）※（ ）内は県全体の数値 

【重点的に取組む施策】 

 ・生活習慣病の発症及び重症化予防を推進するため、地域の関係機関同士の連携を図ります。 

 ・事業所や食品事業者等と連携し、住民が主体的に健康づくりに取り組める環境づくりを推進します。 

【現状と課題】 （○は現状 ●は課題） 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善 

○ 当圏域の働き盛り年代（40～64 歳）の肥満者（BMI25 以上）の割合は、男性 39.0％、女性 25.8％

（令和２年度）で、県平均（男 41.3％、女 26.4％）より低い状況にありますが、経年変化をみる

と増加傾向にあります。（図１） 

〇 運動やスポーツを習慣的に行う子ども（中学 1年生）の割合は、87.7％（令和元年度）で県平

均（77.5％）より高い状況にありますが、運動習慣のある成人の割合は働き盛り年代（40～64 歳）

では 15.2％と、県平均（17.4％）より低くなっています。（図２） 
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（図１）データ出典：NDB オープンデータ（全国・県・

両磐（H30～）、いわて健康データウェアハウス（両磐（～

H29）） 

（図２）データ出典：医療等ビッグデータ（４０歳以上）、

がん等疾病予防支援システム（中学１年生） 
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〇 現在習慣的にたばこを吸っている男性の割合は36.8％（令和２年度 40～74歳）で、県平均（38.3％）

と比較してやや低いものの、全国平均（32.5％）と比較して高い割合で推移しています。   

  女性の割合は 9.1％であり県平均（9.9％）、全国平均（9.7％）と比較しやや低いものの、経年変化

をみると増加傾向にあります。（図３） 

   

 

 

 

 

 

 

● 肥満は、生活習慣病のリスク要因である一方、高齢者の低栄養の課題もあることから、成人期

においては適正体重を維持することが重要です。 

● 運動習慣は、健康の保持・増進、体力の維持・向上が期待できることから、全ての年代で運動

習慣の定着を図る必要があります。 

● 喫煙は多くの生活習慣病に共通する危険因子であることから、健康へ及ぼす影響に関する正し

い知識の普及と受動喫煙を防ぐ取組が必要です。 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

○ 当圏域の脳血管疾患による年齢調整死亡率は減少傾向にあります（図５）が、直近３年の死亡

率は 108.8（人口 10 万対 令和元～３年の３年平均）であり県平均を下回ったものの、全国平均

（73.4）と比較し大きな差があります。（図６） 

  ○ 糖尿病は血糖値の管理が重要ですが、本圏域における HbA1ｃ8.0%以上の血糖コントロール不良

者の割合は、男性 0.8％、女性 0.7％（令和２年 40～74 歳）となっています。 

  ○ 当圏域の特定健康診査の受診率は 37.8％（令和２年度市町村国保）、特定保健指導の実施率は

17.8％であり、県平均（特定健診 42.5％、保健指導 29.4％）と比較していずれも低い状況です。 

  

 

 

 

 

 

 

● 脳血管疾患の発症リスクを高める高血圧、脂質異常症、糖尿病等のリスクを早期に発見し重症

化を防ぐため、特定健診の受診率及び特定保健指導の実施率向上を図る必要があります。また、

有所見者への受診勧奨及び適切な治療継続について働きかける必要があります。 

● 糖尿病は、血糖コントロールが不良な状態が長期に及ぶと重篤な合併症を引き起こすため、患

者の治療継続と良好な血糖コントロール維持を支援するため、関係機関の連携を図る必要があり

ます。 

 (2) 社会環境の質の向上 

① 自然に健康になれる環境づくり 

○ 健康経営に取り組む事業所（いわて健康経営認定事業所）は、本圏域では制度が開始された平

成 31年度は 10社でしたが、令和 5年度は 66 社が認定を受けています。（表１） 

（表１）いわて健康経営認定事業所登録事業所数 

年度 平成 31 年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

両磐 10 社 18 社 38 社 64 社 66 社 

県 138 社 264 社 352 社 516 社 591 社 

(図３) （図４）データ出典：NDB オープンデータ（全国・県・両磐（H30～）、いわて健康データウェアハウス（両磐（～H29）） 

（図５）データ出典：人口動態統計（S60モデル人口を用いて年齢調整死亡率

を算出/ 単年） 
（図 6）データ出典：人口動態統計（H27 モデル

人口を用いて年齢調整死亡率を算出/ ３年平均） 
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● 働き盛り年代の健康づくりを推進するため、事業所が主体的かつ積極的に従業員の健康保持・

増進に取組めるよう支援が必要です。 

② 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

○ 食料品販売店において「いわて減塩・適塩の日」の取組や、健康に配慮した食品の販売がされ

ています。栄養成分表示に取組む飲食店「外食栄養成分表示登録店」は、当圏域で 23 店舗登録さ

れています。 

○ 当圏域の特定給食施設への管理栄養士・栄養士の配置割合は 83.3％（令和４年度衛生行政報告

令）にとどまっています。 

● 住民の健康的な食選択を後押しできるよう、食料品販売店等における健康食生活に関する普及

啓発や栄養成分表示に取組む飲食店が増加するよう取組が必要です。 

● 特定給食施設等で適切な栄養管理が行われることで、利用者の健康の維持・増進が期待できる

ことから、栄養管理状況の定期的な把握と栄養指導員による指導が必要です。 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

○ 当圏域の肥満傾向（肥満度 20％以上）にある子どもの割合（令和３年度）は、小学生、中学生、

高校生とも県と比較しても高い傾向があり、全国との比較では大きな差があります。（図６） 

 

 

   

 

 

 

 

 

○ 当圏域の児童・生徒の朝食欠食率は、小学４年生では 2.1％（令和３年度）で、県（3.4％）と

比較して低くなっていますが、中学２年生では 16.3％（県 11.6％）、高校３年生では 21.9％（県

17.1％）と学年が上がるにつれて高くなり、また県平均との差も拡大しています。（データ出典：

健康データウェアハウス生活習慣病予防システム） 

○ また、むし歯のある子どもの割合は、１歳６か月児では 0.35％（令和３年度）県平均（0.97％） 

よりも低いものの、３歳児では 15.3％（県 13.7％）、12 歳児では 28.0％（県 25.5％）で、年代

が上がるにつれ、県平均よりも高くなっています。（データ出典：地域保健健康増進事業報告） 

● 引き続き、保育所・幼稚園・学校・家庭・地域の連携のもと、小児期からの望ましい生活習慣

の確立の重要性について啓発を図る必要があります。 

② 高齢者 

○ 当圏域の 75 歳以上で BMI20 未満の者の割合（令和元年度）は、男性で 11.4％、女性で 19.1％

と特に女性で２割近い者が低栄養傾向にあります。 

○ 当圏域の 75 歳以上で「何でも噛んで食べられる」と回答した者の割合（令和１年度）は、72.1％

であり、３割近い方が咀嚼に問題を抱えているものと推察されます。（データ出典：医療等ビッグ

データ利活用システム） 

● 高齢者の自立期間の延伸に向けて、関係機関が連携し、高齢期における口腔機能の維持・向上、

低栄養の予防、ロコモティブシンドローム予防等に取り組む必要があります。 

③ 女性 

○ 当圏域の女性の喫煙率は、県平均より低くなっていますが、この数年は増加傾向にあります。

妊娠中の喫煙率は横ばいで推移してきている一方で、妊婦と同居する家族の喫煙率は減少傾向に

あります。（図７） 

（図７）（図８）データ出典：令和３年学校保健統計調査（全国・県）、令和３年定期健康診断結果（両磐） 
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● 女性の喫煙及び受動喫煙は、女性ホルモンの低下に加え、動脈硬化のリスクを高め、発がんを

促進するため、若年期からの受動喫煙防止を含めた対策が必要です。 

● 特に妊娠中の喫煙は胎児や出生児の健康へ多大なる悪影響を及ぼすことから、妊婦喫煙及び妊

娠期の受動喫煙をなくすことが必要です。 

【実現に向けた取組】 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善 

◇ 健康教室や出前講座等で、適正体重の維持の重要性、望ましい食生活の実践、運動習慣の定着

等、生活習慣病予防に関する正しい知識の普及啓発を行います。 

◇ 喫煙の健康への影響に関する正しい知識の普及や禁煙外来の周知等による禁煙支援及びさら

なる受動喫煙防止を推進します。 

◇ むし歯や歯周病の予防等、生涯にわたり何でも噛んで食べられるよう口腔機能の維持・向上を

目指し、関係機関と連携し歯科保健対策を推進します。 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

◇ 健診受診による生活習慣病の早期発見と、健診受診後の要所見者への受診勧奨の徹底及び保健

指導により未治療や治療中断を防ぐ取組を推進します。 

◇ 糖尿病の重症化による合併症の予防に向けて、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの推進によ

り、関係機関の連携を図ります。 

◇ 特定健診・特定保健指導の実施率の向上に向けた取組を推進します。 

 (2) 社会環境の質の向上 

① 自然に健康になれる環境づくり 

◇ 事業所訪問や出前講座の実施により、事業所が行う健康経営の取組を支援し、働き盛り世代の

健康づくりを推進します。 

② 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

◇ 「いわて減塩・適塩の日」の取組や食品事業者向け研修会等により、健康に配慮した食品の販

売に取り組む食料品販売店や栄養成分表示を行う飲食店の拡大に向けた取組を推進します。 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

 ◇ 小児期からの肥満予防と健康的な生活習慣の確立のため、地域の関係機関と連携した取組の推

進と生活習慣病予防に関する知識の普及啓発を行います。 

◇ 特定給食施設指導により、児童福祉施設や学校等での適切な栄養管理に取り組む給食施設の増

加を推進します。 

② 高齢者 

◇ 関係機関・団体による通いの場の提供や地区活動により、低栄養予防や介護予防体操の普及啓

発等を行い、フレイル予防を推進します。 

◇ 高齢者が住み慣れた地域で自分らしく過ごせるよう、要介護高齢者の支援者を対象として研修

会等を開催し、支援者の資質の向上と多職種の連携を図ります。 

③ 女性 

◇ 女性特有の健康リスクについて広く理解を求めるため、正しい知識の普及啓発にとり組みます。 

（図９）（図 10）データ出典：健康データウェアハウス（妊娠届出時） 
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５ 気仙保健医療圏 

 

 

気仙保健医療圏の位置             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】いわて健康データウェアハウス人口動態統計（R1-R3 の 3 年分の平均）※（ ）内は県全体の数値 

【重点的に取組む施策】 

 ・ 体組成計等の健康機器を活用した体験型事業の充実と企業の健康経営支援により、若年期及び働く

世代の生活習慣改善を図ります。 

 ・ 糖尿病性腎症重症化予防対策連絡会を柱に医師会・歯科医師会・薬剤師会・行政の連携による継続

治療・歯周病治療・服薬指導・保健指導を徹底し、糖尿病など慢性疾患の重症化予防を図ります。 

 ・がん検診受診率向上、防煙教育、禁煙支援、受動喫煙防止の取組強化により、肺がんをはじめと 

するタバコが要因となる疾患の発症予防・重症化予防を図ります。 

【現状と課題】 （○は現状 ●は課題） 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善 

（栄養・食生活、身体活動・運動、睡眠・休養） 

〇 特定健康診査受診者の肥満者割合は増加傾向で、男女とも全国・県より高い状況です。(表 1-1) 

〇 20 歳から体重が 10kg 以上増加した割合は男女とも増加傾向で、女性は全国・県よりも高値と 

なっています。 

〇 就寝前２時間以内に夕食をとる者の割合は、男性で全国・県より高くなっています。(表 1-2) 

  〇 間食や甘い飲み物を毎日とる者の割合は、男女とも全国・県を大きく上回っています。(表 1-3) 

〇 運動習慣がある者※1の割合は増加傾向にありますが、男女とも県・全国より低くなっています。 

※1 運動習慣がある者＝１回 30分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上かつ１年以上継続している者 

〇 睡眠で休養がとれていない者の割合は減少傾向ですが、男女とも全国・県より高い状況です。 

● 食事・運動・睡眠の調和のとれた健康習慣を若年期から定着させる必要があります。 

● 身体活動・運動習慣の定着には、動機付けと継続のための情報提供・環境づくりが必要です。 

人
口
静
態 

総人口 58,015人 

区分 

0～14 歳 5,377 人 9.3 ％ （ 11.1 ％ ） 
15～64 歳 29,586 人 51.3 ％ （ 55.2 ％ ） 
65 歳以上 22,680 人 39.3 ％ （ 33.7 ％ ） 

不詳 373 人 ※不詳人口除きで割合算出 

人
口
動
態 

出生 
出生数 

出生率 
（人口千対） 

合計特殊 
出生率 

266 人 
4.6 1.35 

（ 5.5 ） （ 1.32 ） 

死亡 
死亡数 死亡率（人口千対） 

1,037 人 
17.9 

（ 14.5 ） 

乳児 
死亡 

乳児死亡数 乳児死亡率（人口千対） 

    0 人 
0.0 

（ 1.6 ） 

主要 
死因別 
死亡 

死亡数 

死亡率 
(人口 
10 万
対) 

年齢調整死亡率 
（人口 10 万対）  

上段:H27 ﾓﾃﾞﾙ 下段:S60 ﾓﾃﾞﾙ 

全年齢 65 歳未満 75 歳未満 

がん  270 人 
465.4 

305.5 
124.6 

64.6 
43.4 

140.9 
 78.3 

（373.6
） 

(289.6) 
(117.9) 

(61.7) 
(41.4) 

(133.8) 
( 74.2) 

心 
疾患 

 174 人 
299.9 

174.1 
 57.9 

25.3 
18.8 

47.4 
28.7 

（233.9
） 

(164.6) 
( 53.0) 

(22.9) 
(16.2) 

(44.6) 
(26.1) 

脳血管 
疾患 

 119 人 
205.7 

121.3 
 42.4 

20.3 
15.4 

36.1 
22.5 

（156.3
） 

(111.8) 
( 37.8) 

(17.6) 
(12.3) 

(32.8) 
(19.2) 

気仙保健医療圏 

奥州市 

金ケ崎町 

 

大船渡市 

陸前高田市 

住田町 

(表 1-4) 

(表 1-5) 
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● ワーク・ライフ・バランス（労働者の心身の健康確保や仕事と生活の調和）に取り組む企業を増

やすことが必要です。 

 （喫煙・飲酒） 

〇 日本酒２合相当以上飲酒する割合は、男女とも全国・県を大きく上回っています。（表 1-6） 

〇 喫煙習慣者の割合は、男性が依然として県内保健医療圏で最も高い状況が続いています。（表 1-7） 

● 適正飲酒及び受動喫煙防止・禁煙支援の対策を一層進めることが必要です。 

 （口腔の健康づくり） 

〇 むし歯がある３歳児及び 12 歳児の割合は減少傾向にあるものの、依然として県を大きく上回 

っています。（表 2） 

〇 食事で噛みにくい・殆ど噛めない者の割合は、男女とも県より高くなっています。（表 1-8） 

● 妊娠期・乳幼児期から高齢期まで、切れ目のない口腔の健康づくりを推進する必要があります。 

● 特に歯周病は糖尿病等慢性疾患と密接に関係することについて、普及啓発の強化が必要です。 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防（がん、脳卒中、心疾患） 

〇 全がんの年齢調整死亡率は、全年齢・65歳未満ともに県より高く、特に肺がん・子宮がんは県 

内保健医療圏中で最も高くなっています。（表３） 

○ ※データ入手後追記 市町村実施のがん検診受診率は、肺〇…と、 

いずれも県を下回っています。（表４） 

○ 脳血管疾患及び心疾患の年齢調整死亡率は、全年齢・65歳未満ともに県より高くなっています。

（表３） 

〇 糖尿病粗死亡率は全国値の約２倍で、糖尿病の医療費割合も男女とも県・全国を上回り、40～ 

59 歳の世代で突出して高くなっています。（表５） 

〇 血糖リスク保有者※割合も男女とも県より高く、特に女性は 40歳代から高くなっています。 

（表 1-9） ※血糖リスク保有者＝空腹時血糖 100 以上又は HbA1c5.6％以上又は薬剤治療を受けている者 

〇 血圧リスク保有者※割合は大きく増加しており、男女とも 40歳代から全国・県より高くなって

います。（表 1-10） ※血圧リスク保有者＝収縮時血圧 130 以上又は拡張期血圧 85 以上又は薬剤治療を受けている者 

〇 特定健診（国保）受診率は、令和２年度で県と比較し男性 37.2％とやや低く、女性 47.6％とや

や高値となっています。 

● がん発症と喫煙・飲酒に関する普及啓発や、がん検診受診率向上の一層の取組が必要です。 

● 循環器病の発症予防には、食生活・身体活動・喫煙・飲酒等の生活習慣改善と合わせ、血圧管 

理も若年期から取り組む必要があります。 

● 糖尿病等慢性疾患の重症化予防には、有所見者への保健指導を徹底し、未受診者や治療中断者 

者を医療に繋げ、治療を継続させる取組が必要です。 

(2) 社会環境の質の向上 

① 自然に健康になれる環境づくり  ② 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

〇 健康経営に積極的に取組む「いわて健康経営認定事業所」登録数は年々増加しており、令和４

年度は 67事業所（県 516 事業所）で、県登録数の 13.0％となっています。 

○● 給食施設で食塩を上限値の範囲内で提供している割合は 18.6％にとどまっており、美味しく

自然に健康的な食事がとれる給食提供の工夫が必要です 

〇● 経済的理由により食事が十分にとれない子どもがいる世帯や、食料入手が困難な高齢世帯等

への支援の必要性が高まっています。 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

〇 肥満傾向児の割合は、中学生は令和４年で 16.3％と県（13.5％）より高く、小学生・高校生で

は県より低い又は同程度となっています。 

〇 「身体活動が１日１時間未満」の割合は、中学生高校生ともに県より高くなっています。（表 6-1） 
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〇 「週２回以上朝食を抜く」割合は、高校生で約５人に１人と県より高くなっています。（表 6-2） 

〇 「睡眠時間が８時間未満」の割合は、小学生・中学生で県より高値となっています。（表 6-3） 

● 保護者も含めた生活習慣・生活リズム全体を整える働きかけが必要です。 

② 高齢者（生活機能の維持・向上） 

〇 気仙地域の高齢化率は県を大きく上回り、高齢者世帯も増加しています。（冒頭人口静態表） 

○ ※調査中 70 歳以上のやせの割合は、・・・・・・（表 7-1） 

〇 「歩く速度が遅い」「食事が噛みにくい」割合も、男女とも全国・県より高値です。(表 7-1) 

● 栄養と口腔ケア、身体活動、社会参加を柱としたフレイル予防に取組む必要があります。 

● 骨粗鬆症の予防及び筋肉量維持・適正体重維持の取組を進める必要があります。 

③ 女性       

〇 妊婦の飲酒割合は減少傾向で、県と同程度となっています。（表８） 

〇 妊婦本人の喫煙は県より低値ですが、同居家族の喫煙割合は県より高くなっています。(表８) 

● 妊婦本人のみならず、家庭内や職場での受動喫煙もなくす必要があります。 

(4) 東日本大震災津波の経験を踏まえた健康づくり 

〇 「心身が健康と感じる」「社会とつながりを感じる」割合のどちらも、沿岸広域振興圏では低く

なっています。(表９) 

● 食生活・身体活動・社会活動を柱とした心身の健康づくりを強く推し進めることが必要です。 

【実現に向けた取組】 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善の推進（栄養・食生活、身体活動・運動、飲酒・喫煙、口腔の健康づくり） 

◇ 体組成計等の健康機器を活用した体験型事業により、働く世代の生活習慣改善を図ります。 

◇ 働く世代への適正飲酒や家庭における受動喫煙防止・禁煙支援の働きかけを強化します。 

◇ 歯科医師会と連携し、事業所研修会等を活用した歯周病予防の働きかけを強化します。 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

◇ がん検診を受診しやすい環境整備・精密検査の受診勧奨に一層取り組みます。 

◇ 血圧測定講座など、血圧管理と生活習慣改善に関するより実践的な普及啓発に取り組みます。 

◇ 糖尿病性腎症重症化予防連絡会における医師会・歯科医師会・薬剤師会・行政の連携を一層推 

 進し、継続治療、歯周病治療、服薬指導、保健指導等による患者の血糖管理支援を強化します。 

③ 生活機能の維持・向上 

◇ 体組成計を活用し、歩行等の運動機能維持のための食生活と運動等の普及啓発を進めます。 

(2) 社会環境の質の向上 

① 自然に健康になれる環境づくり ② 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

◇ 研修会や情報誌により健康経営のメリットを周知し、健康経営に取り組む企業を増やします。 

◇ 給食施設従事者の研修や外食栄養成分表示店の拡充、健康に配慮した店舗づくりなどを通 

し、利用者が健康づくりを実践しやすい環境づくりに一層取り組みます。 

◇ 子ども食堂や高齢者配食・買い物サービス等実施主体への栄養的配慮の助言を通じ、誰でも健 

康を維持できる食事がとれる環境づくりを支援します。 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

◇ 学校等関係者との課題共有・取組検討の機会を増やし、連携を図りながら、体組成計・歩数計 

等を活用した実践的な生活習慣改善講座や保健指導などの取組を実施します 

② 高齢者 

◇ 体組成計等の健康機器活用による介護予防事業等の効果的実施・評価を進めるとともに、歯科 

医師会等と連携した口腔機能維持のための普及啓発に取り組みます。 

 ③ 女性 
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◇ 学校及び母子保健関係者との課題共有を図るとともに、思春期出前講座等を活用した若年期か

らの飲酒・喫煙防止の普及啓発に一層取り組みます。 

 (4) 東日本大震災津波の経験を踏まえた健康づくり 

◇ 体組成計等の健康機器を活用した実践的・効果的な健康体力づくり事業を展開するとともに、 

孤立を感じさせない「はまって（集まって）かだる（語る）」を取り入れた「はまってけらいん  

かだってけらいん運動」を今後も推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

͓ ‰ χϞδƋיּ ⱧƋ֫(⁯ ʾ70-74⅞) (̋ ) 
   Ḛ  ᾉ ⁯ 

1 
Ϟδχ 

ᶤ› 

    

    

2 
ϢϤ 

Ψ Μ 

 52.0 51.4 47.6 

 51.8 50.7 48.3 

3 
ᶺϙτΨΜƋᶺ

ϛσΜ 

 27.6 22.4 24.8 

 27.7 20.7 21.4 

出典：健康国保課まとめ「ﾃﾞｰﾀで見る市町村の健康課題 

͕ χὲῴʾּזᵓρχνσΥϤ (̋ ) 
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ᵓρχνσΥזּ
ϤϬḇαϥ 
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ᾉ 35.2 37.7 37.2 

出典：「県の施策に関する県民意識調査」結果 
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   H30 R͍  R͎  
R2

ᾉ 

R2

⁯ 

1 

 יּ

(BMI25ӟ

) 

 
37.6 40.4 39.3 38.1 34.1 

 
28.5 29.3 29.1 28.2 22.5 

2 
2́

ӟ χ  

 

27.3 25.5 25.9 25.1 20.3 

 

14.7 14.5 14.3 15.8 10.7 

3 

ḧ ϞḖ

ΜԐ Ϭ

 

 15.7 15.3 15.0 12.1 13.7 

 

28.9 28.9 29.7 24.0 25.9 

4 
֫ Ḉ 

ΥΚϥ 

 

29.4 29.0 32.4 41.7 43.8 

 

25.5 25.3 26.7 36.2 38.5 

5 

πẈ

ΥρϦοΜ

σΜ 

 

23.0 22.4 22.1 20.4 21.5 

 

26.8 27.0 25.7 24.1 25.4 

6 
Ԑ ψ 

͎›ӟ  

 

27.6 28.5 27.7 21.5 18.8 

 

2.9 5.9 5.2 3.9 3.4 

7 
ṹנ Ḉ 

ΚϤ 

 

29.2 29.2 28.4 23.1 21.7 

 

4.6 4.5 4.2 4.8 5.6 

8 

ⱧΥᶺϙτ

ΨΜƋᶺϛσ

Μ 

 

26.2 26.0 26.8 21.8 22.7 

 

24.1 24.2 25.5 19.7 19.2 

9 

Ὤ зІ

ϼ 

 יּ

 

51.4 46.9 50.5 48.1 51.3 

 

51.2 45.7 48.7 41.7 39.1 

10 

ὬӊзІ

ϼ 

 יּ

 

71.0 71.8 76.5 74.2 71.6 

 

61.5 59.9 66.3 64.7 61.3 

出典：健康国保課まとめ「ﾃﾞｰﾀで見る市町村の健康課題」 

 

͎ Ϛΰⱦ χᶤ›ˢR1-R3יּ ỡˣ     ˢ̋ˣ 

  ṓ  ᾉ ⁯ 

1 ͏⅞ⱪ 18.9 15.3  

2 12⅞ⱪ 47.3 26.2  

出典：健康国保課まとめ「健康いわて 21 プラン(第３次)圏域評価に係るデータ」 

͏ Υϭʾ ḕṀ χ ♂ ˢR1-R3 ỡˣ 

Ḇ Ỹכ    ṓ  ᾉ 

1 

Υ

ϭ 

 

Υϭ 
 124.6 117.9 

65⅞  43.4 41.4 

2 Υϭ 
 27.9 20.6 

65⅞  6.5 4.7 

3 
◓ẋΥϭ 

 

 8.5 6.3 

65⅞  8.6 4.7 

4 

ḕ

Ṁ 

ὬḚ 

 Ḇכ

  121.3 111.8 

65⅞  20.3 17.6 

 Ḇכ 5
  174.1 164.6 

65⅞  25.3 22.9 

出典：健康国保課まとめ「健康いわて 21 プラン(第３次)圏域評価に係るデータ」 

 
͐ Υϭᾁ ˢR1-R3 ỡˣ(̋ )̞ ᾉπ ὓ  

  ṓ  ᾉ ⁯ 

1 Υϭ    

2 Υϭ    

3 ӴΥϭ    

4 Υϭ    

5 ◓ẋΥϭ    

出典：健康国保課まとめ「健康いわて 21 プラン(第３次)圏域評価に係るデータ」 

 
͑ χ ♂ ρӺ ᶤ› 

   ṓ  ᾉ ⁯ 

1 
♂  

(͝ 29-R1 ỡ) 

 28.5 29.3 13.0 

 19.5 13.6 10.0 

2 
ᶨ Ḉ  

Ӻ ᶤ› 
(R2) 

 41.1 40.1 37.7 

 41.0 35.8 33.7 

出典：健康国保課まとめ「ﾃﾞｰﾀで見る市町村の健康課題」 

͒ ⱪ χ ᶨ Ḉ          (̋ ) 

   R2 R3 ͧ4 R͐ ᾉ 

1 

ỘƋ ᶨӟᵰχ 

ᶨ  

1́  

ᶘ  39.3 40.1 41.7 36.6 

‰   54.6 48.4 44.4 40.2 

2 

2ᴗ  

ӟ χ 

ὧ  

ᶘ  3.2 2.6 2.6 3.1 

ᶘ  9.5 7.1 10.5 10.0 

‰   12.7 21.8 21.5 17.1 

3 
Ⱳḧ 

8́  

ᶘ  8.4 6.3 7.4 5.0 

ᶘ  54.1 61.4 58.1 52.2 

‰   93.5 92.9 85.9 89.9 

出典：環境保健研究センター「いわて健康データウエアハウス」 

 

͔ χԐ ʾṹנ        (̋ ) 

 R2 R3 ͧ4 R͐ ᾉ 

˙ⱲˑԐ  2.4 2.3 1.0 1.0 

ṹנ ḈΚϤ 0.8 2.8 1.0 1.4 

ᴪ Υṹ40.3 42.1 48.1 48.8 נ 

出典：環境保健研究センター「いわて健康データウエアハウス」 

 

 

※県に依頼予定 
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６ 釜石保健医療圏 

 

 

釜石保健医療圏の位置             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】いわて健康データウェアハウス人口動態統計（R1-R3 の 3 年分の平均）※（ ）内は県全体の数値 

【重点的に取組む施策】 

 ・釜石医療圏では、健康データ数値の見える教材を活用した体験型の講座により健康的な生活習慣

の定着を図ります。 

 ・健康づくりが実践しやすい環境整備を推進し、地域の健康づくりについての機運を高めます。 

・地域の多様な取組みで住民の健康づくりを支援するため地域や関係機関・団体と連携を強化します。 

【現状と課題】 （○は現状 ●は課題） 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善（肥満、朝食欠食、運動習慣、たばこ、睡眠） 

○ 特定健康診査受診者（40～74 歳）の肥満者割合は増加傾向にあり、令和３年度は男性の約２人

に１人、女性の約３人に１人が肥満者となっています。（医療等ビッグデータ） 

○ 特定健康診査受診者のうち、40代男性の約３割、女性の２割は朝食欠食の傾向があり、40代男

性の約８割、40 代女性の約９割は運動習慣がない状況です。（令和３年度医療等ビッグデータ） 

○ また、たばこを習慣的に吸っている者の割合は 男性 32.5％(県 30.4％)、女性 11.9％（県 9.3％）、

睡眠で十分な休養がとれていない者の割合は男性 39.3％（県 31.2％）、女性 39.4％（33.9％）と

いずれも県平均より高くなっています。（令和３年度医療等ビッグデータ） 
 

■ 令和３年度特定健康診査データ_医療等ビッグデータ  （ ）は県の数値 

人
口
静
態 

総人口 43,433人 

区分 

0～14 歳 4,109 人 9.5 ％ （ 11.1 ％ ） 
15～64 歳 22,125 人 51.2 ％ （ 55.2 ％ ） 
65 歳以上 16,993 人 39.3 ％ （ 33.7 ％ ） 

不詳 207 人 ※不詳人口除きで割合算出 

人
口
動
態 

出生 
出生数 

出生率 
（人口千対） 

合計特殊 
出生率 

201 人 
4.6 1.32 

（ 5.5 ） （ 1.32 ） 

死亡 
死亡数 死亡率（人口千対） 

836 人 
19.2 

（ 14.5 ） 

乳児 
死亡 

乳児死亡数 乳児死亡率（人口千対） 

    1 人 
3.3 

（ 1.6 ） 

主要 
死因別 
死亡 

死亡
数 

死亡率 
(人口 
10 万対) 

年齢調整死亡率 
（人口 10 万対）  

上段:H27 ﾓﾃﾞﾙ 下段:S60 ﾓﾃﾞﾙ 

全年齢 65 歳未満 75 歳未満 

がん  216 人 
498.1 

332.4 
132.9 

72.5 
45.6 

150.8 
 81.7 

（373.6） 
(289.6) 
(117.9) 

(61.7) 
(41.4) 

(133.8) 
( 74.2) 

心 
疾患 

124 人 
284.7 

177.7 
 58.8 

31.5 
21.8 

52.5 
31.7 

（233.9） 
(164.6) 
( 53.0) 

(22.9) 
(16.2) 

(44.6) 
(26.1) 

脳血管 
疾患 

104 人 
238.7 

149.7 
 50.3 

22.2 
15.0 

44.7 
25.2 

（156.3） 
(111.8) 
( 37.8) 

(17.6) 
(12.3) 

(32.8) 
(19.2) 

 
肥満者 

※BMI25 以上 
朝食欠食者 運動習慣ある者 

睡眠で十分な休養

がとれている者 
喫煙者 

男性 45.0（39.6） 16.7（17.5） 23.6（24.4） 60.7（68.8） 32.5（30.4） 

女性 30.7（27.7） 10.7（9.6） 22.7（21.4） 60.6（66.1） 11.9（9.3） 

釜石保健医療圏 

奥州市 

金ケ崎町 

 

釜石市 

大槌町 
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● 生活習慣病のリスクとなる項目がいずれも県平均より高く、若年層ほど目標値と乖離があるこ

とから働く世代の健康的な生活習慣に向けた行動変容を促す取り組みを強化することが必要で

す。 

 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

○ 75 歳未満の全がん年齢調整死亡率、脳血管疾患及び心疾患年齢調整死亡率は、平成 28 年と比

べると減少が見られたものの、依然として県平均より高く、乖離が広がっています。 
 

■ 年齢調整死亡率 R1- 3 10  S60 _  （ ）は県の数値 

 

○ 令和２年市区町村別平均寿命を見ると管内市町は、男性は県内ワースト１・２ 女性は県内ワ

ースト２・３と早世の傾向にあります。（厚生労働省令和２年市区町村別平均寿命） 

○ 令和３年度の人工透析患者数は140人と横ばいの状況です。人工透析導入原因の第１位（46.9％）

が糖尿病性腎症となっています。（健康国保課人工透析実施状況調査） 

● 脳血管疾患、心疾患の発症リスクを高める高血圧、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンド

ロームの該当者及び予備群を特定健診で早期に発見し、健康的な生活習慣の実践につなげる特定

保健指導に強化して取り組む必要があります。 

● 糖尿病の重症化を予防するため、特定健康診査により糖尿病要治療となった者に対する医療機

関への受診勧奨を行うとともに、治療中断者に治療継続を促す取組みの強化や特定保健指導を徹

底していくことが必要です。 

③ 生活機能の維持・向上 

 ● 高齢化に伴い、骨粗鬆症やロコモティブシンドロームの増加が懸念されることから、一層の普

及啓発が必要です。 

 (2) 社会環境の質の向上 

 ①社会とのつながり・心の健康の維持及び向上 

〇 自殺者数（R3：16.6（人口 10万対））は、平成 28年 18.7 より減少しています。（人口動態統計） 

● メンタルヘルスケアや孤立防止等の、継続的な取組が必要です。 

● 多くの住民（特に独居高齢者）が、住居移動等により地域のつながりを作ることが難しい状況

にありますが、就労、ボランティア、通いの場といった居場所づくり・社会参加は健康に影響す

ることから、ソーシャルキャピタルの醸成を促すことが必要です。 

②自然に健康になれる環境づくり・誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

○ 当圏域では、健康経営に取組む事業所は令和４年度 31 事業所、外食に栄養成分を表示する飲

食店は令和４年度 65 店舗と増加しています。 

○ 食品販売店に健康情報の設置、簡単に野菜が摂取できるレシピを配架するなど健康づくりを実

践しやすい食環境の整備を進めています。 

● 健康経営に取組む事業所や外食栄養成分登録店を拡大するなど健康づくりを実践しやすい環

境を整備し、健康づくりの機運を高める必要があります。 

● 住民が健康づくりを実践しやすい環境を整えるためには、企業の労働環境、健康に配慮した食

の開発・提供、運動環境整備等、企業や民間施設、関係団体による多岐にわたる取組が必要です。 

 

 全がん 脳血管疾患 心疾患 

年齢調整死亡率 81.7（74.2） 
※75 歳未満年齢調整死亡率 

50.3（37.8） 58.8（45.2） 

65 歳未満 72.5（61.7） 15.0（12.3） 21.8（16.2） 
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 (3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

○ 小学５年生、高校２年生の肥満者割合は、増加傾向にあります。（県教育委員会定期健康診断結果） 

○ 12 歳児のむし歯有病率は、27.0％と県平均 22.2％より高くなっています。（令和４年県教育委員

会定期健康診断結果） 

■ 肥満傾向児及びむし歯有病者率_学校定期健康診断結果、地域保健・健康増進事業報告 地域編 

 

● 保育所・幼稚園・学校・家庭・地域との密接な連携のもと、十分な睡眠、バランスの摂れた食

事、食後の歯磨き、適切な運動など規則正しい生活リズムの確立に向けた普及啓発が必要です。 

② 高齢者・生活機能の維持・向上 

○ 当圏域は県内でも高齢化率が高く、令和４年度は 40.3％と約２人に１人が 65 歳以上となって

います。（人口動態統計） 

○ 食事をかんで食べる時、何でも食べることができる者の割合は男性 61.3％（県 73.3％）、女性

66.6％（県 76.8％）と男女ともに県平均より低くなっています。（令和２年度医療等ビッグデータ） 

〇 後期高齢者健診結果（R元）における低栄養傾向リスク（BMI20 以下）保有者の割合は、県平均

を 100 とした場合、釜石市 95.4、大槌町 79.1 となっています。 

● 自立した生活を維持するため、関係者との連携により高齢者の低栄養・フレイル予防の推進が

必要です。 

③ 女性 

○ 高校３年生女子の「やせ」「やせすぎ」の者の割合は、県平均より高く、年々増加傾向にありま

す。（定期健康診断） 

〇 生活習慣病（ＮＣＤs）のリスクを高める量を飲酒している女性の割合（12.2％）は、県平均

（13.6％）を下回っていますが、増加傾向にあります。（医療等ビッグデータ）また、妊婦の喫煙率

は 1.2%であり、県平均 1.4％を下回っていますが、妊婦の同居家族でたばこを吸っている人がい

る者の割合は 48.9％と県平均 40.3％を上回っています。（R4 年いわて健康データウエアハウス） 

● 若年女性におけるやせは、排卵障害や女性ホルモンの分泌低下、骨量減少と関連する報告があ

り、将来的な健康状態にも大きく影響を与えることから、若年期からの対策が必要です。 

● 妊婦の健康がこどもの健康にも影響することから、妊婦の飲酒、喫煙及び受動喫煙を防止する

一層の普及啓発が必要です。 

(4) 東日本大震災津波の経験を踏まえた健康づくり 

○ 被災地である当圏域では、高齢化による身体機能や体力の低下、疾病リスクの増加による心身

の疲労など、健康面での課題が生じています。また、時間の経過とともに相談内容は複雑化・多

様化し、こころのケアのニーズは高く、継続的なこころのケア活動が求められています。 

○ 保健活動に携わる行政職員の多くは、東日本大震災津波後に採用されており、災害時の活動経

験がありません。東日本大震災津波での保健活動を伝承していく必要があります。 

● 災害保健活動の初動活動体制や避難所が長期化した場合を想定した栄養・食支援体制のマニュ

アルを備えておくなど災害時の住民の健康確保について平時から検討しておき、関係者同士の顔

の見える関係を作っておくことが重要です。 

 

肥満傾向児 むし歯有病者率 

小学５年生 中学２年生 高校２年生 ３歳 １２歳 

16.35（15.51） 12.14（13.36） 16.67（12.44） 13.2（13.7） 27.0（22.3） 
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【実現に向けた取組】 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善 

◇ 体組成計、血管年齢計、歩数計、アルコールに対する体質判定などの「見える」教材を活用し

た体験型の講座やキャンペーンにより健康的な生活習慣の定着を図ります。 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

◇ 効果的な指導により住民の健康づくりを支援する人材育成を進めるとともに、出前講座、特定

保健指導等を充実させ、予防啓発、重症化予防に努めます。また、未受診者・未治療者への受診

勧奨を強化します。 

(2) 社会環境の質の向上 

①社会とのつながり・心の健康の維持及び向上 

◇「釜石地域自殺対策アクションプラン」に基づき、関係機関と連携した包括的な自殺対策に引き続

き取り組みます。 

② 自然に健康になれる環境づくり・誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

◇ 外食栄養成分表示の推進、食品事業者と連携した食品売り場への健康情報設置、体験型キ 

ャンペーン活動の開催、運動促進アプリの紹介など、健康に関心が薄い者も健康情報を自然と目

にする機会を増やし、無理なく健康的な行動をとることを支援する取組みを積極的に行います。 

◇ 企業訪問・出前講座等で、健康経営の取組みを働きかけるなど企業の自発的な健康づくりの取

組みを支援します。 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

◇ 連絡会等の開催により保育所等・学校・地域との連携・情報共有を強化し、出前講座、保健指

導、家庭通信等により幼児期からの良好な生活習慣確立のための取組みを強化します。 

② 高齢者・生活機能の維持・向上 

◇ 体組成計や血管年齢計、歩数計等の教材を活用した講座、介護予防体操の啓発により高齢者の

フレイル・ロコモティブシンドローム予防・健康体力づくりを促進します。 

③ 女性 

◇ 関係者で課題を共有し、若年女性のやせや妊婦の健康など女性特有の疾患について普及啓発を

図ります。 

(4) 東日本大震災津波の経験を踏まえた健康づくり 

◇ 被災地である住民の心身の健康を守るため、健康管理機器を活用した健康体力づくりの支援や

こころのケアなどに継続的に取り組みます。 

◇ 健康危機発生時に円滑に住民の健康で衛生的な生活を確保する支援活動ができるよう、平時か

ら関係機関との連携体制の強化を図ります。 
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７ 宮古保健医療圏 

 

 

宮古保健医療圏の位置             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】いわて健康データウェアハウス人口動態統計（R1-R3 の 3 年分の平均）※（ ）内は県全体の数値 

【重点的に取組む施策】 

 ・適正体重を維持している者の増加に向けて、関係機関が連携して生活習慣の改善に取り組む 

 ・喫煙者の減少、受動喫煙対策の推進 

【現状と課題】 （○は現状 ●は課題） 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

  〇 宮古地域におけるメタボリックシンドローム該当者、BMI25 以上の者、血圧リスクありの者の

割合は、健康いわて 21プラン（第２次）の中間評価と比較して、増加傾向である。 

  〇 喫煙習慣者の割合は、健康いわて 21 プラン（第２次）の中間評価と比較して、ほぼ横ばいで 

あるが、女性ではやや増加している。 

  〇 12 歳時点でのう歯有病率が県と比較して高い。 
 

   ể ṇ ṕ ṧ Ṗ ṙṾṚ 

 H27-H29 H28-H30 H29-R1 

 41.2 43.0 44.1 

 15.7 16.7 16.9 
ךּ               ṇ ḱ ṇ  

טּצּ 2 ṙṾṚ 

 H27-H29 H28-H30 H29-R1 

 63.1 64.2 65.3 

 51.8 52.7 53.5 
ךּ                  ṇ ḱ ṇ  

人
口
静
態 

総人口 76,775人 

区分 

0～14 歳 7,417 人 9.7 ％ （ 11.1 ％ ） 
15～64 歳 39,048 人 51.1 ％ （ 55.2 ％ ） 
65 歳以上 29,993 人 39.2 ％ （ 33.7 ％ ） 

不詳 318 人 ※不詳人口除きで割合算出 

人
口
動
態 

出生 
出生数 

出生率 
（人口千対） 

合計特殊 
出生率 

382 人 
5.0 1.46 

（ 5.5 ） （ 1.32 ） 

死亡 
死亡数 死亡率（人口千対） 

1,395 人 
18.2 

（ 14.5 ） 

乳児 
死亡 

乳児死亡数 乳児死亡率（人口千対） 

    1 人 
1.7 

（ 1.6 ） 

主要 
死因別 
死亡 

死亡数 
死亡率 
(人口 
10 万対) 

年齢調整死亡率 
（人口 10 万対）  

上段:H27 ﾓﾃﾞﾙ 下段:S60 ﾓﾃﾞﾙ 

全年齢 65 歳未満 75 歳未満 

がん 
 338
人 

440.2 
297.9 
121.7 

64.2 
42.4 

143.3 
 78.7 

（373.6
） 

(289.6) 
(117.9) 

(61.7) 
(41.4) 

(133.8) 
( 74.2) 

心 
疾患 

 250
人 

325.6 
205.2 
 70.3 

36.6 
25.1 

67.5 
39.3 

（233.9
） 

(164.6) 
( 53.0) 

(22.9) 
(16.2) 

(44.6) 
(26.1) 

脳血管 
疾患 

 131
人 

170.2 
106.4 
 35.8 

17.3 
11.7 

31.2 
18.1 

（156.3
） 

(111.8) 
( 37.8) 

(17.6) 
(12.3) 

(32.8) 
(19.2) 

宮古保健医療圏 

奥州市 

金ケ崎町 

 

宮古市 

山田町 

岩泉町 

田野畑村 
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   ễ ּט ṙṾṚ 

 H27-H29 H28-H30 H2-R1 

 39.2 39.3 39.3 

 8.2 8.4 8.7 

ךּ ṇ , ṇ  

  Ệ ּל ṕ ṧ Ṗ ṙṾṚ 

R1-R3  ể Ỉּפ  ễ  12  

 1.09 15.3 26.2 

 0.89 15.2 35.4 

   ḱ ḭ צּ  

● 若年者や働く世代に対する栄養、運動、飲酒、喫煙等の生活習慣改善への働きかけ 

● さまざまな機関と連携した効果的な取組の実施 

● 成人歯科検診や定期歯科検診の受診率向上 
 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

 〇 全がんの年齢調整死亡率が県より高く、部位別では、肺がん・大腸がん・乳がんの年齢調整 

死亡率が高い。また、各種がん検診受診率が減少傾向にあり、県よりも受診率が低い。 

〇 心疾患の年齢調整死亡率は、県と比較して高い。また、脳血管疾患の年齢調整死亡率は、県と

比較するとやや低いものの標準化死亡比が 100 を超えている状況が続いている。 
 

   ệ ּצ 75 ṕH27 ṖṙṾṚ 

R1-R3 צּ  צּ  צּ  צּ   

 133.8 Ṿ 24.7 Ṿ 21.9 Ṿ 18.0 Ṿ 

 143.3 Ṿ 28.2 Ṿ 28.3 Ṿ 20.2 Ṿ 

ךּ ṇ  

 Ỉ ּצ ṙṾṚ 

H29-R3 צּ  צּ  צּ  צּ  צּ   

 13.5Ṿ 11.9 11.9 24.8 18.4 

 10.2Ṿ 9.2 10.7 23.7 15.4 

ḱ  

  ỉ  

 29  30  R  R2  Rễ  

 131.4 165.2 161.3 125.0 145.6 

ךּ ṇ  

● 働く世代の健診および検診の受診率向上。 

● 要所見者の受診や行動変容。 

 

(2) 社会環境の質の向上 

① 社会とのつながり・心の健康の維持及び向上 

○ 自殺死亡率（人口 10万人対）は、県と比較して男女ともに高い傾向にある。 

 Ị ṕ 10 ṖṙṾṚ 

H29-R3     

 19.8 28.3 11.9 

 21.5 30.9 12.4 

ךּ ṇ  
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● 地域において、こころのサポートができる人の増加 

● 学校や事業所におけるこころの健康維持・向上 
 

② 自然に健康になれる環境づくり 

● スーパーマーケットや飲食店等食関連事業者と連携した食環境整備 

● 受動喫煙対策の推進 
 

③ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

○ いわて健康経営認定事業所の数が少ない。 

● 事業所における健康経営の推進 

 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

○ こどもの肥満・やせの割合が、県より高い。やせの割合が増加傾向。 

〇 朝食をほとんど毎日食べる割合が県より低く、週４日以上朝食を食べない子どもの割合が、県

と比較して高い。また、年齢が上がるほど朝食を食べない割合が増える。 
 

ị 20Ṿ ṙṾṚ 

H30-R4     

 11.4 12.5 12.7 

 13.5 15.0 15.1 
 

10 ṙṾṚ 

H30-R4     

 97.0  90.9  83.8  

 96.4  90.1  83.0  
 

● 検診有所見者の未受診が多く、治療率が低い。行動変容につながらない。 

● スクールバスの導入等、環境の変化による運動機会の減少 

● 飲酒や喫煙に関する普及啓発の実施 
 

② 高齢者 

 ● 低栄養や運動不足によるフレイルやロコモティブシンドロームの予防 
 

③ 女性 

○ 妊娠中の本人および家族の喫煙率が、減少傾向にあるものの県より高い。 

ףּ 11 כֿ ךּ ṙṾṚ 

H30-R4    

 1.5  43.3  

 2.3  49.1  
がん等疾病予防支援システム 

 

(4) 東日本大震災津波の経験を踏まえた健康づくり 

○ 行政をはじめとした各団体において、心身の両面から被災者の健康づくりに取り組んでいる。 

 



第６章 保健医療圏別計画 ７ 宮古保健医療圏 

131 

【実現に向けた取組】 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善 

 ◇ 適正体重を維持している者の増加に向けて、関係機関が連携して生活習慣の改善に取り組む。 

 ◇ 喫煙は、生活習慣病の主要な危険因子であることから、普及啓発や保健指導を通じて禁煙の推

進に取り組む。 
 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

 ◇ がん検診受診率、特定健康診査受診率の向上に向けて、普及啓発や受診勧奨、受診しやすい環

境整備などを推進する。 

 ◇ 健診や検診における有所見者が、医療や保健サービスに適切に結びつくような取組を推進する。 

 

 (2) 社会環境の質の向上 

① 社会とのつながり・心の健康の維持及び向上 

 ◇ 「第４期宮古地域自殺対策アクションプラン（令和５年度作成予定）」および市町村自殺対策計

画に基づき、継続して取組を進めていく。 
 

② 自然に健康になれる環境づくり 

◇ 健康に関心が薄い者も自然と健康的な食選択ができるよう、スーパーマーケットや、飲食店等

の食品関連事業者と連携し食環境整備を推進する。 

◇ たばこを吸わない人がたばこによる影響を受けることがないよう、事業所や飲食店における受

動喫煙対策を推進する。 
 

③ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

◇ 健康経営に取り組む事業所の増加に向けて、さまざまな方面からの働きかけを行う。 

 

 (3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

◇ こどもが適正体重を維持できるよう、学校や児童福祉施設、家庭、地域等が連携して栄養や運

動に関する取組を推進する。 

◇ 飲酒、喫煙に関する健康教育を行い、将来の健康的な生活習慣の形成につとめる。 
 

② 高齢者 

◇ ロコモティブシンドロームやフレイル予防のため、高齢者を対象とした健康教室の実施や自主

活動の促進を行う。 
 

③ 女性 

◇ 妊娠中の本人やその家族の喫煙をなくすために、たばこの害についての知識の普及や、喫煙者

に対しては保健指導等を通じて禁煙につながる健康行動の推進に取り組む。 

◇ 乳がんや子宮がんなどの特に女性に多いがん予防に関する普及啓発や受診勧奨を行う。 

 

 (4) 東日本大震災津波の経験を踏まえた健康づくり 

◇ 被災による身体やこころの健康への影響は、長期にわたることから、被災者に寄り添った健康

づくりを引き続き実施していく。 
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８ 久慈保健医療圏 

 

 

久慈保健医療圏の位置             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【出典】いわて健康データウェアハウス人口動態統計（R1-R3 の 3 年分の平均）※（ ）内は県全体の数値 

【重点的に取組む施策】 

 ・脳血管疾患及び心疾患の年齢調整死亡率の減少のため、関係団体と連携し、高血圧等の危険因子

の低減に向けて減塩等の生活習慣の改善に係る取り組みを強化する。 

 ・久慈地域自殺対策アクションプランに基づき、自殺者数が多い年代への取り組みや自殺対策に取

り組む人材の養成等の強化のため、関係機関・団体とより連携を強化していく。 

 

【現状と課題】 （○は現状 ●は課題） 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善 

  ○特定健診受診者の肥満者の割合は、男性が 40.8%(R3)で基準値（H23：36.9％）よりも増加し、女

性も 31.3％(R3)と同様に基準値（H23：28.2％）よりも増加傾向にあります。 

○小中学校及び高等学校の肥満傾向児の出現率（R2-4 年：３年平均）は、小学校１年生が 12.9%（県

9.1%）、小学校４年生は 16.9%（県 14.9%）、中学校３年生は 13.8%（県 12.2%）、高校３年生は 16.7％

（県 12.8%）となっており、全ての学年で県を上回っています。また、全ての学年で基準値（H24：

小１ 10.9％、小４ 15.8%、中３ 12.0％、高３ 13.7％）を上回りました。 

○運動習慣者の割合（H30-R1 特定健診（国保・協会けんぽ）受診者の３年平均）をみると、男性が

26.2%で県 32.2%よりも 6.0%低く、女性は 30.4%で県の 30.3%とほぼ同率となっています。 

○運動習慣のある中学１年生の割合は、男子が 96.4％（R4）、女子が 71.6%（R4）で、基準値（H24：

男子 88.5％、女子 66.8％）よりも高率となっています。 

○睡眠で休養がとれている者の割合（H30-R1 特定健診（国保・協会けんぽ）受診者の２年平均）を

みると、男性が 77.9%で県の 77.4%とほぼ同率であり、女性は 76.9%で県の 74.1%よりも 2.8%高くな

っています。 

人
口
静
態 

総人口 54,402人 

区分 

0～14 歳 5,722 人 10.6 ％ （ 11.1 ％ ） 
15～64 歳 28,338 人 52.5 ％ （ 55.2 ％ ） 
65 歳以上 19,884 人 36.9 ％ （ 33.7 ％ ） 

不詳 458 人 ※不詳人口除きで割合算出 

人
口
動
態 

出生 
出生数 

出生率 
（人口千対） 

合計特殊 
出生率 

255 人 
4.7 1.28 

（ 5.5 ） （ 1.32 ） 

死亡 

死亡数 死亡率（人口千対） 

881 人 

16.2 

（ 14.5 ） 

乳児 
死亡 

乳児死亡数 乳児死亡率（人口千対） 

    1 人 
2.6 

（ 1.6 ） 

主要 
死因別 
死亡 

死亡数 
死亡率 
(人口 
10 万対) 

年齢調整死亡率 
（人口 10 万対）  

上段:H27 ﾓﾃﾞﾙ 下段:S60 ﾓﾃﾞﾙ 

全年齢 65 歳未満 75 歳未満 

がん  230 人 
422.2 

301.8 
126.9 

76.4 
51.6 

143.3 
 82.2 

（373.6） 
(289.6) 
(117.9) 

(61.7) 
(41.4) 

(133.8) 
( 74.2) 

心 
疾患 

 175 人 
322.3 

210.8 
 73.8 

38.5 
27.5 

72.5 
43.2 

（233.9） 
(164.6) 
( 53.0) 

(22.9) 
(16.2) 

(44.6) 
(26.1) 

脳血管 
疾患 

 107 人 
197.3 

127.1 
 40.5 

14.0 
 9.7 

33.2 
18.4 

（156.3） 
(111.8) 
( 37.8) 

(17.6) 
(12.3) 

(32.8) 
(19.2) 

久慈保健医療圏 

奥州市 

金ケ崎町 

 

洋野町 

久慈市 

野田村 普代村 
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○生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合（H30-R1 特定健診（国保・協会けんぽ）

受診者の２年平均）をみると、男性が 26.9%で県の 20.3%よりも 6.6%高く、女性は 18.8%で県の 12.5%

よりも 6.3%高くなっています。また、40～50 代の働き盛り世代では特に県を上回っています。 

○喫煙者の割合（R3特定健診（国保・協会けんぽ）受診者）は、男性が 30.6%で基準値（H23：33.1）

よりも減少し、女性は 9.2%で基準値（H23：5.2）よりも増加しています。 

○妊婦の喫煙者の割合は、2.4％（Ｒ４）と基準値（H24：5.7％）と比較して減少傾向にあります。 

○う歯有病者率は、３歳児が 24％（Ｒ４）と基準値（H24：5.7％）と比較して減少傾向にあります。

12 歳児は 23.0％（R4）と基準値（H24：44.9％）と比較して減少傾向にあります。 

●肥満は地域課題となっている循環器疾患をはじめとした生活習慣病と関連があることから、若年

期から肥満の予防及び改善に向けて取り組む必要があります。 

●児童生徒の肥満は、基準値を上回っており、より一層の対策が必要です。また、全圏域と比較し

て、小学校１年生時点の肥満傾向児の割合がワースト１位となっており、就学前からの生活習慣の

修正が必要です。 

●中学生は、基準年よりも運動習慣者の割合が増加していますが、女子は男子と比較して低い傾向

があります。 

●成人男性は県よりも運動習慣者の割合が低くなっています。 

●自殺対策が重点課題である当圏域においては、質の高い睡眠で心身の健康を維持することは重要

であり、今後も睡眠で十分な休養がとれている者の割合が県レベルを上回るよう取り組んでいくこ

とが必要です。 

●当地域の健康課題として、特に働き盛り世代の過剰飲酒がみられることから、適量飲酒の普及啓

発が必要です。 

●喫煙者の割合について、男性は減少傾向にありますが、県の喫煙者の割合は全国では高い状況で

あることから、より一層喫煙対策に取り組む必要があります。 

●3歳児及び 12 歳児のう歯有病率は減少傾向にありますが、県を上回っていることからより一層の

取り組みが必要です。 

●12 歳児のう歯有病率は、最も有病率が低い圏域と約 10％の差があるため、今後も継続した取り

組みが必要です。 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

○全がんの 75 歳未満年齢調整死亡率（S60 年モデル）は、82.2（R3）で基準値（H23：86.3）と比

較して減少傾向にあります。また、胃、肺、大腸、乳、子宮の全ての部位で県を上回っています。 

○脳血管疾患の年齢調整死亡率（R3）は、男性が 42.9 と基準値（H23：75.2）よりも減少傾向にあ

りますが、女性は 39.7 と基準値（H23：38.8）と比べて横ばいの状態です。 

○心疾患の年齢調整死亡率（R3）は、男性が 94.7 と基準値（H23：90.5）よりも増加傾向にありま

すが、女性は 53.3 と基準値（H23：68.7）よりも減少傾向にあります。 

○血圧リスクがある者の割合（R3 特定健診（国保・協会けんぽ）受診者）は、男性が 72.2%で基準

値（H23：63.4）よりも増加し、女性は 59.7%で基準値（H23：53.7）よりも増加しています。また、

圏域別（R3）では、男女ともワースト１位となっています。 

○令和３年度の国保の特定健診受診率は 45.3%と基準値（H23：33.2％）よりも増加しています。ま

た、特定保健指導実施率は、47.3%と基準値（H23：23.4％）よりも増加しています。 

○血糖リスクがある者の割合（R3 特定健診（国保・協会けんぽ）受診者）は、男性が 57.9%で基準

値（H23：61.6）よりも減少傾向にあり、女性は 48.4%で基準値（H23：53.0）より同様に減少傾向

にあります。 

○喫煙者の割合（R3特定健診（国保・協会けんぽ）受診者）は、男性が 30.6%で基準値（H23：33.1）

よりも減少し、女性は 9.2%で基準値（H23：5.2）よりも増加しています。 

○妊婦の喫煙者の割合は、2.4％（Ｒ４）と基準値（H24：5.7％）と比較して減少傾向にあります。 

○低栄養傾向（BMI20 以下）の高齢者の割合は、令和２年の直近値（8.1％）は、平成 30年（9.7％）

より 1.6％減少しています。 

●圏域での全がんの年齢調整死亡率は減少傾向にありますが、全がん及び全ての部位において、75

歳未満年齢調整死亡率が県を上回っていることから、予防に向けた取り組みが必要です。 
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●男性の心疾患の年齢調整死亡率が、増加傾向にあることから、予防に向けた取り組みが必要です。 

●血圧リスク者の割合が圏域別でワースト１位となっていることから、危険因子である高血圧予防

に取り組むことが必要です。具体的には、食塩摂取制限等の食生活の改善、運動習慣者の増加、過

剰飲酒者の減少等が挙げられます。 

●血糖リスクのある者の割合は減少傾向にあるものの、男女とも県を上回っていることから、今後

も血糖リスク改善に向けて継続して取り組む必要があります。 

③ 生活機能の維持・向上 

○低栄養傾向（BMI20 以下）の高齢者の割合は、令和２年の直近値（8.1％）は、平成 30年（9.7％）

より 1.6％減少しています。  

●高齢者のやせは、筋量の低下からロコモティブシンドロームの要因となり得ることから、低栄養

対策が必要です。 

(2) 社会環境の質の向上 

① 社会とのつながり・心の健康の維持及び向上 

○自殺死亡率（R1～3）は、男性が 32.1 で県の 28.1 よりも 4.0 高くなっています。女性は 9.4 と

県の 11.0 よりも 1.6 低くなっています。 

〇管内市町村、関係機関・団体で構成する「久慈地域メンタルヘルス・サポートネットワーク連絡

会」を、コロナ禍においても開催方法をオンラインに変更するなどして継続開催しています。 

●圏域の自殺対策計画である「久慈地域自殺対策アクションプラン」の現行プランは、今年度が終

了年度となり、これまでの取組を評価し、次期プランを策定する必要があります。 

●コロナ禍における社会情勢の変化や自殺者の状況も踏まえ、対策を推進していく必要があります。

② 自然に健康になれる環境づくり 

○当地域では、弁当業者による減塩弁当販売が行われていましたが、現在は提供が終了しています。 

●外食や総菜及び弁当は、塩分が過多であることが多く、塩分摂取過剰に繋がることが危惧される

ため、減塩化を推進する必要があります。 

③ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

○いわて健康経営宣言事業所は、令和元年度及び令和２年度は年間７事業所登録されましたが、令

和３年度及び令和４年度は年間２事業所の登録に留まりました。 

●健康経営に取り組む事業所を増やすことは、住民の健康増進に繋がることから、今後もいわて健

康経営宣言事業所の登録を促進する必要があります。 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり（女性） 

○生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合（H30～R1）をみると、女性は 18.8%で県

の 12.5%よりも 6.3%高くなっており、40～50 代の働き盛り世代では特に県を上回っています。（再

掲） 

○妊婦の喫煙者の割合は、2.4％（Ｒ４）と基準値（H24：5.7％）と比較して減少傾向にあります。

（再掲）  

●当地域の健康課題として、働き盛り世代の過剰飲酒がみられ、特に女性はアルコールの健康被害

が生じやすいことから、適量飲酒の普及啓発が必要です。 

●妊娠中の喫煙は、低体重児の出生リスクが生じることから、今後も禁煙化に向けた取り組みが必

要です。 

 (4) 東日本大震災津波の経験を踏まえた健康づくり 

○野田村復興支援チーム定例連絡会は、新型コロナウイルス感染拡大の時期も参加人数の抑制やオ

ンライン開催等、開催方法を工夫し、年間 12 回開催されています。 

〇久慈地域メンタルヘルス・サポートネットワーク連絡会や被災地こころのケア研修会を開催し、

被災地における住民への支援や活動を共有し学ぶ場としています。 

〇「いきる支援セミナー」を開催し、地域住民に対して被災地におけるこころの健康づくり活動に

ついて報告しています。 

〇管内住民健診と併せて実施するうつスクリーニングへの支援を行っています。  

●東日本大震災津波による被災者は、高齢化の進行や生活環境の変化等により抱える問題が複雑・

多様化し、心身ともに負担が増している状況にあり、今後も細やかな支援が必要です。 
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【実現に向けた取組】 

(1) 個人の行動と健康状態の改善 

① 生活習慣の改善 

◇適正体重の維持に向け、体重を測定する習慣を形成するため、関係団体と連携した取り組みを行い

ます。 

◇今後も、バランスのよい食事について、広く普及啓発を行います。 

◇食塩の摂取量を減少させるために、各関係団体が減塩に関する取り組みについてより一層の充実を

図ります。 

◇未就学児の肥満予防のため、市町村や保育所等と連携し、肥満に繋がる生活習慣の確認を行い、必

要な指導を行います。 

◇中学生、高校生が運動習慣のある生徒の割合が高い状況から、保護者を巻き込み、家族ぐるみで運

動に取り組む機会を醸成していきます。 

◇心身の健康のために質の高い睡眠は重要であることから、令和５年度に策定予定の「健康づくりの

ための睡眠指針 2023（仮称）」も参考に指導を行っていきます。 

◇循環器疾患の危険因子である高血圧の改善のためには、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する

者の減少が必要であることから、現在の取り組みの他、飲酒記録やナッジ理論等を用いて適量飲酒に

取り組んで行きます。 

◇今後も講話等を継続することで、喫煙の防止に取り組んで行きます。 

◇喫煙者に対しては、禁煙外来の受診勧奨等により、禁煙化の取り組みを進めていきます。 

◇乳幼児及び児童生徒のう歯予防のため、歯科医師会、市町村、学校等が連携し、歯科保健に関する

事業を実施し、評価していきます。 

② 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

◇今後もがんの正しい知識の普及啓発及び住民が気軽に受診することができる環境整備を図ってい

きます。 

◇循環器疾患は地域の健康課題であることから、高血圧予防、特にも減塩に力を入れた取り組みを関

係団体が連携して行います。 

◇今後も、スーパーマーケットや産業まつり等の機会を捉えて普及啓発を継続していきます。 

◇糖尿病有病者の増加抑制も、循環器病疾患の危険因子低減に繋がることから、今後も出前講座の実

施及び普及啓発により取り組みを継続していきます。 

◇糖尿病性腎症の予防のため、連携会議や研修会の開催等で関係団体及び地域が連携し、重症化予防

に取り組んで行きます。 

 ③ 生活機能の維持・向上 

  ◇今後も引き続き食事と運動の両面からロコモティブシンドローム予防の取り組みを推進します。 

 (2) 社会環境の質の向上 

① 社会とのつながり・心の健康の維持及び向上 

◇今後も、開催方法を創意工夫しながら、久慈地域自殺対策アクションプランに基づき取り組みを加

速していきます。 

◇包括的な自殺対策を継続しつつ、自殺者数が多い年代への取り組み、自殺対策に取り組む人材の養

成や地域の見守り体制の強化のため、圏域の関係機関・団体とより連携を強化していきます。 

② 自然に健康になれる環境づくり 

 

③ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

◇今後も継続してメーリングリスト等による周知や事業所訪問を行い、健康経営を推進していきます。 

◇先進的に健康経営に取り組む事業所を講師とした研修会を、今後も実施していきます。 

(3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり（女性） 

◇今後も、性差に着目した取り組みを行うことで、女性の健康づくりを支援していきます。 

(4) 東日本大震災津波の経験を踏まえた健康づくり 

県、市町村、関係機関、ボランティア等が連携し、こころのケアを継続するとともに、健

康の保持増進が図られるよう支援していきます。 
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９ 二戸保健医療圏 

 

 

二戸保健医療圏の位置             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】いわて健康データウェアハウス人口動態統計（R1-R3 の 3 年分の平均）※（ ）内は県全体の数値 

【重点的に取組む施策】 

 ・ 次世代の健康づくり支援を強化し、親である働き盛り世代や祖父母である高齢者世代、地域等

への波及効果のある取組みを推進します。 

 ・ 栄養、食、運動、心身の健康に関する普及啓発及びヘルスリテラシーの形成支援をより一層推

進し、情報不足等による健康格差の減少に努めます。 

【現状と課題】 （○は現状 ●は課題） 

(1) 生活習慣病の発症予防・重症化予防のための個人の行動と健康状態の改善 

○ 75 歳未満のがん（全がん）の年齢調整死亡率（R1-3 の３年平均）は減少していますが、81.7 と

県より高い状況です。特に、肺がんにおいては 14.5 と県内で３番目に高い状況です。 

○ がん検診受診率（R3）は胃 15.4％、肺がん 15.1％、大腸 16.0％、子宮（頸）18.9％、乳 25.9％

と平成 28年より減少しており、目標値（胃・大腸・子宮（頸）50％、肺 60％、乳 55％）を達成で

きていない状況です。 

○ 脳血管疾患の全年齢調整死亡率（S60 モデル R1-3 の３年平均）は 38.6 と基準値（H22：50.2）か

ら減少したものの、県（37.8）より僅かに高い状況です。 

○ 心疾患の全年齢調整死亡率（S60 モデル R1-3 の３年平均）は 55.4 と基準値（H22：82.5）から減

少したものの、県（53.0）より高い状況です。 

○ 循環器病発症に関連するメタボリックシンドローム該当者・予備群は 29.0％、血圧リスク保有者
*¹は 60.2％、LDL コレステロール受診勧奨以上*²の者は 22.9％（いずれも H30-R1 の３年平均）と

いずれも基準値（H23：25.6％、56.0％、20.7％）より増加しています。 

人
口
静
態 

総人口 50,595人 

区分 

0～14 歳 4,797 人 9.5 ％ （ 11.1 ％ ） 
15～64 歳 25,451 人 50.4 ％ （ 55.2 ％ ） 
65 歳以上 20,233 人 40.1 ％ （ 33.7 ％ ） 

不詳 114 人 ※不詳人口除きで割合算出 

人
口
動
態 

出生 
出生数 

出生率 
（人口千対） 

合計特殊 
出生率 

209 人 
4.1 1.23 

（ 5.5 ） （ 1.32 ） 

死亡 
死亡数 死亡率（人口千対） 

933 人 
18.4 

（ 14.5 ） 

乳児 
死亡 

乳児死亡数 乳児死亡率（人口千対） 

   0 人 
0.0 

（ 1.6 ） 

主要 
死因別 
死亡 

死亡数 
死亡率 
(人口 
10 万対) 

年齢調整死亡率 
（人口 10 万対）  

上段:H27 ﾓﾃﾞﾙ 下段:S60 ﾓﾃﾞﾙ 

全年齢 65 歳未満 75 歳未満 

がん  232 人 
458.5 

297.7 
124.3 

70.4 
49.1 

142.1 
 81.7 

（373.6
） 

(289.6) 
(117.9) 

(61.7) 
(41.4) 

(133.8) 
( 74.2) 

心 
疾患 

 152 人 
301.1 

173.3 
 55.4 

23.6 
17.2 

45.3 
27.1 

（233.9
） 

(164.6) 
( 53.0) 

(22.9) 
(16.2) 

(44.6) 
(26.1) 

脳血管 
疾患 

 105 人 
208.2 

120.8 
 38.6 

16.7 
11.3 

28.1 
16.5 

（156.3
） 

(111.8) 
( 37.8) 

(17.6) 
(12.3) 

(32.8) 
(19.2) 

二戸保健医療圏 

奥州市 

金ケ崎町 

 

二戸市 

一戸町 

九戸村 

軽米町 



第６章 保健医療圏別計画 ９ 二戸保健医療圏 

137 

○ 血糖リスク保有者*³（H30-R1 の３年平均）は 60.8％と基準値（H23：64.7％）から減少したもの

の、人工透析導入患者数は増加しており、導入原因の 46.9％が糖尿病性腎症となっています。 

 ○ 成人肥満（特定健診受診者における BMI25.0 以上の者）は男性で 38.1％、女性で 30.8％（いず 

れも H30-R1 の３年平均）と基準値（H23：男性・35.1％、女性・28.8％）より増加しており、女性 

は県（26.7％）より高い状況です。 

○ 運動習慣のある者（H30-R1 の３年平均）は 17.9％と基準値（H23：17.0％）より増加しています

が、若年層（40 代）で少ない状況です。 

○ 習慣的に喫煙する者（H30-R1 の３年平均）は 23.9％と基準値（H23：18.5％）より増加しており、

特に 40～60 代の働き盛り世代における喫煙者が多い状況です。 

● がんは早期発見・早期治療が重要なことから、がん検診受診率向上に向けた普及啓発の強化及び

受検しやすい環境の整備が必要です。 

● 生活習慣病の発症に係るリスク因子を早期に発見するため、特定健康診査受診率及び特定保健指

導実施率の向上を図る必要があります。 

● 減塩・適塩や野菜・果物摂取量増加を中心とした健康的な食事の推進及び身体活動・運動習慣の

定着を図り、肥満及び生活習慣病の発症・重症化を予防する必要があります。 

● 喫煙による健康障害は多岐にわたることから、若年期からの喫煙・受動喫煙防止対策の強化や喫

煙者に対する禁煙支援が必要です。 

(2) 社会環境の質の向上   

① 社会とのつながり・心の健康の維持及び向上 

○ 人口 10 万人あたりの自殺者数（R1～3の３年平均）は 27.1 と基準値（H25：55.3）より減少し

ていますが、県（19.3）を大きく上回っています。特に、男性の 20 代～60 代、女性の 40代及び

60 代の自殺死亡率が県平均を大きく上回っています。 

● 20～60 代の働き盛り世代における自殺死亡率減少に向けた取組みを強化がする必要がありま

す。 

② 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

○ いわて健康経営宣言認定事業所数は 50 事業所であり、令和元年（34 事業所）から順調に増加

していますが、二戸圏域の事業所（2,462 か所）の 2.0％にとどまっています。 

● いわて健康経営宣言認定事業所の普及により事業所が自主的に健康づくりに取組めるよう、支

援が必要です。 

 (3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

○ 肥満傾向にある子どもは小１女子以外では大きな改善は見られず、小１女子及び高３男女以外

で県を上回っています。【図１・２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 血圧リスク保有者：特定健診受診者において収縮期血圧 140mmHg 以上又は拡張期血圧 90mmHg 以上又は服薬治療をしている者の割合 

＊2 LDL コレステロール受診勧奨以上：特定健診受診者において LDL コレステロール 140mg/dl 以上の者の割合 

＊3 血糖リスク保有者：特定健診受診者において空腹時血糖 100mg/dl 以上又は HbA1c5.6％以上又は服薬治療をしている者の割合 
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○ 毎朝朝食を摂取する者（R2-4 の３年平均）は小４・96.3％、中３・89.2％、高３・84.2％と基

準値（H24）の小４・96.7％、中３・89.3％、高３・87.6％より改善が見られず、高学年になる

ほど減少しています（表 11）。 

○ 運動やスポーツを習慣にしている生徒（R2-4 の３年平均）は中１男子・74.2％、女子・58.2％

と基準値（H24：男子・80.5％、女子：55.6％）より男子で減少しています。 

● 正しい食習慣、生活習慣、運動習慣の形成により幼少期から適正体重を維持できるよう支援が

必要です。 

② 高齢者 

 ○ 65 歳以上の低栄養（BMI20.0 未満）傾向にある者（H30-R2）は 3.7％と県並みですが、運動習 

慣者（H29-R1）は 30.8％と基準値（H23：33.8％）より減少しており、県をより低い状況です。 

○ 10 歳年齢階級別死亡率（H29-R3 の５年平均）は男性で 80 代（161.2）・90 代以上（108.7）、女

性で 70 代（37.9）・90 代以上（67.7）が基準値（H24-28 の５年平均）より増加しており、県平均

より高い状況です。 

● 低栄養や身体機能低下によるフレイルを予防する取組みが必要です。 

● 高齢者特有の身体的・精神的悩みに対する相談・支援体制の強化が必要です。 

③ 女性 

 ○ 成人女性の肥満は増加しています（⑴生活 

習慣病の発症及び重症化予防のための個人の 

行動と健康状態の改善を参照）。また、やせ 

の出現率は女性で高く、年齢階級別による出 

現率の差が見られ、40-44 歳で高い状況から 

若年層におけるやせの増加が懸念されます。 

【図３】 

● 女性における適正体重の逸脱は、自身の心 

身の健康だけでなく、次世代の健康への影響 

も大きいため、ライフステージに応じた適正 

体重を維持するための支援が必要です。 

【実現に向けた取組】（◇現在の取組 ◆実現に向けた取組） 

(1) 生活習慣病の発症及び重症化予防のための個人の行動と健康状態の改善 

  ① 一次予防（普及啓発・健康教育） 

   ◇ 関係機関・団体が連携し、減塩・適塩をはじめとする健康的な食事のレシピ配布や塩分測定

を活用した普及啓発活動を行っています。 

◇ 市町村や学校、保健所では運動教室等を開催し、ライフステージに応じた実践可能な運動プ

ランの提案や運動習慣の定着を図る取組みを進めています。 

◇ 学校では、学童期から喫煙による健康障害について普及啓発を行うことで成人期以降の喫煙

を減らす取組みを進めています。また、世界禁煙デーに合わせたキャンペーンの実施や事業所

及び飲食店等を対象に受動喫煙防止対策について講話や指導を行っています。 

◇ 外食や中食（惣菜等）を選択する際に減塩・適塩を意識づけるため、飲食店における外食栄

養成分表示登録店舗の拡充やスーパーマーケットにおける減塩・適塩及び野菜・果物摂取量増

加を図る取組みを推進しています。 

◆ 関係機関・団体や食品関連事業者と連携し、健康的な食事の普及により一層取組み、地域住

民が自然と健康的な食事を選択できる食環境整備を推進します。 

◆ 運動施設との連携や「地域のお宝さがしてプラス 2000 歩マップ」等を活用し、身体活動・運
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動量の増加及び習慣化による生活習慣病予防を推進します。また、働き盛り世代における身体

活動・運動習慣の定着を図るため、家庭や事業所等を巻き込んだ取組みを推進します。 

◆ 関係機関・団体と連携し、子どもの頃からの普及啓発を継続し、若年層の喫煙率減少に努め

ます。また、事業所等と連携し、現在喫煙している者に対する禁煙支援に取組みます。 

 ② 二次予防 

◇ 市町村では、特定健康診査の受診率向上のため、広報や行政無線等の地域資源を活用した受診

勧奨や休日健診や若年健診による働き盛り世代の受診率向上を図っています。また、健診会場に

おける初回面接の実施等により特定保健指導未利用者対策を進めています。 

◇ がんの予防及びがん検診受診率向上のため、ピンクリボン運動等に合わせた普及啓発活動を行

っています。 

◇ 医師や歯科医師、薬剤師、市町村等が連携し、未受診者・治療中断者への支援を行っています。  

◆ がん及び生活習慣病の発症に関わる危険因子を早期に発見し、適切な治療につなげるため、が

ん検診受診率、特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の向上を図るとともに未受診者・治

療中断者減少に向け、関係機関・団体との連携を一層強化し、重症化予防に努めます。 

(2) 社会環境の質の向上 

① 社会とのつながり・心の健康の維持及び向上 

◇ 産業医や職域団体、市町村、保健所では、ゲートキーパー等の人材育成や事業所訪問による相

談支援及び普及啓発により自殺死亡率の減少を図っています。また、自殺未遂者に対する検討会

や自死遺族交流会を開催し、二次・三次予防にも取組んでいます。 

◆ 二戸地域自殺対策アクションプランに基づき、関係機関・団体が連携し、誰もが安心して相談

し、見守り、支え合う地域づくりをより一層推進します。 

② 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

◇ 健康経営宣言事業所の周知、事業所出前講座の実施、健康情報の発信、健康経営好事例の紹介

等を行っています。 

◆ 事業所健康づくり支援を継続し、事業所が自主的に健康経営に取組めるよう、関係機関・団体

と連携した取組みをより一層推進します。 

 (3) ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

① こども 

◇ 学校医や学校、教育事務所及び市町村では、検討会や教育媒体を作成し、子どもの肥満対策に

取組んでいます。 

◆ 関係機関・団体及び家庭との連携を強化し、基本的な食・生活習慣、運動習慣の形成を図るた

め、「いわて型肥満解消ぺっこアプローチ」や「60（ロクマル）プラスプロジェクト」等と連動し

た取組みを推進します。 

② 高齢者 

 ◇ 市町村や食生活改善推進員による健康教室や地区活動により、低栄養や身体活動量増加に向け

た普及啓発や高齢者の居場所づくりを推進しています。 

◆ 関係機関・団体が実施する健康教室等に高齢者が参加しやすい環境を整備し、食事・運動・心

の健康を包括的に支援することで、高齢者の身体的・社会的フレイルの予防を推進します。 

③ 女性 

◇ 女性の健康週間や事業所出前講座による普及啓発活動に取組んでいます。 

◆ 女性特有の健康リスクについて広く普及啓発を行い、本人だけでなく家庭や職場における女性

の健康づくりを推進します。 
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１ 策定経過 

年月日 経 過 

令和４年 11 月～ 

令和５年３月 

県民生活習慣実態調査 

令和５年３月 22 日 令和４年度第２回健康いわて 21 プラン分析・評価専門委員会 

令和５年３月 27 日 令和４年度第２回健康いわて 21 プラン推進協議会 

令和５年３月 28 日 令和４年度第２回健康いわて 21 プラン口腔保健専門委員会 

令和５年６月 14 日 令和５年度第 1回岩手県健康増進計画推進協議会 

令和５年６月 16 日 令和５年度第１回岩手県健康増進計画分析・評価専門委員会 

令和５年６月 22 日 令和５年度第１回岩手県健康増進計画口腔保健専門委員会 

令和５年７月 25 日 令和５年度第２回岩手県健康増進計画推進協議会 

令和５年９月 22 日 令和５年度第２回岩手県健康増進計画分析・評価専門委員会 

令和５年９月 26 日 令和５年度第２回岩手県健康増進計画口腔保健専門委員会 

令和５年 11 月６日 令和５年度第３回岩手県健康増進計画分析・評価専門委員会 

令和５年 11 月９日 令和５年度第３回岩手県健康増進計画口腔保健専門委員会 

令和５年 11 月 21 日 令和５年度第３回岩手県健康増進計画推進協議会 
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２ 岩手県附属機関条例（抜粋） 

 

令和５年３月28日条例第４号 

岩手県附属機関条例をここに公布する。 

岩手県附属機関条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項及び第202条の３第１

項の規定により、執行機関の附属機関（法律又は他の条例の規定に基づき設置されるものを除く。）

の設置並びにその組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置及び所掌） 

第２条 別表第１から別表第10までの所掌事項の欄に掲げる事項について審査、審議又は調査等を

行わせるため、執行機関の附属機関として、これらの表の名称の欄に掲げる機関を置く。 

２ 執行機関は、別表第11の所掌事項の欄に掲げる事項について審査、審議又は調査等を行わせる

ため必要があるときは、同表の名称の欄に掲げる附属機関を置くことができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、執行機関は、災害、事故その他の事案が生じた場合において、当

該事案に係る調停、審査、審議又は調査等を行わせるため臨時又は緊急の必要があるときは、附

属機関を置くことができる。ただし、当該附属機関の設置が１年を超えるときは、この限りでな

い。 

４ 執行機関は、前項の規定に基づき附属機関を置いたときは、その名称、所掌事項その他必要な

事項を告示しなければならない。 

（組織） 

第３条 別表第１から別表第11までの名称の欄に掲げる附属機関（以下「審議会等」という。）は、

これらの表の委員の人数の欄に掲げる人数以内の委員をもって組織し、委員は、これらの表の委

員の構成の欄に掲げる者のうちから、執行機関が任命する。 

２ 審議会等の委員の任期は、別表第１から別表第11までの任期の欄に掲げるとおりとする。ただ

し、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長等及び副会長等） 

第４条 審議会等に、会長又は委員長（以下「会長等」という。）を置き、委員の互選とする。 

２ 審議会等のうち次に掲げるものに、副会長又は副委員長（以下「副会長等」という。）を置き、

委員の互選とする。 

(１) 岩手県総合計画審議会 

(２) 岩手県東日本大震災津波復興委員会 

(３) 岩手県商工観光審議会 

(４) 岩手県農政審議会 

(５) 岩手県水産審議会 

(６) 岩手県教育振興基本対策審議会 

３ 会長等は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたときは、その職

務を代理する。 

５ 副会長等を置かない審議会等において、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたときは、

会長等があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（専門委員） 
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第５条 審議会等のうち次に掲げるものに、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くこ

とができる。 

(１) 岩手県総合計画審議会 

(２) 岩手県東日本大震災津波復興委員会 

(３) 岩手県健康増進計画推進協議会 

(４) 岩手県自殺対策推進協議会 

(５) 岩手県商工観光審議会 

(６) 岩手県農政審議会 

(７) 岩手県農林水産物等認証制度運営委員会 

(８) 岩手県水産審議会 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから執行機関が任

命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

（会議） 

第６条 審議会等は、執行機関が招集する。ただし、平泉の文化遺産世界遺産拡張登録検討委員会、

岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会及び岩手県政府調達苦情検討委員会は、会長等が招集

する。 

２ 審議会等は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 前項の規定にかかわらず、岩手県財産評価審議会、岩手県特別職報酬等審議会及び県勢功労者

顕彰選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 審議会等の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（部会） 

第７条 審議会等のうち次に掲げるものに、部会を置くことができる。 

(１) 岩手県総合計画審議会 

(２) 岩手県東日本大震災津波復興委員会 

(３) 岩手県健康増進計画推進協議会 

(４) 岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会 

(５) 岩手県自殺対策推進協議会 

(６) 岩手県商工観光審議会 

(７) 岩手県農政審議会 

(８) 岩手県農林水産物等認証制度運営委員会 

(９) 岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会 

２ 部会は、会長等の指名する委員及び専門委員をもって組織する。 

３ 審議会等は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会等の議決とすることができ

る。 

４ 第４条及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、第４条第１項及び第２

項中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と、同条第５項中「委員」とあるのは「委員又は

専門委員」と、前条第２項及び第４項中「委員」とあるのは「委員及び議事に関係のある専門委

員」と読み替えるものとする。 

（意見の聴取等） 

第８条 審議会等は、必要に応じて学識経験のある者その他議事に関係のある者の出席を求め、そ
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の意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（補則） 

第９条 第２条から前条までに定めるもののほか、審議会等の運営に関し必要な事項は、会長等が

審議会等に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（岩手県教育振興基本対策審議会条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(１) 岩手県教育振興基本対策審議会条例（昭和38年岩手県条例第44号） 

(２) 岩手県財産評価審議会条例（昭和39年岩手県条例第20号） 

(３) 岩手県特別職報酬等審議会条例（昭和39年岩手県条例第63号） 

(４) 岩手県農政審議会条例（昭和47年岩手県条例第９号） 

(５) 岩手県水産審議会条例（昭和48年岩手県条例第46号） 

(６) 岩手県商工観光審議会条例（昭和49年岩手県条例第６号） 

(７) 岩手県総合計画審議会条例（昭和54年岩手県条例第29号） 

(８) 岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会条例（平成15年岩手県条例第36号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定により置か

れている附属機関（次項において「旧附属機関」という。）は、第２条第１項の規定により置か

れる相当の附属機関（次項において「新附属機関」という。）となり、同一性をもって存続する

ものとする。 

４ この条例の施行の際現に旧附属機関の委員である者は、この条例の施行の日に、第３条第１項

の規定により、新附属機関の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命

されたものとみなされる委員の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、同日における旧附属機

関の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

（中小企業振興条例の一部改正） 

５ 中小企業振興条例（平成27年岩手県条例第33号）の一部を次のように改正する。 

次のよう（省略） 

 

［略］ 

 

別表第６（第２条、第３条関係） 

保健福祉関係附属機関 

名称 所掌事項 委員の人数 委員の構成 任期 

１ 岩手県健

康増進計画

推進協議会 

知事の諮問に応じ、健康増進法

（平成14年法律第103号）第８

条第１項に規定する都道府県健

康増進計画の策定及び推進に関

し必要な事項について調査審議

すること。 

25人 (１) 医療関係団体その他

の関係団体の役職員 

２年 

(２) 保険者を代表する者 

(３) 関係行政機関の職員 

(４) 前３号に掲げる者の

ほか、健康の増進に関す

る施策の推進に関し識見
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を有する者 

２ 岩手県高

齢者福祉・

介護保険推

進協議会 

知事の諮問に応じ、老人福祉法

（昭和38年法律第133号）第20

条の９第１項に規定する都道府

県老人福祉計画及び介護保険法

（平成９年法律第123号）第118

条第１項に規定する都道府県介

護保険事業支援計画の策定及び

推進その他高齢者の福祉の施策

の推進に関し必要な事項につい

て調査審議すること。 

20人 (１) 市町村長 ３年 

(２) 福祉関係団体、医療

関係団体その他の関係団

体の役職員 

(３) 学識経験者 

(４) 被保険者を代表する

者 

(５) 前各号に掲げる者の

ほか、高齢者福祉又は介

護福祉に関し識見を有す

る者 

３ 岩手県リ

ハビリテー

ション協議

会 

知事の諮問に応じ、地域におけ

るリハビリテーションの適切か

つ円滑な提供に関し必要な事項

について調査審議すること。 

20人 (１) 学識経験者 ２年 

(２) 医療関係団体、福祉

関係団体その他の関係団

体の役職員 

(３) 関係行政機関の職員 

４ 岩手県自

殺対策推進

協議会 

知事の諮問に応じ、県の総合的

な自殺対策の推進に関し必要な

事項について調査審議するこ

と。 

50人 (１) 学識経験者 ２年 

(２) 医療関係団体、福祉

関係団体、教育関係団体

その他の関係団体の役職

員 

(３) 関係行政機関の職員 

(４) 前３号に掲げる者の

ほか、自殺対策の推進に

関し識見を有する者 

 

［略］ 
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３ 岩手県健康増進計画推進協議会委員名簿 

 

（令和６年３月現在）                          （敬称略：50 音順） 

氏 名 所属・職名 

内 宮 明 俊 岩手県国民健康保険団体連合会専務理事 

加 藤 百合子 全国健康保険協会岩手支部企画総務部長 

金 谷 明 美 公益社団法人岩手県栄養士会副会長 

川 原 久 子 岩手県保健推進委員等代表者協議会会長 

菊 池 朋 子 岩手県老人クラブ連合会女性部会副部会長 

木 村 宗 孝 一般社団法人岩手県医師会副会長 

熊 谷 明 知 一般社団法人岩手県薬剤師会専務理事 

後 藤 夕香里 特定非営利活動法人岩手県地域婦人団体協議会副会長 

佐々木 寛 子 公益財団法人岩手県予防医学協会健康推進部長 

佐々木 亮 平 NPO 法人日本健康運動指導士会岩手県支部長 

佐 藤   圭 一般社団法人岩手県食品衛生協会事務局長 

佐 藤   工 日本労働組合総連合会岩手県連合会岩手県教職員組合書記長 

澤 村 よう子 岩手県食生活改善推進員団体連絡協議会長 

菅 原 和 彦 株式会社岩手日報社常勤監査役 

大 黒 英 貴 一般社団法人岩手県歯科医師会専務理事 

高 橋 弥栄子 公益社団法人岩手県看護協会専務理事 

立 身 政 信 公益財団法人岩手県予防医学協会産業保健支援部長 

千 田 智 勝 岩手産業保健総合支援センター副所長 

藤 森 さおり 公募 

水 野   匠 岩手県商工会議所連合会事務局長 

向 井   隆 一般社団法人岩手県 PTA 連合会副会長 

村 上 百合子 岩手県学校保健会養護教諭部会顧問 

若 月 敏 幸 岩手労働局労働基準部健康安全課長 

 

（策定期間中在任した委員）           （所属及び職名は在任当時。敬称略：50 音順） 

氏 名 所属・職名 

中軽米 こう子 岩手県食生活改善推進員団体連絡協議会八幡平市食生活改善推進員協議会長 
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４ 岩手県健康増進計画分析・評価専門委員会運営要領 

 

（設置） 

第１ 岩手県附属機関条例（令和５年岩手県条例第４号）第７条第１項に基づき岩手県健康増進計画推

進協議会（以下「推進協議会」という。）に岩手県健康増進計画分析・評価専門委員会（以下「専門委

員会」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２ 専門委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 健康いわて 21プランの数値目標の分析・評価に関すること。 

(2) その他必要と認める事項に関すること。 

 

（組織） 

第３ 専門委員会は、推進協議会の委員及び専門委員 10 人以内をもって構成する。 

 

（座長） 

第４ 専門委員会に座長を１人置き、座長は委員の互選とする。 

 

（意見の聴取） 

第５ 専門委員会は、必要に応じて学識経験のある者その他議事に関係のある者の出席を求め、その意

見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第６ 専門委員会の庶務は、保健福祉部健康国保課において処理する。 

 

（その他） 

第７ この要領に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は推進協議会の会長が別に定

める。 

 

  附 則 

この要領は、令和５年６月８日から施行する。 
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５ 岩手県健康増進計画分析・評価専門委員会委員名簿 

 

（令和６年３月現在）                          （敬称略：50 音順） 

氏 名 所属・職名 

旭  浩一 岩手医科大学医学部内科学講座腎・高血圧内科分野教授 

石垣  泰 岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病代謝内科分野教授 

大塚耕太郎 岩手医科大学医学部神経精神科学講座教授 

岸  光男 岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野教授 

杉江 琢美 岩手県保健所長会岩手県宮古保健所長 

高橋  健 NPO 法人日本健康運動指導士会岩手県支部事務局長 

滝川佐波子 一般社団法人岩手県医師会常任理事 

立身 政信 公益財団法人岩手県予防医学協会産業保健支援部長 

丹野 高三 岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座教授 

 

（策定期間中在任した委員）           （所属及び職名は在任当時。敬称略：50 音順） 

氏 名 所属・職名 
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６ 岩手県健康増進計画口腔保健専門委員会運営要領 

 

（設置） 

第１ 岩手県附属機関条例（令和５年岩手県条例第４号）第７条第１項に基づき岩手県健康増進計画推

進協議会（以下「推進協議会」という。）に岩手県健康増進計画口腔保健専門委員会（以下「専門委員

会」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２ 専門委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 健康いわて 21プランの口腔保健領域に係る策定、推進、評価及び見直しに関すること。 

(2) 口腔の健康づくり推進計画の策定、推進、評価及び見直しに関すること。 

(3) 口腔の健康づくりの推進に関すること。 

(4) 口腔の健康づくりの推進に資する国庫補助事業の進行管理及び評価に関すること。 

(5) その他口腔の健康づくりの推進に必要な事項 

 

（組織） 

第３ 専門委員会は、推進協議会の委員及び専門委員 12 人以内をもって構成する。 

 

（座長） 

第４ 専門委員会に座長を１人置き、座長は委員の互選とする。 

 

（意見の聴取） 

第５ 専門委員会は、必要に応じて学識経験のある者その他議事に関係のある者の出席を求め、その意

見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第６ 専門委員会の庶務は、保健福祉部健康国保課において処理する。 

 

（その他） 

第７ この要領に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は推進協議会の会長が別に定

める。 

 

  附 則 

この要領は、令和５年６月８日から施行する。 
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７ 岩手県健康増進計画口腔保健専門委員会委員名簿 

 

（令和６年３月現在）                          （敬称略：50 音順） 

氏 名 所属・職名 

浅沼 圭美 矢巾町役場健康長寿課長 

稲田 泰文 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会・保育協議会会長 

大友 さつき 一般社団法人岩手県歯科衛生士会会長 

神﨑 浩之 岩手県介護支援専門員協会会長 

熊谷 美保 岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座小児歯科学・障害者歯科学分野准教授 

壽 真弓  盛岡市保健所健康増進課長 

佐藤 俊郎 岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野講師 

大黒 英貴 一般社団法人岩手県歯科医師会専務理事 

竹内 幸江 岩手県学校保健会養護教諭部会副会長 

三浦 友美 全国健康保険協会岩手支部企画総務グループ長 

山根 三夫 岩手県知的障害者福祉協会 

 

（策定期間中在任した委員）           （所属及び職名は在任当時。敬称略：50 音順） 

氏 名 所属・職名 

加藤 百合子 全国健康保険協会岩手支部企画総務部長 
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８ 岩手県健康いわて 21プラン推進会議設置要綱 

９ 健康いわて 21プラン（第３次）（中間案）に対するパブリックコメントの実施状況 

10 健康増進法（抜粋）  

 

健康増進法（平成十四年法律第百三号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増

進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な

事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もっ

て国民保健の向上を図ることを目的とする。 

（国民の責務） 

第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状

態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、

健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材

の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援

助を与えることに努めなければならない。 

（健康増進事業実施者の責務） 

第四条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業（以

下「健康増進事業」という。）を積極的に推進するよう努めなければならない。 

（関係者の協力） 

第五条 国、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、健康増進事業実施者、医療機関その他の

関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努め

なければならない。 

（定義） 

第六条 この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。 

一 健康保険法（大正十一年法律第七十号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康

保険組合又は健康保険組合連合会 

二 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会 

三 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の規定により健康増進事業を行う市町村、国民

健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 

四 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の規定により健康増進事業を行う国家公

務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会 

五 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の規定により健康増進事業を行う地方

公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会 

六 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定により健康増進事業を行う日本

私立学校振興・共済事業団 

七 学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）の規定により健康増進事業を行う者 
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八 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）の規定により健康増進事業を行う市町村 

九 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）の規定により健康増進事業を行う事業者 

十 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）の規定により健康増進事業を行う

全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済

事業団又は後期高齢者医療広域連合 

十一 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定により健康増進事業を行う市町村 

十二 この法律の規定により健康増進事業を行う市町村 

十三 その他健康増進事業を行う者であって、政令で定めるもの 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（以下「基本方

針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 

二 国民の健康の増進の目標に関する事項 

三 次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的

な事項 

四 第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事

項 

五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項 

六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に

関する事項 

七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機

関の長に協議するものとする。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものと

する。 

（都道府県健康増進計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策につ

いての基本的な計画（以下「都道府県健康増進計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進

に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事

業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助す

ることができる。 

（健康診査の実施等に関する指針） 

第九条 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康

診査の実施及びその結果の通知、健康手帳（自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をい

う。）の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針（以下

「健康診査等指針」という。）を定めるものとする。 

２ 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、内閣

総理大臣、総務大臣、財務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。 
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３ 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表する

ものとする。 
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